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（午前 ９時００分 開会） 

○里川委員長 おはようございます。全委員出席されておりますので、ただいまより、予

算決算常任委員会を開会いたします。 

  それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

  はじめに、町長のごあいさつをお受けいたします。小城町長。 

○小城町長 おはようございます。委員皆さんには、早朝からご出席いただきまして、あ

りがとうございます。３月１日の本会議に施政方針でも述べましたように、平成２４年

度の予算の関係等につきましては、一般会計で総額８２億５，０００万、前年よりも６．

２％、４億８，０００万がふえております。あと、特別会計、企業会計等では、１６０

億５，５６０万４，０００円ということで、７％増、１０億４，７４９万５，０００円、

これについては、特に下水道もございますけども、介護保険とか後期高齢者等、この見

直しで上がってきたということでございます。そういう中で慎重審議を賜って、きょう

からあす、そして月曜日の３日間ございますけどれども、ひとつ慎重審議を賜りまして、

平成２４年度の予算が皆さん方とともに、この関係等について職員ともども精査をして

きたなかでございますので、どうかよろしく原案どおり可決を賜ることを心からお願い

いたしまして、あいさつといたします。 

○里川委員長 それでは、本委員会の会議録署名委員を私のほうから指名いたします。 

  署名委員には、吉野委員、小野委員のお二人を指名いたします。両委員にはよろしく

お願いいたします。 

  本日と９日、１２日の３日間で、付託を受けました議案のうち、一般会計及び各特別

会計の平成２４年度当初予算を審議してまいりたいと思います。そして、１６日には改

めて予算決算常任委員会を開催し、２３年度の補正予算について審議してまいりたいと

思いますので、委員皆様、また理事者の皆様にはよろしくお願いいたします。 

  それでは、本会議から付託を受けました議案第１５号 平成２４年度斑鳩町一般会計

予算について、議案第１６号 平成２４年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算につ

いて、議案第１７号 平成２４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算について、議案

第１８号 平成２４年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算について、議案第１９号  

平成２４年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算について、議案第２０号  平成２４年度

斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算について、議案第２１号 平成２４年度斑鳩町水道

事業会計予算について、以上７議案を一括上程し、議題といたします。 
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  はじめに審査の方法についてお諮りをいたします。 

  お手元にお配りをいたしております資料、平成２４年３月議会予算決算常任委員会進

行予定表をごらんいただきたいと思います。 

  最初に、一般会計予算総括について、また、一般会計歳入全般について総務部長から

説明を受け、質疑を行うことといたします。次に、一般会計歳出及び各特別会計につい

て、各部ごとに審査を行っていただきますが、この審査につきましては、一般会計の各

款ごと、また各特別会計ごとにそれぞれ所管部長から説明を受けたのち、それぞれ質疑

等の審査を行い、すべての質疑か終了後、各会計予算について表決を行いたいと思いま

す。 

  以上、申しあげましたとおり審査を進めてまいりたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○里川委員長 異議なしと認めます。 

  それでは、進行予定表のとおり進めさせていただきます。 

  委員並びに理事者の皆さんには、議事進行につきまして、ご協力のほう、よろしくお

願いいたします。なお、理事者の皆さんの説明につきましては、大変長時間にわたるも

のもございますので、説明のときは着席をしたまましていただいて結構ですので、あら

かじめ申しあげておきます。 

  それでは、一般会計予算総括説明と歳入全般についての説明を求めます。 

  西本総務部長。 

○西本総務部長 それでは一般会計予算総括及び歳入全般につきまして、私のほうから説

明をさせていただきます。 

  その前に議案書を朗読させていただきます。 

議案第１５号 

平成２４年度斑鳩町一般会計予算について 

  標記について地方自治法第２１１条第１項の規定により、別紙のとおり提出し、議会

の議決を求めます。 

  平成２４年３月１日 提出 

                            斑鳩町長 小 城 利 重 

  まず、ご説明に用います資料につきましては、平成２４年度斑鳩町一般会計予算書、
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それから平成２４年度予算の概要、及び平成２４年度予算関係参考資料となりますので、

よろしくお願いをいたします。 

  それでは着席させていただきまして、ご説明をさせていただきます。 

  それではまず、一般会計予算書に基づきまして、ご説明をさせていただきたいと思い

ます。 

  はじめに本町の財政環境につきましてご説明を申しあげます。 

  収入の根幹となる町税につきましては、３年に一度の固定資産税評価替えによる大幅

な減収があるものの、扶養控除の廃止、縮減に伴う個人町民税の増収額が加算されます

ことから、前年度水準を維持していますが、現在の社会経済情勢を踏まえると予断を許

さない状況にあります。また、もうひとつの収入の大きな柱であります地方交付税につ

きましては、厳しい地方財政の現状を踏まえ、国において地方交付税総額を平成２３年

度並みの水準で確保するとともに、別枞で震災復興特別交付税を措置されました。  

  国の平成２４年度の経済見通しでは、我が国経済は本格的な復興施策の集中的な推進

によって、着实な需要と雇用の創出が見込まれ、景気は緩やかに回復していくものと見

込まれております。 

  しかしながら、欧州政府の債務危機の深刻化等を背景とした海外経済のさらなる下振

れ、円高の進行やそれに伴う国内の空洞化の加速、電力の供給制限等のリスクだけを見

ましても、先行きの不透明感は払拭されません。 

  このような環境の中、本町の財政は全国の自治体状況と比較しますと、総体的には健

全な状況にありますが、尐子高齢化の進展による生産人口の減尐などにより、税収は減

尐することが見込まれ、国から地方への交付金なども引き続き縮小されるおそれがある

ことから、厳しい状況が続くものと見込まれております。 

  以上、本町の財政環境につきましてのご説明とさせていただきます。 

  それでは、予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。はじめに予算総則に

つきまして朗読をさせていただきます。 

平成２４年度斑鳩町一般会計予算 

  平成２４年度斑鳩町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

  (歳入歳出予算) 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８２億５，０００万円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」
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による。 

  （継続費） 

  第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定により継続費の経費の総額及び年割額は

「第２表 継続費」による。 

 （債務負担行為） 

  第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる  

事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債  

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第４表 地方債」による。 

  （一時借入金） 

  第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額  

は１０億円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

  第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

                            平成２４年３月１日提出 

                            斑鳩町長 小 城 利 重 

  次に、予算総則に定めました継続費、債務負担行為及び地方債の内容につきまして説

明をさせていただきます。恐れ入りますが、予算書の９ページをごらんいただきたいと

存じます。 

  はじめに第２表 継続費でございます。継続費の予算を設定しているものは２事業と

なっております。ひとつ目は可燃ごみ積み替え施設整備事業としまして、可燃ごみ等の

積み替えを行う本施設の整備を進めるため、総額を３億１，６００万円、年割額を平成

２４年度は７，９００万円、平成２５年度は２億３，７００万円とする２カ年継続事業

となっております。 

  ２つ目は道路新設改良事業。町道４３７号線大和川堤防線です。町道４３７号線大和

川堤防線の整備を進めるために、総額を５，０００万円、年割額を平成２４年度は３，
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０００万円、平成２５年度は２，０００万円とする２カ年継続事業となっております。  

  次に、その下、第３表 債務負担行為についてでありますが、債務負担行為の予算を

設定しているものは３事業となっております。 

  ひとつ目は固定資産路線価評価業務委託契約としまして、平成２７年度評価替えに向

けて固定資産路線評価業務を進めるために、債務負担行為の期間を平成２５年４月１日

から平成２７年３月３１日、限度額を１，０７５万円とする内容となっております。 

  ２つ目と３つ目に係りますものは、平成２５年度から２７年度分の学校給食調理・洗

浄業務に係るものとしまして、小学校給食調理・洗浄業務の委託では、債務負担行為の

期間を平成２５年１月１日から平成２８年３月３１日、限度額を７，３３０万円、中学

校給食調理・洗浄業務委託では債務負担行為の期間を平成２５年１月１日から平成２８

年３月３１日、限度額を６，６００万円とする内容となっております。 

  次に、１０ページをお願いいたします。 

  第４表 地方債でございます。 

  はじめに、起債の方法についてでありますが、普通貸借または証券発行としておりま

す。また利率につきましては４．５％以内とし、利率見直し方式で借り入れる政府資金

等につきましては、利率見直しを行った後においては、見直し後の利率としております。

償還の方法につきましては、政府資金にあっては、その融資条件に基づき、銀行その他

の場合には、その債権者と協定するものと定めております。また、据え置き期間、償還

期間の短縮、繰り上げ償還、借り換えができる旨を定めております。 

  次に、それぞれの町債の内容につきましてご説明をさせていただきます。 

  恐れ入りますが、予算書の３５ページをお開きいただきたいと思います。 

  はじめに、第１目総務債では、まちづくり事業債として社会資本整備総合交付金を活

用して实施する（仮称）地域交流館の建設や、町道２０４号線ポケットパークの整備、

法隆寺線歩道照明の設置に係る町債１億３，２９０万円を計上しております。これにつ

きましては、起債充当率９０％、元利償還金に対して基準財政需要額に算入される交付

税の措置率２２％の公共等事業債のほか奈良県市町村振興資金を充当残部分に活用をし

ております。 

  次に、第２目衛生費では、可燃ごみ積み替え施設整備事業債として、可燃ごみ積み替

え施設の整備に係る町債、８，０１０万円を計上しております。これにつきましては、

起債充当率７５％の一般単独事業債のほか奈良県市町村振興資金を充当残額に活用して
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おります。 

  次に、第３目農林水産業債では、土地改良事業債として農道整備に係る町債２，５７

０万円を計上しております。これにつきましては起債充当率９０％の地方道路等整備事

業債農道分を活用しております。 

  次に、第４目土木債では、道路新設改良事業債として道路整備に係る町債８，８８０

万円を計上しております。これにつきましては起債充当率９０％の地方道路等整備事業

債のほか、奈良県市町村振興資金を充当残部分に活用しております。 

  また、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業債として、ＪＲ法隆寺駅周辺道路の整備に係る町債

４２０万円を計上しております。これにつきましては、地方道路等整備事業債の通常事

業分の範囲内で発行できる公共事業等債を活用するもので、交付税措置率は３０％とな

っております。 

  次に、第５目教育債では学校教育施設等整備事業債として、斑鳩東小学校北館東棟校

舎補強工事に係る２，１４０万円を計上しております。これにつきましては、耐震補強

本体工事に起債充当率１００％、交付税措置率が補助対象で８０％、つぎ足し単独で７

０％の緊急防災・減災事業債のほか、防水工事に起債充当率７５％の学校教育施設等整

備事業債を活用しております。 

  また、中央公民館リニューアル事業債として、中央公民館リニューアル整備に係る町

債３，０００万円を計上しております。これにつきましては起債充当率７５％の一般単

独事業債のほか、奈良県市町村振興資金を充当残部分に活用しております。 

  最後に第６目臨時財政対策債では、引き続き地方財源の不足に対処するため、地方財

政法第５条の特例として発行される臨時財政対策債４億９，５４０万円を計上しており

ます。この臨時財政対策債は、元利償還相当額に対してその全額が交付税措置されるこ

ととなっております。 

  これらの町債の総額は８億７，８５０万円となり、前年度と比較して２億４，２９０

万円の増額となっております。 

  また、町債残高の見込みについてであります。予算書の１４９ページをお開きいただ

きたいと思います。平成２４年度末の一般会計における町債残高見込み額は、一番右上

でございますが、１０１億３，０２０万３，０００円となる見込みであり、上水道事業、

公共下水道事業合わせました残高合計は一番右下でございますが、１９８億７，１１９

万８，０００円となる見込みとなっております。 
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  続きまして、一般会計の歳出予算に係る総括説明をさせていただきます。 

  歳出予算の各費目の詳細につきましては、後ほど教育長及び各担当部長等から説明を

させていただきますので、私の方からは、簡単に予算の目的別に沿って、前年度の予算

額との比較、予算の財源内訳及びその主な取り組み、そして性質別の主な増減につきま

して、ご説明をさせていただきます。 

  それでは、予算書の１３ページにお戻りいただきたいと思います。はじめに、予算額

の増減とその財源内訳につきまして、説明をさせていただきます。 

  まず、第１款議会費では１億２，１８９万２，０００円を計上しております。前年度

と比較して、１，７７９万６，０００円、１２．７％の減となっております。予算の財

源内訳はすべて一般財源となっております。 

  次に、第２款総務費では１０億２，７０９万８，０００円を計上しております。前年

度と比較して１億１，７５６万９，０００円、１２．９％の増となっております。予算

の財源の内訳は、国・県支出金で１億９４３万７，０００円、地方債で９，０６０万円、

その他で３，５４７万６，０００円、一般財源で７億９，１５８万５，０００円となっ

ております。 

  次に、第３款民生費では２５億７，７１７万６，０００円を計上しております。前年

度と比較して、９，７８８万８，０００円、３．９％の増となっております。予算の財

源内訳は国・県支出金で９億２，６８１万５，０００円、その他で１億５，４８６万１，

０００円、一般財源で１４億９，５５０万円となっております。 

  次に、第４款衛生費では１０億９，５２９万８，０００円を計上しております。前年

度と比較して１億５，７９１万１，０００円、１６．８％の増となっております。予算

の財源内訳は国・県支出金で３，１９４万９，０００円、地方債で８，０１０万円、そ

の他で８，１６６万９，０００円、一般財源で９億１５８万円となっております。  

  次に、第５款農林水産業費では、１億１，０６７万４，０００円を計上しております。

前年度と比較して７４７万２，０００円、７．２％の増となっております。予算の財源

内訳は国・県支出金で１，０２３万８，０００円、地方債で２，５７０万円、その他で

８２０万６，０００円、一般財源で６，６５３万円となっております。 

  次に、第６款商工費では９，３５３万２，０００円を計上しております。前年度と比

較して３０３万９，０００円、３．４％の増となっております。予算の財源内訳はその

他で１，０５９万６，０００円、一般財源で８，２９３万６，０００円となっておりま
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す。 

  次に、第７款土木費では９億１，３９８万７，０００円を計上しております。前年度

と比較して１億１８９万２，０００円、１２．５％の増となっております。予算の財源

内訳は国・県支出金で１億２，３８４万２，０００円、地方債で１億３，５３０万円、

その他で５３４万円、一般財源で６億４，９５０万５，０００円となっております。 

  次に、第８款消防費では３億４，７５８万８，０００円を計上しております。前年度

と比較して１６５万９，０００円、０．５％の増となっております。予算の財源内訳は

その他で１１万２，０００円、一般財源で３億４，７４７万６，０００円となっており

ます。 

  次に、第９款教育費では９億２０１万７，０００円を計上しております。前年度と比

較して、２，０４９万７，０００円、２．３％の増となっております。予算の財源内訳

は国・県支出金で２，５２９万３，０００円、地方債で５，１４０万円、その他で４，

４５８万５，０００円、一般財源で７億８，０７３万９，０００円となっております。 

  次に、第１０款災害復旧費では６，０００円を計上しております。前年度と比較して

４００万円の減となっております。予算の財源内訳はすべて一般財源となっております。 

  次に、第１１款公債費では１０億３，０７３万２，０００円を計上しております。前

年度と比較して３８６万９，０００円、０．４％の増となっております。予算の財源内

訳は国・県支出金で８，１０５万５，０００円、その他で３，００６万５，０００円、

一般財源で９億１，９６１万２，０００円となっております。 

  最後に、第１２款予備費では３，０００万円を計上しております。前年度と比較して

１，０００万円の減となっております。予算の財源内訳はすべて一般財源となっており

ます。 

  以上、歳出合計は８２億５，０００万円を計上しており、前年度と比較して４億８，

０００万円、６．２％の増となっております。 

  続きまして、平成２４年度予算の主な取り組みについてであります。 

  恐れ入りますが、平成２４年度予算の概要の１０ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

  はじめに、総務費では、ひとつ目の文化振興センターの充实で１，０５０万円、一番

下の宝くじまちの音楽会の開催で６５万円。 

  １１ページにお移りをいただきまして、ひとつ目の斑鳩シンポジウムの開催で１５０
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万円、その下の會津八一歌碑建立除幕式の開催で１８８万３，０００円。その下のニュ

ーヨーク・シンフォニック・アンサンブル公演の開催で１００万円。 

  １６ページにお移りをいただきまして、一番下の空き家対策の实施で２２万８，００

０円。１７ページにお移りをいただきまして、上から４つ目、地域集会所施設整備の支

援で２，３９８万５，０００円。その下の（仮称）地域交流館の整備で１億５，４７０

万円。１８ページにお移りいただきまして、上から３つ目、参加と協働のまちづくりの

推進で１７３万６，０００円などを計上いたしております。 

  次に、民生費では、３４ページをお願いいたします。一番下の保育体制の充实で、２

億８，６９９万４，０００円、３５ページにお移りいただきまして、ひとつ目の保育所

の広域入所の充实で９，２５６万６，０００円。一番下の子ども手当・（仮称）子ども

のための手当の支給で５億１，８０２万８，０００円。３６ページにお移りいただきま

して、上から３つ目、子育てサポーターの育成で１１万９，０００円。その下の地域子

育て支援センターの運営で３６４万４，０００円。 

４３ページにお移りいただきまして、一番下の重度心身障害者等福祉年金の支給で２，

４７０万円。４５ページにお移りいただきまして、上から３つ目の障害者介護給付・訓

練等給付費の支給で２億８，９７８万３，０００円。その下の障害児福祉サービス給付

費の支給で６２９万６，０００円。その下の難病患者等居宅生活支援事業で、２２万６，

０００円。 

  ４７ページにお移りいただきまして、一番上、ひとつ目の国民健康保険事業への支援

で、２億７８６万７，０００円。そして、４８ページにお移りいただきまして、上から

３つ目の子ども医療費の助成で９，５００万円。その次の心身障害者医療費の助成で３，

１００万円などを計上いたしております。 

  次に、衛生費でございます。２４ページへお戻りいただきたいと思います。２４ペー

ジ上から４つ目の保健センターサポーターの養成で１４万３，０００円。２６ページに

お移りいただきまして、上から２つ目の細菌性髄膜炎予防接種（ヒブワクチン）の实施

で、６９１万４，０００円。その２つ下の小児用肺炎球菌ワクチン予防接種の实施で、

１，０６０万３，０００円。その下の子宮頸がんワクチン予防接種の实施で１，３８８

万３，０００円。２７ページにお移りをいただきまして、ひとつ目のロタウイルス予防

接種の助成で２１８万４，０００円。 

  ２８ページにお移りをいただきまして、ひとつ目の新生児訪問の实施で、８９万７，
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０００円、一番下の妊婦一般健康診査の实施で２，２０８万２，０００円。２９ページ

に移っていただきまして、上から３つ目の乳幼児訪問指導の实施で４７万円、その下の

一般不妊・不育治療費の助成で１５０万円。 

  ３１ページにお移りいただきまして、上から４つ目の脳ドック健診受診費用の助成で

２２７万５，０００円。 

そして、尐し飛びますが、５０ページにお移りをいただきまして、ひとつ目の環境保

全推進委員活動の支援で６３万円。５１ページに移っていただきまして、ひとつ目の地

球温暖化の防止で８万円。５２ページに移っていただきまして、一番下の資源物のリサ

イクルで５，２１８万７，０００円。５３ページに移っていただきまして、ひとつ目の

バイオマス利活用の推進で２，７６７万７，０００円。その下のゼロ・ウェイストの推

進で１４３万６，０００円。５４ページにお移りいただきまして、ひとつ目の廃棄物の

処理で１億８，０２１万２，０００円。その２つ下の可燃ごみ積み替え施設の整備で８，

５５５万５，０００円。その下の衛生処理場焼却棟の解体撤去で５８０万円などを計上

いたしております。 

  次に、農林水産業費でございます。６１ページをお願いいたします。ひとつ目の地域

で育む里山づくりで３２万２，０００円。６６ページにお飛びをいただきまして、ひと

つ目の高安農道の整備で３，０３４万８，０００円。その下の三井農道の整備で１００

万円。その下の東里農道の整備で９５万円。その下の地域農政の推進で７３３万８，０

００円。６７ページに移っていただきまして、ひとつ目の産業フェスティバルの開催で

１００万円。その下の遊休農地再生活動の实践スタートで８４万９，０００円などを計

上いたしております。 

  次に、商工費でございます。６８ページをお願いいたします。ひとつ目の商工会に対

する支援で１，１６０万円。６９ページにお移りいただきまして、観光ルートサイン等

の整備で４７万５，０００円。その３つ下の斑鳩市の開催で１００万円。 

  ７０ページにお移りいただきまして、ひとつ目のまちなか観光の推進で５３４万３，

０００円。その下の観光協会に対する支援で、１，１３８万６，０００円。 

  ７１ページにお移りいただきまして、上から２つ目の斑鳩の里ふるさと秋祭りの開催

で５００万円などを計上いたしております。 

  次に、土木費でございます。６０ページへお戻りいただきたいと思います。  

  ひとつ目の景観形成作物の普及で３２９万円。その下の景観計画の推進で７６万円。
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その下の龍田地区町並み保全・活用計画の策定で３２０万３，０００円。６２ページに

お移りいただきまして、２つ目の道路環境の整備で３，２９８万３，０００円。法隆寺

線歩道照明の設置で２，２５０万円。その下の町道２０４号線ポケットパークの整備で

５，０００万円。その下の道路新設改良で９，６５５万３，０００円。６３ページにお

移りいただきまして、上から３つ目の既存木造住宅耐震改修の支援で３００万円。その

下の公営住宅長寿命化計画の策定で４００万円。その下のＪＲ法隆寺駅周辺整備の推進

で１，３２６万７，０００円。６５ページにお移りいただきまして、ひとつ目の水路改

修で４，１８５万円などを計上いたしております。 

  次に、消防費でございます。消防費は前のほう、１４ページにお戻りいただきたいと

思います。１４ページのひとつ目、西和消防組合との連携で２億９，４２３万８，００

０円。その下の消防団の運営で１，９０５万８，０００円。その下の自衛消防団の支援

で１００万円。その下の消防操法大会への出場で５００万円。その下の消防施設整備の

支援で４５１万５，０００円。１５ページにお移りいただきまして、ひとつ目の災害物

資の備蓄で５５８万６，０００円。その２つ下の避難所施設の充实で６９万円。その下

の防災情報メール等の推進で２５３万１，０００円。その下の地域防災計画の見直しで

５０４万円などを計上いたしております。 

  次に、教育費でございます。７７ページへ移っていただきたいと思います。よろしく

お願いをいたします。７７ページ、上から４つ目の出土遺物の保存・整理で５５１万９，

０００円。７８ページにお移りいただきまして、ひとつ目の町指定文化財候補の調査で

３４０万円。そのひとつ下の小田原市との文化交流事業の開催で６０万８，０００円。

その２つ下の史跡中宮寺跡の整備で９００万円。８１ページにお移りいただきまして、

ひとつ目の公民館の充实で３，４２０万円。８２ページにお移りいただきまして、ひと

つ目のマラソン大会の開催で２００万円。その２つ下の町民体育大会の開催で１３３万

４，０００円。その下の図書館サービスの充实で１，１３１万２，０００円。その下の

町立図書館蔵書の充实で１，２７３万円。８３ページにお移りいただきまして、上から

２つめの町立図書館多目的室の整備で１６０万円。その２つ下の健民運動場の充实で１

３４万５，０００円。８４ページにお移りいただきまして、上から２つ目の斑鳩の教育

の発刊で１８万４，０００円。８６ページにお移りをいただきまして、ひとつ目の小学

校校舎の耐震補強で３，３６１万５，０００円。その下の東小学校西側道路側溝の蓋設

置で１９４万４，０００円。その下の東小学校南側出入り口門扉の設置で３７万８，０
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００円。その下の小学校学校図書の整備で３４７万７，０００円。８７ページにお移り

いただきまして、上から３つ目の小学校講師の配置で２，６３３万９，０００円。８８

ページにお移りをいただきまして、ひとつ目の南中学校運動場ダッグアウトの設置で２

２４万円。その下の中学校学校図書の整備で２２３万３，０００円。８９ページにお移

りをいただきまして、ひとつ目の中学校講師の配置で１，５６７万４，０００円。その

３つ下の幼稚園プールの改修で４１０万円。９２ページにお移りをいただきまして、上

から４つ目の野外活動センター利用の支援で４８万円などを計上いたしております。 

  続きまして、歳出予算の性質別の状況につきましてご説明を申しあげたいと思います。 

  恐れ入りますが、次は平成２４年度予算関係参考資料の１３ページをお願いいたしま

す。この中で大きく増減のあったものを中心に、前年度の当初予算額との比較でご説明

をさせていただきます。 

  一般会計性質別明細書でございますけども、この表は費目ごとに平成２４年度の予算

額、そしてその款別内訳、予算額構成比、前年度との比較からなっております。 

  はじめに、上から４行目の義務的経費は３６億３，１８４万円となっております。前

年度当初予算額と比較して２，０５０万７，０００円、０．６％の増となっております。 

 人件費では職員総数の抑制、引き続き町長、副町長、新たに教育長の給料の抑制、部

課長級の管理職手当の抑制や、昨年度地方議会議員年金制度の廃止に伴い大幅に増とな

った議員共済組合負担金の減額があるものの、退職手当負担率の見直しにより、対前年

度比３，３３１万２，０００円、２．２％の増となっております。 

  扶助費では、障害福祉に係る扶助費や子ども医療費助成金、心身障害者医療費助成金

などが増加をするものの、平成２４年度以降の（仮称）子どものための手当制度の創設

により、これに係る事業費が減額となりますことから、対前年度比１，６６７万４，０

００円、１．５％の減となっております。 

  公債費では、平成２１年度に発行いたしましたまちづくり事業やＪＲ法隆寺駅周辺整

備事業の元金償還が始まることや、平成２０年度発行しました臨時財政対策債の元金償

還が平年度化することなどによりまして、対前年度比３８６万９，０００円、０．４％

の増となっております。 

  次に、経常的経費では３９億３，９７６万９，０００円となっております。前年度と

比較して３億１，９２６万７，０００円、８．８％の増となっております。  

  物件費では保育所の広域入所委託、可燃ごみ処理業務委託、緊急雇用創出事業を活用
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して实施する道路情報管理システムの構築や、浸水対策に係る水路現況調査業務委託な

ど、任意に取り組むことから対前年度比２億３，７３９万８，０００円、１３．７％の

増となっております。 

  次に、維持補修費では衛生処理場での可燃ごみ焼却を本年度までとすることにより、

通常の修繕が減額となりますことから、対前年度比７４４万９，０００円、６．９％の

減となっております。 

  補助費等では、子育て支援としてロタウイルスワクチン接種事業や一般不妊・不育治

療の助成の新たな取り組み、可燃ごみ処理委託に伴う伊賀市環境保全負担金、斑鳩の里

ふるさと秋祭り实行委員会補助金、西和消防組合等一部事務組合負担金、消防操法大会

出場負担金の増額などにより、対前年度比３，２８０万１，０００円、３．８％の増と

なっております。 

  繰出金では、下水道事業に係る維持管理費、公債費の増に伴う公共下水道事業特別会

計への繰り出し、介護給付費の増に伴う介護保険事業特別会計への繰出しが増加しまし

たことから、対前年度比５，６５１万７，０００円、６．２％の増となっております。 

  下から４行目の投資的経費でございますが、投資的経費では６億３，１４０万１，０

００円となっております。前年度と比較して、１億６，８１３万５，０００円、３６．

３％の増となっております。 

  普通建設事業費で、地域集会所施設整備の支援、（仮称）地域交流館の整備、可燃ご

み積み替え施設の整備、法隆寺線歩道照明の設置、町道２０４号ポケットパークの整備、

道路の新設改良、小学校校舎の耐震補強などに取り組むことから、対前年度比１億７，

２１３万５，０００円、３７．５％の増となっております。 

  以上、歳出予算に係る総括説明とさせていただきます。 

  続きまして、歳入予算の概要でございます。 

予算書にお戻りいただきまして、１１ページをごらんいただきたいと存じます。 

  はじめに、第１款の町税でございます。新年度では町税全体で２８億９，８３０万円

を計上しております。前年度と比較して１，９８０万円、０．７％の増となっておりま

す。 

  それでは税目ごとに説明をさせていただきます。一般会計予算書の１４ページをお開

きいただきたいと存じます。また、予算関係資料５ページから１０ページにかけまして

は、町税に係る税目ごとの積算内容も添付しておりますので、あわせてごらんいただけ
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たらと思います。説明のほうは予算書のほうでいきます。 

  まず、第１項町民税でございます。依然として厳しい現下の社会経済情勢の中、個人

町民税に係る制度改正によりまして、年尐扶養控除及び特定扶養加算分が廃止となりま

すことから、前年度と比較して３，３４０万円、２．３％増の１４億７，１３０万円の

計上となっております。 

  次に、第２項固定資産税では、地価の下落傾向が続いていることに加え、平成２４年

度では３年に１度の評価替えの年度でありますことから、家屋の減価等を行うことによ

り、前年度と比較して３，３５０万円、２．９％減の１１億２，８５０万円を計上いた

しております。 

  次に、１５ページにお移りいただきまして、第３項軽自動車税では、登録台数の推移

から普通自動車から軽自動車への買いかえ需要がやや鈍化していることが見られること

等によりまして、前年度と比較してほぼ同額の１０万円、０．３％増の３，６５０万円

を計上いたしております。次に、第４項たばこ税では、喫煙人口の減尐や健康志向の高

まり等から販売本数は減尐しているものの、平成２２年度の税率の引き上げの影響によ

りまして２，３００万円、１９．９％増の１億３，８５０万円を計上いたしております。

次に、第５項都市計画税は、固定資産税と同様に引き続く地価の下落と評価替えによる

家屋の減価によりまして、前年度と比較しまして３２０万円、２．５％減の１億２，３

５０万円を計上しております。 

  次に、１６ページでございます。第２款地方譲与税についてであります。新年度では

地方譲与税全体で５，９６０万円を計上しております。前年度と比較して６０万円、

１％の減となっております。第１項地方揮発油譲与税では１，７３０万円、第２項自動

車重量譲与税では４，２３０万円をそれぞれ計上しております。これらの譲与税につい

ては、国の地方財政見通し等をもとに積算を行ったものであります。以下、各種交付金

につきましても、同様に積算をしておりますので、あらかじめご了承を願います。 

  第３款利子割交付金につきましては、新年度では１，４７０万円で計上しております。

前年度と比較して１７０万円、１３．１％の増となっております。 

  １７ページでございます。第４款配当割交付金につきましては、新年度では１，４３

０万円を計上しております。前年度と比較して２６０万円、２２．２％の増となってお

ります。次に、第５款株式等譲渡所得割交付金につきましては、新年度では３６０万円

を計上しております。前年度と比較して５０万円、１２．２％の減となっております。
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次に、第６款地方消費税交付金につきましては、新年度は１億８，８６０万円を計上し

ております。前年度と比較して１，３５０万円、７．７％の増となっております。  

  次に、１８ページでございます。第７款ゴルフ場利用税交付金につきましては、新年

度では２，４６０万円計上しております。前年度と比較して１９０万円、７．２％の減

となっております。次に、第８款自動車取得税交付金につきましては、新年度では２，

０６０万円を計上しております。前年度と比較して４７０万円、２９．６％の増となっ

ております。次に、第９款地方特例交付金につきましては、新年度では２，０７０万円

を計上しております。（仮称）子どものための手当の国と地方の負担割合が２対１で恒

久化され、その財源として交付されていた子ども手当の財源である地方特例交付金が整

理されましたこと等から、前年度と比較して２，３１０万円、５２．７％の大幅な減と

なっております。 

  次に、１９ページでございます。第１０款地方交付税についてでございます。新年度

では２１億６，４００万円を計上しております。前年度と比較して１億１，９５０万円、

５．８％の増となっております。普通交付税につきましては、対前年度比７，９５０万

円、４．４％増の１８億８，４００万円を計上しております。また、特別交付税では平

成２４年度から实施される予定でありました特別交付税の交付割合の引き下げについて、

本年度にその延長が決定され、平成２６年度に６％から５％に、平成２７年度に４％に

引き下げられることとなったことから、対前年度比４，０００万円、１６．７％増の２

億８，０００万円を計上しております。次に、第１１款交通安全対策特別交付金につき

ましては、新年度では３６０万円を計上しております。前年度と比較して４０万円、１

０％の減となっております。 

  次に、１９ページから２０ページの第１２款分担金及び負担金でございます。新年度

では分担金、負担金全体で１億３，２３２万６，０００円を計上しております。前年度

と比較して１，４８９万４，０００円、１２．７％の増となっております。第１項分担

金でございます。農林水産業費分担金として農道整備等の土地改良事業に係る分担金３

５０万７，０００円を計上しております。 

  ２０ページでございます。２０ページの第２項負担金では１億２，８８１万９，００

０円を計上しております。保育園保育料１億１，８７６万１，０００円、地域活動支援

センターは市町村入所負担金６６４万２，０００円等となっております。 

  次に、２０ページから２３ページの第１３款使用料及び手数料についてでございます。
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新年度では使用料及び手数料全体で２億３，２９７万９，０００円を計上しております。

前年度と比較して２，４２７万６，０００円、９．４％の減となっております。２０ペ

ージから２２ページの第１項使用料では、各公共施設の使用料、幼稚園の保育料として

総額で１億５，１０９万９，０００円を計上いたしております。２２ページから２３ペ

ージの第２項手数料では、ごみ処理・し尿処理手数料をはじめ各種証明手数料など総額

で８，１８８万円を計上いたしております。 

次に、第１４款国庫支出金であります。新年度では国庫支出金全体で７億８，３５５

万３，０００円を計上しております。前年度と比較して２，９６３万２，０００円、３．

６％の減となっております。第１項国庫負担金では５億６，３０９万７，０００円を計

上しております。保育所運営費負担金や自立支援給付に係る障害福祉費負担金が、事業

費の増により増額となるものの、子ども手当、（仮称）子どものための手当交付金が減

額になりますことから、対前年度比７，８７２万円、１２．３％の減となっております。

次に、２４ページから２５ページ、第２項の国庫補助金では２億１，４２４万７，００

０円を計上しております。（仮称）地域交流館の整備、法隆寺線歩道照明の設置などに

活用します社会資本整備総合交付金が増額となりますことから、対前年度比５，０８８

万６，０００円、３１．１％の増となっております。第３項国庫委託金では、６２０万

９，０００円を計上しております。子ども手当事務取扱交付金の減額によりまして、対

前年度比１７９万８，０００円、２２．５％の減となっております。 

  次に、２６ページをお願いいたします。第１５款県支出金でございます。新年度では

県支出金全体で５億２，５０７万６，０００円を計上しております。前年度と比較しま

して、１億２，７１７万９，０００円、３２％の増となっております。第１項県負担金

では３億２，００５万８，０００円を計上しております。子ども手当、（仮称）子ども

のための手当交付金が減額となりますものの、保育所運営費負担金や自立支援給付に係

る障害福祉費負担金が事業費の増、それから国民健康保険、後期高齢者医療に係る保険

基盤安全負担金が増額となりますことから、対前年度比４，８９６万７，０００円、１

８．１％の増となっております。 

  ２６ページから２８ページまでの第２項県補助金では２億７万６，０００円を計上し

ております。第３分団ポンプ車の更新に活用しました市町村消防施設整備費補助金が減

額となりましたものの、道路情報管理システムの構築や浸水対策に係ります水路現況調

査業務委託等に活用する緊急雇用創出事業補助金が増額となること等から、８，４３６
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万５，０００円、７２．９％の増額となっております。 

  次に、２８ページから２９ページの第３項県委託金でございます。県委託金では４９

４万２，０００円を計上しております。就業構造基本調査等の各統計調査の实施により、

統計調査費委託金が増額となりますものの、県知事及び県議会議員選挙の執行に係る選

挙費委託金が減額となりましたことから、６１５万３，０００円、５５．５％の減とな

っております。 

次に、第１６款財産収入でございます。新年度では財産収入全体で７８０万３，００

０円を計上しております。前年度と比較して３１８万４，０００円、６８．９％の増と

なっております。第１項財産運用収入では、普通財産貸し付けに伴う使用料と各基金に

係る利子として６８０万３，０００円を計上しております。３０ページでございます。

第２項財産売払収入では、普通財産売払収入として１００万円を計上しております。 

次に、第１７款寄附金についてでございます。新年度では指定給付金として７０万円

を計上いたしております。 

次に、第１８款繰入金でございます。新年度では、前年度同額の８，０００万円を計

上しております。平成１９年度に発行した斑鳩町いきいきの里債が満期一括償還を迎え

ることから、計画的に積み立てていた償還財源８，０００万円を繰り入れるものであり

ます。なお、住民の皆様の暮らしを守ることを第一に、将来の子どもたちの財政負担も

勘案し、昨年度に引き続き、財政調整基金を取り崩すことなく予算を編成をしておりま

す。 

  次に、３１ページでございます。第１９款繰越金についてであります。平成２３年度

予算の執行を見る中で、新年度では１億５，０００万円を計上しております。 

次に、第２０款諸収入についてであります。新年度では諸収入全体では４，６４６万

３，０００円を計上しております。前年度と比較して１，０５０万１，０００円、２９．

２％の増となっております。第１項延滞金加算金及び過料では、町税の滞納に係る延滞

金２６４万２，０００円を計上しております。第２項町預金利子では、預金利子５万円

を計上しております。第３項貸付金元利収入では、福祉医療費資金貸付金に係る元金収

入４７万円を計上しております。３２ページでございます。第４項受託事業収入では、

発掘調査受託料として２００万円を計上しております。３２ページから３５ページの第

５項雑入では、４，１３０万１，０００円を計上しております。 

次に、３５ページでございます。３５ページの第２１款町債につきましては、先ほど
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ご説明をさせていただきましたとおりでありますので、省略をさせていただきます。  

  なお、平成２４年度予算関係参考資料の３９ページから６２ページに平成２４年度一

般会計歳出事業一覧表を調製し、各事業の予算額とその財源内訳を記載をさせていただ

いております。また、平成２４年度予算の概要の末尾には、平成３３年度までの本町の

財政見通しを添付させていただいておりますので、後ほどご参照いただけましたらと思

います。 

  以上をもちまして、一般会計予算の総括説明とさせていただきます。よろしくご審議

を賜りますようお願いを申しあげます。 

○里川委員長 どうもお疲れさまでした。一般会計予算についての総括説明と歳入全般に

ついての説明が終わりましたので、これに対する質疑をお受けしたいと思いますが、委

員の皆様におかれましては、質疑答弁がスムーズに行えますよう、ご質問の際には、で

きるだけ予算書、関係資料等の資料名、また資料番号、ページ数など、お示しいただき

ましてご質問いただければスムーズな進行になると思いますので、よろしくお願いをい

たします。 

  それでは、質疑をお受けいたします。委員皆さんのほうで何かございますでしょうか。 

  伴委員。 

○伴委員 予算書の１５ページの都市計画税なんですが、これ、昨年に比べて納税者がふ

えてるんですが、实質金額は下がってると。これは、土地、家屋、両方とも金額、これ

下がってます。これはなぜそうなってるわけでしょうか。 

○里川委員長 加藤税務課長。 

○加藤税務課長 都市計画税の減額等の関係でございますけれども、今回、平成２４年度

につきましては、固定資産税と同様、３年に１回の評価替えの年となっております。ま

ず、土地につきましては、今現在地価の下落傾向が続いておりますので、土地の減価で

おおむね８０万円程度減額となっております。また、家屋につきましても、３年に１回

の家屋の減価分、マイナス分を見ますので、それについておおむね大体２５０万程度減

額となっております。そういう理由から、税額全体としては３２０万円の減額と、対前

年度比なっております。 

  なお、納税義務者の増加につきましては、实質の納税義務者につきましては９，９７

０人ということで今年度計上させていただいております。これ、対前年度比についてふ

えているということ、当初予算上はそういった形になっておるんですけれども、平成２
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３年度の实課税人数で申しあげますと９，８６４人、若干ですけれども、大体１００人

程度の増加となっております。これにつきましては、都市計画税、固定資産税と同様に

今回新たに新築されている方がございます。その方の人数分について、義務者について

はふえているという状況になってございます。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 今の説明では、結局やっぱりその評価替えで結局減になると。だけど、新しい

方、新しく住まれる方、新しく家建てられる方を、よりそのほうが大きいと、こう判断

させてもうたらええわけですか。 

○里川委員長 加藤税務課長。 

○加藤税務課長 はい、委員のおっしゃるとおりで、新たに土地等を購入された方で納税

義務者がふえているということでございます。 

○里川委員長 ほかに、委員皆さんのほうで何かございますか。ないようでしたら、私ち

ょっと１点だけ教えていただきたいことがございます。 

  实は、予算書の３５ページにあります町債のところの６番目、臨時財政対策債なんで

すけれども、新年度からこの臨時財政対策債につきましては、不交付団体から交付団体

へ、そしてまた都道府県から市町村へということで、市町村の増額が見込まれるという

ふうに考えておったわけなんですけれども、その増額の金額につきましては、意外と小

さいかなと、６５０万円の増と、前年度と比較して、ということでちょっと私は、私的

には構造的にもうちょっと増なんかなっていうことを考えてたんですけどね、そこのと

ころの考え方だけちょっと教えておいていただけたらと思ってます。 

 。 

○  臨時財政対策債の考え方なんですけども、予算を編成いたしました

ときには、国から示されました地方財政見通し、これに基づきまして積算しております

んで、そういった関係上、その率で６５０万円という数字が出てきたところでございま

す。なお、その詳細についてはまた今後のお話となりますんで、今後またもし増額とな

りましたら、補正なりの対忚をお願いしたいということを考えております。以上です。  

○里川委員長 わかりました。国のやることはもういろいろ、もっと早う、そういう何で

もやってくれはったら、市町村としては計画的に、もっと計画的にやれるけれども、何

かにつけ遅いです。ですから、大変だろうと思いますけれども、こういう有効な、有利

な条件で使えるものについて、そしてまたこういうふうにおっしゃっておられますので、
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国のほうの方針がね、交付団体へ余分に出しましょう、県より市町村へ出しましょうと

いうことであれば、やはり有効に活用するようにしていただきたいと思いますので、ま

た、よろしくお願いします。 

 ほか、よろしいでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○里川委員長 ないようですので、これをもって一般会計予算総括と歳入全般に対する質

疑を終結いたします。 

  続きまして、議会事務局所管に係る予算審査に入ります。 

  第１款議会費についての説明を求めます。藤原議会事務局長。 

○藤原議会事務局長 それでは、第１款議会費の予算の概要につきましてご説明申しあげ

ます。失礼いたします。 

  予算に関する説明書の３６ページから３７ページにかけてでございます。 

  平成２４年度の予算額につきましては、町議会の運営等に要する所要額として１億２，

１８９万２，０００円を計上いたしました。前年度の予算額と比較いたしまして、１，

７７９万６，０００円、１２．７％の減尐となっております。予算額が減尐いたしまし

た主な理由といたしましては、平成２３年度において地方議会議員年金制度が廃止をさ

れまして、一時的に大幅な増加となりましたものの、２４年度においては議員退職者の

減尐などにより、議員共済費が１，３６３万１，０００円減尐したこと、また、育児休

業の一般職の事務局職員が異動したことに伴い、１名減となり、その人件費が減尐した

ことによるものでございます。 

  予算額の内訳といたしましては、議員報酬及び職員人件費が主なものでして、合計で

１億１，４４５万３，０００円となっております。 

  なお、議員共済費につきましては、議員退職者の減に伴う一時金の減により、前年度

比１，３６３万１，０００円減の２，９２５万６，０００円を計上いたしました。 

  人件費のほかの主なものでは、議長交際費に５０万円、３常任委員会及び議会運営委

員会の行政視察研修に係る経費として旅費、使用料、賃借料などで１２５万３，０００

円。会議録作成に係る経費として筆耕翻訳料、印刷製本費などで１７１万３，０００円。

議会だより発行に係る経費としましては１１６万３，０００円。生駒郡町村議会議長会

負担金として１５２万９，０００円を計上いたしております。 

  なお、筆耕翻訳料につきましては、２３年度より本会議の会議録の作成を速記からテ
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ープ翻訳に変更いたしたところでございますけれども、２３年度の实績を見る中で１１

５万４，０００円を計上いたしました。 

  また、生駒郡町村議会議長会の負担金につきましては、前年度対比で３５万６，００

０円の増となっておりますけども、これは議長会の剰余金基金が平成２３年度をもって

取り崩しを終えましたことから、その基金繰入金の減尐により負担金が増加したもので

ございます。 

  以上が議会費の本年度予算の主な内容でございます。以上、簡単でございますけども、

第１款議会費の説明とさせていただきます。よろしくお願いを申しあげます。 

○里川委員長 説明が終わりましたので、第１款議会費について質疑をお受けいたします。

委員皆さんのほうで何か質疑ございますでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○里川委員長 ないようですので、これをもって第１款議会費に対する質疑を終結いたし

ます。 

  ここで１０時３０分まで休憩いたします。 

（午前１０時０９分 休憩） 

（午前１０時３０分 再開） 

○里川委員長 それでは再開いたします。 

  総務部・会計室所管に係る予算審査に入ります。 

  まずはじめに、第２款総務費について説明を求めます。西本総務部長。 

○西本総務部長 それでは、第２款総務費につきましてご説明を申しあげます。 

  座らせていただいて説明させていただきます。 

  それでは、一般会計予算書の１３ページをお開きいただきたいと思います。 

  第２款総務費につきましては、今年度は総額１０億２，７０９万８，０００円を計上

いたしております。前年度と比較いたしまして、１億１，７５６万９，０００円、１２．

９％の増額となっております。 

  それでは、予算書の３７ページに移っていただきたいと思います。最初に、第１項総

務管理費でございます。 

３７ページから４０ページの第１目一般管理費でございますが、本年度は５億６，４

０８万７，０００円を計上しております。前年度と比較しまして、１億７，１８４万９，

０００円、４３．８％の増額となっております。増額となった主な要因でございますが、
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（仮称）地域交流館の整備に要する費用の増と退職手当負担率の引き上げによる職員退

職手当負担金の増によるものでございます。予算の財源の内訳は国庫支出金で６，１６

８万円、県支出金で６１８万８，０００円、合わせて６，７８６万８，０００円、地方

債で９，０６０万円、それぞれ１３５万８，０００円、一般財源で４億４２６万１，０

００円となっております。主な予算の内容につきましては、特別職並びに一般職の人件

費等と職員の健康管理、コミュニティバスの運行、自治会活動への支援、（仮称）地域

交流館の整備などに要する費用となっております。はじめに、職員の健康管理では４０

７万１，０００円を計上しております。３８ページの第８節報償費で産業医の謝金３６

万円。３９ページの第１３節委託料で、職員健康診断等業務委託料３７１万１，０００

円となっております。職員の心と体の両面からサポートし、働きやすい職場環境を整え

ることから、労働安全衛生法の規定に基づく産業医を設置するとともに、定期健康診断

等を行い、職員の健康管理に努めてまいります。次に、コミュニティバスの運行では３

９ページの第１３節委託料でコミュニティバス運行業務委託料１，０７７万３，０００

円を計上しております。今年度は利便性のより一層の向上を図りますため、昨年９月の

決算審査の中でもお答えしましたが、コミュニティバスの充实に向け、運行方法等につ

いて検討を行うことにしております。次に、自治会活動への支援では、４０ページ、第

１９節負担金補助及び交付金で、自治会文具料等助成金６１３万７，０００円。地域集

会所施設整備費補助金２，３９８万５，０００円を計上しております。次に、（仮称）

地域交流館の整備では１億５，４７０万円を計上しております。用地購入並びに建設等

に係る費用として、４０ページの第１３節委託料で測量設計委託料等３００万円、第１

５節工事請負費で１億９００万円。第１７節公有財産購入費で４，２２０万円等を計上

しております。（仮称）地域交流館は地域住民のコミュニティ活動の拠点としてさまざ

まなグループや団体の自治会という枞を超えた活動を支援し、住民と行政の協働のまち

づくりを推進することを目的とした施設であり、まずは法隆寺東地区において、平成２

３年度から整備を行っております。 

  続きまして、４０ページから４１ページの第２目文書広報費についてであります。今

年度は８４４万３，０００円を計上しております。前年度と比較しまして、１２４万９，

０００円、１７．４％の増額となっております。増額となった主な要因は、古紙の価格

の上昇による印刷製本費の増額によるものでございます。予算の財源内訳は国庫支出金

で７万５，０００円、県支出で３万７，０００円、合わせて１１万２，０００円、その
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他で８１万６，０００円、一般財源で７５１万５，０００円となっております。主な予

算の内容につきましては、町広報紙の発行、声の広報、町ホームページの運用などに要

する費用となっております。はじめに、町広報紙の発行につきましては、７２４万５，

０００円を計上しております。４１ページの第１１節需用費のうち、印刷製本費で７０

３万７，０００円、第１２節役務費のうち通信運搬費で９万１，０００円などとなって

おります。次に、町のホームページの運用では、４１ページの第１１節需用費のうち消

耗品費で１万３，０００円、第１４節使用料及び賃借料で電算ソフト使用料等で６０万

５，０００円、合わせまして６１万８，０００円を計上いたしております。 

続きまして、４１ページの第３目財政管理費についてであります。今年度は３５０万

８，０００円を計上しております。前年度と比較しまして６万３，０００円、１．８％

の減額となっております。予算の財源内訳はすべて一般財源となっております。主な予

算の内容につきましては、ふるさと納税事務、公会計改革の推進に要する費用となって

おります。はじめに、ふるさと納税事務では１８万５，０００円を計上しております。

第８節報償費で１８万円、第１２節役務費のうち手数料で５，０００円となっておりま

す。次に、公会計改革の推進では、町の全会計を連結した財務４表の作成に係るサポー

トを受けるための費用としまして、第１３節委託料で６０万円を計上しております。  

次に、第４目会計管理費についてでありますが、会計事務に要する費用として４４万

８，０００円を計上しております。前年度と比較して１万３，０００円、２．８％の減

額となっております。予算の財源内訳はすべて一般財源となっております。  

  続きまして、４２ページから４３ページの第５目財産管理費についてであります。今

年度は７，８８１万６，０００円を計上しております。前年度と比較して１，７８０万

４，０００円、１８．４％の減額となっております。減額となった主な要因は、住民公

募債一括償還に備えるための積立が平成２３年度において完了したことによる減による

ものでございます。予算の財源内訳は、その他で７５０万６，０００円、一般財源で７，

１３１万円となっております。主な予算の内容といたしましては、役場庁舎の維持管理、

役場来実用駐車場及び職員駐車場の土地の借上げ、基金の運用などに要する費用となっ

ております。はじめに、役場庁舎の維持管理では、４２ページの第１１節需用費のうち

燃料費２１９万５，０００円、光熱水費１，２８６万４，０００円、第１２節役務費で

４０１万円、第１３節委託料で役場庁舎の清掃業務等の施設管理委託料２，７１１万７，

０００円など、合わせて５，１４３万９，０００円を計上しております。次に、基金の
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運用では１，６１４万９，０００円を計上しております。４３ページの第２５節積立金

で１，５８１万９，０００円、第２８節繰出金で３３万円となっております。財政調整

基金等の運用益の基金積立て、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業及び総合保健福祉会館に係る

町債の将来償還対策としての減債基金積立てとなっております。 

  続きまして、４３ページから４６ページの第６目企画費についてであります。本年度

は１億６，３８３万円を計上しております。前年度と比較して１，１８８万９，０００

円、７．８％の増額となっております。増額となった主な要因は文化振興センターの町

民ロビーに設置をしておりますマルチビジョンのリニューアル等への取り組みによるも

のでございます。予算の財源内訳は国庫支出金で３９万円、その他で１３２万２，００

０円、一般財源で１億６，２１１万８，０００円となっております。主な予算の内容と

いたしましては、歴史・文化の情報発信、文化芸術に触れる機会の充实、男女共同参画、

友好都市交流の推進、住民の参加と協働、事務のＯＡ化の推進、行財政改革の推進など

に要する費用となっております。はじめに歴史・文化の情報発信では、太子の日フォー

ラムの開催で、４４ページの第８節報償費の講師謝金５万６，０００円など１０万円を

計上いたしております。次に、文化芸術に触れる機会の充实では、地域文化の振興、情

報発信の拠点であるいかるがホールの維持管理で、８，７２４万２，０００円を計上し

ております。４４ページの第１２節役務費で火災保険料３５万９，０００円、第１３節

委託料で文化振興センター施設管理運営業務委託料８，６８８万３，０００円となって

おります。また、財団法人斑鳩町文化振興財団の支援として４６ページの第１９節負担

金補助及び交付金で、文化振興財団補助金１，４４５万３，０００円を計上いたしてお

ります。文化振興センターの充实として、いかるがホールの町民ロビーに設置している

マルチビジョンのリニューアルや映像コンテンツ制作に取り組み、イベント情報や文化

芸術活動の情報発信の充实を図るため、４４ページの委託料で映像コンテンツ制作業務

委託料２１０万円、４５ページの第１５節工事請負費で８４０万円、合わせて１，０５

０万円を計上いたしております。また、町制施行６５周年を記念いたしまして、宝くじ

まちの音楽会、斑鳩シンポジウム、そしてニューヨーク・シンフォニック・アンサンブ

ル公演、また、會津八一歌碑建立除幕式の開催などを展開してまいります。一流プロと

の共演などを盛り込んだ宝くじまちの音楽会の開催では、４４ページ第１３節の委託料

で、宝くじまちの音楽会開催業務委託料６５万円、世界遺産のあるまち斑鳩から「心」

をキーワードに、人間の幸せや豊かさについて考える斑鳩シンポジウムの開催では４５
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ページの斑鳩シンポジウム開催業務委託料１５０万円。世界的に活躍するニューヨー

ク・シンフォニック・アンサンブル公演の開催では、ニューヨーク・シンフォニック・

アンサンブル公演開催業務委託料１００万円を計上いたしております。さらには町制施

行６５周年の記念として、大正から昭和にかけて、奈良そして斑鳩の地をこよなく愛し

た會津八一の歌碑の寄贈を受けますことから、その除幕式を開催させていただくととも

に、會津八一の歌碑の歌書と中宮寺ご門跡の墨跡をそれぞれ刷り込んだ記念品のお茶わ

んを製作することから、４４ページの第１１節需用費のうち消耗品費１６８万３，００

０円、４５ページの第１３節委託料で会場設営等業務委託料２０万円、合わせて１８８

万３，０００円を計上いたしております。次に、男女共同参画では８１万円を計上いた

しております。４４ページの第１節報酬で、男女共同参画推進委員会委員報酬６万円、

第１３節委託料で女性総合相談事業委託料４５万４，０００円。４６ページの第１９節

負担金補助及び交付金のうち、女性のエンパワーメント補助金で２２万円などとなって

おります。次に、友好都市交流の推進では１９５万３，０００円を計上しております。

４４ページの第９節旅費で８９万２，０００円、４５ページの第１４節使用料及び賃借

料のうち、有料道路使用料や車両借上料など６７万２，０００円などとなっております。

住民の皆様が郷土愛と誇りを持ち、斑鳩のよさを再認識できる機会とするため、兵庫県

と大阪府の両太子町及び長野県飯島町の友好都市提携各町がそれぞれ主催をしますイベ

ントへの住民参加や物産展への出展をはじめとした交流活動を進めてまいります。また、

本年２月１１日に「法隆寺ゆかりの都市文化交流協定」を締結しました神奈川県小田原

市との住民レベルでの交流事業を進めるとともに、これまで交流のなかった中国地方の

都市のうち、広島県廿日市市の物産展にも参加し、「あなたに見せたい斑鳩がある」を

テーマに観光誘致活動を实施してまいります。次に、住民の参加と協働ではまちづくり

を担う人材の育成で４５ページの第１９節負担金補助及び交付金でまちづくり人材育成

事業補助金として２７万円を計上しております。また、参加と協働のまちづくりの推進

として、１７３万６，０００円を計上しております。４３ページ第１節報酬で斑鳩町協

働のまちづくり推進委員会委員報酬３０万円、４４ページの第１３節委託料で参加と協

働のまちづくり推進事業業務の委託料、１３６万円などとなっております。  第４次

斑鳩町総合計画の重点施策であります「斑鳩らしい協働のしくみ」を具体的に展開する

ため、昨年度から参加と協働のまちづくり推進事業に取り組んでいるところでございま

す。本年度は、斑鳩町協働のまちづくり推進委員会を設置し、参加と協働のまちづくり
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に関する条例や指針、支援体制などの仕組みづくり、また現在行われている住民活動の

調査、先進地の事例調査、研究等を行い、協働のまちづくりを推進してまいります。次

に、事務のＯＡ化の推進では４，０２７万１，０００円を計上しております。４４ペー

ジの第１３節委託料のうち、総合行政ネットワークシステム機器保守業務委託料や、４

５ページの住民情報系システム機器等保守業務委託料などの電算システム委託料等で９

４９万９，０００円。第１４節使用料及び賃借料のうち、パソコン使用料などで２，７

８２万２，０００円。４６ページの第１９節負担金補助及び交付金のうち、汎用受付シ

ステム開発運営事業負担金などで３７万３，０００円等となっております。次に、行財

政改革の推進では１８万円を計上しております。４４ページの第１節報酬で、行政改革

推進委員会委員報酬１７万５，０００円。第１１節需用費のうち、消耗品費で５，００

０円となっております。簡素で効率的な行政システムを確立し、第４次斑鳩町総合計画

の確实な推進を図るために、第４次斑鳩町行政改革大綱を策定してまいります。 

  続きまして、４６ページから４７ページの第７目公平委員会費についてであります。

公平委員会を開催するための必要費用としまして、本年度は前年度と同額の６万４，０

００円を計上しております。予算の財源内訳はすべて一般財源となっております。第１

節報酬で委員報酬５万７，０００円。第１４節使用料及び賃借料１，０００円。４７ペ

ージの第１９節負担金補助及び交付金で６，０００円となっております。 

  続きまして、４７ページの第１０目防犯対策費についてであります。本年度は８３７

万円を計上しております。前年度と比較して８万４，０００円、１％の減額となってお

ります。予算の財源内訳はすべて一般財源となっております。主な予算の内訳としまし

ては、火災や不審者の侵入による犯罪の発生の原因となります空き家の实態把握を行い、

空き家の所有者に対し、適正管理を促すとともに、消防団員による年末警戒の实施や地

域防犯の推進、自治会防犯灯の新設、維持管理への助成などとなっております。だれも

が安全で安心して暮らせる地域社会の形成に向けて、地域防犯のためのネットワークづ

くりを引き続き進めてまいります。 

  続きまして、４８ページから５１ページの第２項徴税費についてであります。  

  はじめに、４８ページから４９ページの第１目税務総務費についてであります。職員

の人件費と臨時職員の賃金、各協議会等負担金、固定資産評価審査委員会の運営に要す

る費用として、本年度は７，２０２万４，０００円を計上しております。前年度と比較

して４５万４，０００円、０．６％の増額となっております。予算の財源内訳は県支出
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金で１，９７０万円、その他で１８０万６，０００円、一般財源で５，０５１万８，０

００円となっております。 

  ４９ページから５１ページの第２目賦課徴収費についてであります。本年度は４，６

７７万８，０００円を計上しております。前年度と比較して１，５３８万７，０００円、

２４．８％の減額となっております。減額となった主な要因はコンビニ収納・ペイジー

収納の導入に係りますシステムの整備等が完了したことによるものでございます。予算

の財源内訳は県支出金で１，９７０万円、その他で５万２，０００円、一般財源で２，

７０２万６，０００円となっております。主な予算の内容といたしましては、町税の賦

課及び徴収に必要な課税事務等に係る委託料や賦課・収納電算使用料などに要する費用

となっております。その内訳は５０ページの第１３節委託料で町税の課税事務に係る委

託料等１，４７７万６，０００円、同じく５０ページの第１４節使用料及び賃借料で町

税の事務処理に係る電算ソフトの使用料等１，５２７万６，０００円、５１ページの第

２３節償還金利子及び割引料で、町税過誤納付の償還に要する償還金及び還付加算金６

２０万円となっております。 

  続きまして、５３ページから５４ページの第４項選挙費についてであります。 

はじめに、５３ページの第１目選挙管理委員会費についてであります。本年度は１７

７万６，０００円を計上しております。前年度と比較して１５万４，０００円、９．

５％の増額となっております。予算の財源内訳は県支出金で１，０００円、一般財源で

１７７万５，０００円となっております。選挙人名簿の定時登録や裁判員候補者の選任

等に係る費用となっております。その内訳は、第１節報酬で委員報酬３１万９，０００

円、第１１節需用費で消耗品費６２万８，０００円、第１４節使用料及び賃借料で電算

ソフト使用料６１万８，０００円などとなっております。 

  次に第２目常時啓発費についてでありますが、本年度は６万８，０００円を計上して

おります。予算の財源内訳はすべて一般財源となっております。 

  次に、５３ページから５４ページの第３目いかるが溜池土地改良区総代選挙費につい

てであります。平成２５年１月２２日執行予定のいかるが溜池土地改良区総代選挙の執

行に係る費用としまして９０万円を計上いたしております。予算の財源内訳はすべてそ

の他財源となっております。予算の内訳は第１節報酬で投票管理者、投票立会人等の報

酬３９万３，０００円。第３節職員手当等で職員の時間外勤務手当２５万円。第１１節

需用費等で１７万１，０００円。第１２節役務費で３万６，０００円などとなっており
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ます。 

  続きまして、５５ページの第５項統計調査費についてであります。第１目指定統計調

査費についてであります。指定統計調査の实施費用としまして、今年度は１５５万２，

０００円を計上しております。前年度と比較して６３万５，０００円、６９．２％の増

額となっております。予算の財源内訳はすべて県支出金となっております。第１節報酬

で調査員報酬８８万３，０００円。第３節職員手当で時間外勤務手当等２１万３，００

０円。第７節賃金で、整理作業のための臨時職員賃金２２万４，０００円などとなって

おります。本年度に实施される指定統計調査は工業統計調査と就業構造基本調査、住

宅・土地統計調査となっております。 

  続きまして、５５ページから５６ページの第６項監査委員費、第１目監査委員費につ

いてであります。監査事務に要する費用として、本年度は１，００５万６，０００円を

計上しております。前年度と比較して１７万９，０００円、１．７％の減額となってお

ります。予算の財源内訳はすべて一般財源となっております。職員の人件費と第１節報

酬で委員報酬９６万円、５６ページの第１１節需用費で消耗品費２７万７，０００円な

どとなっております。 

  以上で、第２款総務費のうち総務部が所管いたします予算の説明とさせていただきま

す。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。 

○里川委員長 ただいま説明が終わりましたので、第２款総務費について質疑をお受けい

たします。辻委員。 

○辻委員 すみません、３８ページの報償費の公益通報内部通報相談員謝金って５，００

０円ですけど、書いてますけども、予算の概要については一忚公益通報者の保護を図る

とともにとか書いてますけども、この謝金、どんな方が相談員をしてるか、まず、１点

目。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 本町の公益通報につきましては、内部通報相談員ですね、弁護士の資格

のある方または本町の事務事業に関して高度な知識及び経験を有するその方に通報して

おります。現内部通報相談員としまして、弁護士の中西弁護士に委嘱をしております。 

○里川委員長 辻委員。 

○辻委員 次に、３９ページの人事考課職員研修業務委託費で１５万９，０００円を予算

計上されますけども、これは以前からもいろいろ検討はされてますけども、進捗状況い
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いますか、まだ、人事考課制度を实際にまだ運用というのはなかなか難しい、されてな

いような感じもします。まあ、今されてますけども、そんな辺、進捗状況といいますか、

どこまで進捗されているのか。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 人事考課のご質問なんですけども、人事考課のほうにつきましては、現

在研修等を課長補佐以上の職員のほうを対象に行っておりまして、人事考課の考課判断

基準の統一を図って、制度の運用方針である公平性とか公正性、納得性、透明性、信頼

性を確保することを目的に研修等を行っております。研修につきましては、その考課の

ポイントとかまた面談のポイントなどやその伝え方、講義またはグループディスカッシ

ョンの方式によって行っております。そしてまた、委託業者のほうにつきましてはその

人事考課制度などの研修に精通した業者に委託をして实施をしております。この制度の

進捗状況についてでありますが、平成２１年から試行的に始めまして、今年度で３年目

を迎えますが、現在、考課結果は本人のほうにフィードバックすることによって能力開

発、人材の育成に役立てております。なお、昇格、昇給、勤勉手当の成績率などへの処

遇への反映につきましては、職員全体の士気にもかかわるということから、制度の運用

状況を見きわめた上での慎重な対忚が必要であるというふうに現在考えております。  

○里川委員長 辻委員。 

○辻委員 職員の能力に開発っていうのは、能力、やる気のある職員と、そうでもないよ

うな職員さんも何人かおられる中であると思いますけども、その辺のやっぱり職員の公

平っていうのが、全部は公平やなしに、ある程度やっぱり職員の能力に忚じた公平さと

いうのをやっぱり確立してもらうということも、やっぱり今大阪市も多分されてますけ

ども、されようとされますけども、その辺も見きわめた上でやっぱり能力がある職員は

どんどん伸ばしていただくというような格好で進んでいただきたいというふうに思って

おります。 

  それと、４０ページ、地域交流館の中で、今、部長の説明では設計測量かな、で、

（仮称）地域交流館施工監理業務委託料で３００万の予算計上をされてます。これは業

務内容はどんな辺を測量設計だけか、ここみたら施工監理業務委託って書いてますけど

も、その辺の内容、委託内容についてちょっと１点だけ。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 施工監理と＊＊＊＊＊＊＊、そういったものの委託であります。 
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○里川委員長 辻委員。 

○辻委員 今日まで施工監理、なかなか別に予算計上されてることが、設計業務とかあっ

たけど、これがなかったと思いますけども、今回そういうことをされてるということで、

まだこれ設計とかまだ全然できてないということでよろしいんですかな。地域交流館の

設計は。 

○里川委員長 小城町長。 

○小城町長 設計はもう入札をいたしまして、今３００万ということで三都設計というの

が落札したということでございますので。 

○里川委員長 辻委員。 

○辻委員 それと、この規模的って、私総務委員会入ってませんので、規模的にどういう

もんかということ、あとそれからいつごろ完成を予定されているのか、その辺も。それ

と完成時期の管理方法ですね。今聞きますと、追手の消防コミュニティセンターと同じ

ような管理方法ということでは聞いてますけども、その辺の管理方法と、それと使用者

の負担、消防コミュニティセンターは予算書見ますと、電気代等で何ぼか収入入ってま

すけどもね、使用料等についてはどういう考えをされてるのか。今段階で考え方で結構

ですので。 

○里川委員長 西本総務部長。 

○西本総務部長 ３月の総務委員会でお示し、図面等、それから概要はお示ししようと思

っております。使用の方法につきましては、使用料につきましては一忚無料を考えてお

りますし、また消防コミュニティセンター、龍田にございます消防コミュニティセンタ

ーと同じように、管理等につきましても、地元の方にお願いをしていきたいなというこ

とで進めたいと思っております。規模等につきましては、今ちょっと持ち合わせており

ませんけども、大体３７０平米、延べ床は３７０平米程度の建物に２階建てになろうか

と思います。鉄骨づくり２階建ての瓦葺きの建物ということで、また３月総務常任委員

会にお示しをさせていただく、このように思っております。以上です。 

○里川委員長 辻委員。 

○辻委員 きょう、３月総務委員会に詳しく説明されるということで、まず私もちょっと

傍聴に行きたいねけど、あと、この申し込みは今追手のコミュニティセンターは追手の、

多分どっかの、追手の自治会長に申し込みということで聞いてます。その辺、一般の住

民の方が、それでいいのかどうかもちょっとありますけども、一般の住民の方は申し込
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みが誰にしていいのか、わかりにくい場合もありますので、その辺また今後申し込みの

される、しやすい方法で今後検討をお願いしたいと思います。これは要望だけで。また、

委員会で詳しく審議されますので、その辺は結構です。 

  次に、すみません、もう１点だけ。 

○里川委員長 続けてどうぞ。 

○辻委員 ４４ページの企画費の委託料で映像コンテンツ制作業務委託のって書いてます

けど、これも内容等今ちょっと説明ありましたけど、どういう映像をされるのかいうの

がちょっとイメージが、まあ大体、いかるがホールの改修ホールと同時にされるという

ことでしてますけども、あとまたこれ、せっかくこういうことで委託、内容もちょっと

お伺いしたいのと。あと、いかるがホールだけで使うのやなしに、できたらもう尐しこ

う範囲を広げた中で使用できるようなことも、検討されるのかどうか、お伺いしたいと

思います。 

○里川委員長 。 

○  先ほど部長からのご説明にもございましたように、マルチビジョン

の改修に際しまして、そこを新しい映像コーナーとしてイベント情報や文化芸術活動の

情報発信の充实を図ってまいりたいと考えているところでございます。そうしたことか

ら、現在町が所有しております素材を活用いたしまして、シナリオや仕掛けで見せる動

画の斑鳩町の案内や、また静止画像ですね、写真、そういったもののふるさとアーカイ

ブ、それらの制作などに取り組んでまいりたいというふうに考えております。そうした

ことから、そういったもののいわゆるＣＤなりＤＶＤなりできましたら、他の方向にも

活用できるのではないかというふうに考えているところでございます。以上です。  

○里川委員長 辻委員。 

○辻委員 せっかく作られるのも、できたらホールだけやなしに、他のとこでも活用でき

る方法をやっぱり検討していただきたいと思います。 

  それと最後に、４７ページの防犯対策費の中で、空き家实態調査委託、業務委託とい

うことで、２０万計上されてますけども、この委託内容と今後の対策っていったら、今

部長のほうから説明ありましたけども、今、環境対策課でも空き家で草とか庭木ですか、

がはんらんして他の家に迷惑がかかるいうことで、環境対策課でいろいろそういう空き

家のとこのとか、していただいておりますけども、そんな辺の連動もされるのか。それ

は防犯対策だけでされるのか、と委託先、どういう委託をされようと思ってるのか、そ



－ 33 － 

の辺をお伺いしたいと思います。 

○里川委員長 西本総務部長。 

○西本総務部長 空き家対策としまして、ことしといいますか、２４年度は調査をしたい

とこのように考えております。また、その調査の結果を見まして対忚していきたいと。

で、調査の方法ですけども、一忚シルバー人材センター、今ポスティング等を行ってい

ただいておりますので、よくご存じだということで、それに合わせて調査をお願いして

いきたいなと、このように考えているところでございます。 

○里川委員長 辻委員。 

○辻委員 できるだけこれ、今、空き家についても自治会と、自治会の中でも空き家もえ

ろうあったらいろんな防犯上、とやっぱりその、何かあったら連絡先もつかないという

こともありますので、その辺も今後やっぱり十分自治会とも相談しながらやっぱり対忚

を進めていただきたいと思います。以上で終わります。 

○里川委員長 ほかにございますか。小野委員。 

○小野委員 今のまた関連になるかどうか知らんけど、人事考課制度というのは、私初め

て聞いた、この前の一般質問のなかで答弁があって、２１年から試行的にされておると。

今の委員からの質問と答弁で、尐し気になることがある。新しいシステムだということ

で、私は物すごく買ってるわけなんですが、その中で先日の一般質問の中で、「気づ

き」って言うんですね、「気づく」とか「気づき」っていう言葉が入れておられたと思

うんですよ。だから、まあ上から査定するんではなくて、やはりその本人がいろいろな

グループディスカッションどうのこうのということも課長答弁してたから、そういう自

分自身が気づく、それによって職員としてのいろんな能力を、自分自身を見つけながら、

またその上司がそうして引き出していくと、そういう新しいシステムやないのかなとい

う感じがしてたんですが、今のでしたら、なかなか査定して、それを本人にというよう

なことをやったら、どういう影響があるか今考えてるとこやというようなこともちらっ

と答弁されたように思うんですが、その点はどういうものなのか、もうちょっと教えて

くれませんか、詳しく。 

○里川委員長 西本総務部長。 

○西本総務部長 まず、人事考課制度でございます。この項目が、人事考課の評価項目が

それぞれ役職、それから技能労務職とか事務職等によって考課の要素が異なっておりま

す。で、どんな、一般行政職の係員級でございましたら、考課の要素は１１項目ござい
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ます。例えば、ひとつは変革力がどうであるか、また住民満足思考がどうであるか、コ

ミュニケーションがどうであるかとかいうようなことで、あと職務遂行能力また、ＯＡ

等の活用能力とか対人関係能力とか、どうであるかということを、その役職が常日ごろ

観察をいたしておきまして、そしてその評価を１年に１回評価をすると。それを本人に

対して聞き取りもしていく、その段階で本人が気づいていないことも気づかれることが

あろうと思いますし、もしその中でよいことはそのまま進めていったらいいんですけど

も、悪いことがありましたら、それについては反省もしていただくというような気づき

考課があると考えております。また、その勤務評価をする役職につきましても、ひとり

ではなく第２次考課も含めまして、違う観点からも考課を行っていき、その結果を点数

にまとめているところでございます。そして、その点数をまとめましたものを今度はま

たさらに本人に返して面談をする、その上司と面談をしていき、本人が理解できないと

いうか、自分で気づいてないところはなぜこうなるんだろうというようなことも話し合

いながら、職員の資質を高めていこうと。自分にないものをまた求めていったり、また

自分が気づかなかったところを改めていったり、こういった効果があるということで、

気づきの観点を重要視したところでございます。それの繰り返しによりまして、職員の

資質向上が図れるのではないかなと、このように思っているところでございます。  

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 だから、それらについては、人事異動、配置等にまあまあいろいろ考慮され

るのはそうなのかもわからんけど、余り影響を与えたら、せっかく気づいてきてるとき

に、やる気出してきてやれると、そういう人の特色を下手にさわって潰すことにもなら

ないのかなと思ったりもするんやけどね、その点も慎重にやってもらいたいなと。その

人物の査定をしてるんではない、制度ではないのかなと私は思ってたもんで、ちょっと

聞かせてもらいました。 

  それと、先ほど地域交流館の施工監理業務委託料に３００万。これ町長も答弁されて

るけど、設計については３００万でしたかね、入札もこの前執行されてますので。こう

いう施設、建物については、一般的には設計施工監理と一緒にして発注されているのが

多いように思うんですが、今回、課長の答弁ではこれは施工監理と許認可業務というこ

とで、特に設計する人間で許認可業務を一緒にやったほうが私はスムーズに行くんでは

ないかなと。まあ、いろんな予算的なことがあったから、これ分けてあるのかなと思い

ますねんけどもね、分けてあって、これも入札されるんだろうなと思うんですが、いや
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まあ、もう設計で落札している業者とやっぱり私自身が言っているように許認可業務、

これは設計業務と許認可業務、また施工監理、これは一対のものに対してやっていく中

では一番スムーズなものだと思いますので、いや、もうこれは随意契約でこれをやって

いくんだというようなことなのか、その点含めて、いやもう何も、私は随意契約だめだ

とは言いませんので、いや、入札するんだというんだったらそうだし、また、こういう

施設についてはやはり設計施工監理、当然そこには許認可業務も含まれた発注の仕方が

私はベターだと思うんですけど、その点、なぜこう分割されたのか、その２点、教えて

いただけますか。 

○里川委員長 池田副町長。 

○池田副町長 まず、事業自体継続をうってする場合がございます。また、そういう場合

は設計と監理も一体にしました。例えば、生き生きプラザがございました。あのときは

本体自体継続うちましたんで、設計と許認可すべてやっておりました。それが一番わか

りやすいと思うんですけども、今回のように設計と監理を分離しますと、ほんで平成２

３年度では設計と許認可だけのさせていただきました、はい。次、２４年度で監理委託

しますと。このときに県の場合でもそうなんですけども、分けてする場合は、設計は設

計、監理は監理で再度入札をさせていただくことになります。ここで随意契約するんじ

ゃなくて再度入札、そういうことになっております。本来でしたら今質問者がおっしゃ

いましたように、もうはじめから設計から監理まで一貫したらいいだろうということに

なっております。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 さっき、課長、辻委員のあれに、これは施工監理と許認可業務って、たしか

言わはったと思うんやけど、そしたら違うんやね。 

○里川委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時１５分 休憩） 

（午前１１時２８分 再開） 

○里川委員長 再開いたします。池田副町長。 

○池田副町長 これにつきましては、工事監理業務となっております。２３年度につきま

しては、設計いろんな申請等もありますんで、それの必要な、法令上の必要とされる、

資料の作成については平成２３年度予算ということになっております。以上であります。 

○里川委員長 池田副町長。 
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○池田副町長 すみません。先ほど黒﨑課長の発言につきましては、今私が答弁させてい

ただきましたので、このように修正をお願いをいたしたいと思います。 

○里川委員長 そうしましたら、先ほど辻委員に対しまして、黒﨑課長のほうの答弁の中

で「許認可業務を含む」というような発言がございましたが、この部分につきましては、

会議録から削除をさせていただくようにしたいと思います。それでよろしいですか。  

             （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○里川委員長 続きまして、小野委員。 

○小野委員 先ほど、私はその課長の答弁で一貫してやったらどうだということと、それ

から設計施工監理、これは一緒のものでもいいん違うかということも発言しましたが、

これについても、２つの考え方があるんですね。やはり設計者と施工監理が一緒であれ

ば、ものすごくスムーズに行くんかなと思いましたが、逆の考え方もあるのね。やはり

施工していってもらう段階で別の者がその設計図書に基づいて、専門家が施工監理をや

ると、それも必要なことだと思います。だからこそ、これ、設計と施工監理を分けて発

注される、いろんな面もあると思いますので、別段なぜ同じようにしなかったのかとい

うことは、今回の場合にはまた当てはまらないと思いますし、それがまた同じ業者で任

意落札ということになっても別段問題はないと、そのように申し添えておきますので。

要は、住民のためにどれだけ立派な建物、それからまた業者選定も慎重にやってもらっ

て、きちっとした建物ができることを願ってますので、よろしくお願いしときます。  

  続いて質問させていただきますので。４３ページから４４ページ、これも監査委員さ

んがいろいろな人事のことでということで、ちょっとお聞きしたいんですがね。協働の

まちづくり推進委員会の委員さん１０名、それから、男女共同参画推進委員会委員さん

６名、それから行政改革推進委員会委員７名という数字が出てきます。報酬については

別段ないんですが、この委員さんの任期とか、この監査委員さんは尐し指摘されてまし

たけど、そのダブりというか、当然ダブってきても問題はないねけど、それらについて

はどんな割合であるのかね、ちょっと今示していただければいいなと思いますが。 

○里川委員長 。 

○  まずはじめに企画財政課が所管いたします委員会の委員さんの内容

についてご説明をさせていただきます。まずはじめに、男女共同参画推進委員会の委員

さんの皆さんなんですけども、現在、６名の方がなられております。任期につきまして

は平成２１年１１月１日から平成２４年１０月３１日までの任期となっているところで
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ございます。学識経験者といたしまして４名の方、また公募委員といたしまして２名の

方がそれぞれなられているところでございます。次に、斑鳩町行政改革推進委員会の委

員の内容なんですけども、現在、７名の方がご就任をいただいているところでございま

す。任期につきましては２４年２月６日から２７年２月５日までの任期となっていると

ころでございまして、学識経験者の方が５名、一般公募で公募いただいた方が２名いう

ふうな形になっておりまして、これらの委員様方には、他の行政委員も兼ねておられる

委員さんもございますけれども、そういった状況でございます。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 総務課のほうが所管いたします斑鳩町協働のまちづくり推進委員会の委

員様についてご説明を申しあげます。本議会のほうで、議案第１号として上程をいたし

ております斑鳩町協働のまちづくり推進委員会設置条例の中におきまして、委員数は１

０名以内というふうに定めております。委員の構成でございますが、条例の中で学識経

験のある者、公募による者、その他町長が必要と認める者というふうに規定をしており

ます。その他町長が必要と認める者としまして、住民と行政の協働のまちづくりを推進

するために自治会連合会の役員等の自治会代表とか、社会福祉協議会や民生委員などの

社会福祉団体の代表等ですね、そういった方を選任すると思います。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 協働のまちづくり推進委員会はまだ選任してないっていうことですね。それ

で、男女共同参画のほう、それから行政改革と重なってる方、当然あってしかるべきな

んですがね。できるだけ監査委員が指摘しているような人材、いろいろ発掘してもらっ

て、そういう印象を与えないような、また、男女参画とのその任期が、両方２４年だっ

たかな、ということですねけど、任期で交代するときも、そういう監査委員の指摘って

いうんですか、提案っていうんですか、余りそこらで監査委員さんも強力には言ってな

いと思うんですがね、どっかちょっとそういうニュアンスで言われてることもあるんだ

ろうと思うんですが、それらをどっか頭の隅に入れてもうて、選任していただければあ

りがたいなと思います。すみません、一忚それで結構です。 

○里川委員長 ただいま小野委員の質問にありました、この１人の方が多数の委員会に所

属するというような問題であったり、あて職であったりということを以前に議会で問題

にいたしまして、一定の要綱をつくっていただきまして、１人でいくつ以上の委員会に

は所属しないとか、完全なあて職ではなく、婦人会でもいつも会長とかというのではな
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く、その中で、その問題に関心の高い方を選出してくださいというような言い方で、団

体のほうへお願いするとか、そういうふうな方向性を議会と一緒に理事者側といろんな

話し合いをしながら作っていったと思うんですね。ですから、そのことを、せっかく作

ったけれども、その後余りうまく進み切れてなく、監査委員さんから今回このような指

摘もあったのかなというふうに思います。ですから、より一層、本当に監査委員さんお

っしゃるように、人材の発掘という視点も強く理事者側もお持ちいただきまして、今、

小野委員の質問にあった趣旨はそういうことだと思いますので、いろんな方をやっぱり

人選できる、いつ行っても同じ人座ってはるではいかんと思いますので、これからまた

そういう方向性を見出していただけるよう、せっかく以前につくったものを活かして進

めていっていただきたいということを私のほうからもお願いしておきます。  

  ほかに、委員皆さんのほうで。飯髙委員。 

○飯髙委員 何点かお伺いしたいことがあるんですけども、まず３９ページ、コミュニテ

ィバスの運行委託ということで、過日の一般質問で買い物弱者についてちょっと触れた

ことがあるんですけれども、今回の予算を見ますと、昨年度と同等の金額が上がってる

いうことで、利便性の向上を図るということで、今後、それの誘致に向けた、検討をさ

れていくということなんですけども、これについては、検討という段階ですから、そな

いこういう形の予算でもなるかなと思います。今後、その流れとして、どういう検討の

形をとっていかれるのかということを１点お聞きしたいと思います。 

○里川委員長 小城町長。 

○小城町長 これはもう２４年度中にデマンド方式とか、いろんな関係を視野に入れて、

２４年度中で社会福祉協議会も交えて町とやるということを申しあげております。きの

うの坂口議員の一般質問にありましたように、私はもうコミュニティバスそのものを、

やっぱり廃止を将来的にはしていくと、今、契約をしていますから何年かはいかんなん

と、やっぱりデマンドですから、小型のバン、ワゴン車とかそういうものを活用してい

くほうが、生駒市は割と小型のバスを十何台か走らせています。そういうことも踏まえ

て、いろいろと研究しながら、今、国のほうもそういうデマンド、買い物に行きにくい

弱者、あるいはそういう北庄とかあるいは西の山、あるいはまた旫ヶ丘あるいはまた錦

ヶ丘、まあ紅葉ヶ丘もございますけども、そういう、昨日も質問があったわけですから、

そこらを２４年度中に検討して、それと昨日もおっしゃってましたように、私は今後仮

にしていくとしたら、ワンコインメーターということで、ワンコイン料金ということで
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１００円ぐらいは最低１００円というひとつの名目でね、いただいていこうということ

をやっぱりしていかんかったら、無料ということになったらもうあれですから、そうい

うことも踏まえて２４年度中に社会福祉協議会あるいはその担当の部署と相談をして、

２４年度中にあらかじめ１０月、９月ぐらいまでに、９月、１２月の委員会あるいはそ

ういうときにお示しをさせていただいて、それでどうぞというふうになっていただけれ

ば、一番ありがたいわけですけども、そういう努力をしてまいりたいと思っています。  

○里川委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 今、町長のほうから一定の内容についてお聞かせ願えたんですけども、やは

り、僕も考えていると、やっぱり小型化で小回りが利くということに対してはもう十分

いいかと思います。また、今までからコミュニティについては、いろいろと住民の方か

らご相談なり、声もお聞きしてますことから、やっぱり住民の声が大事かなと思います。

そのことと、やはり課題・問題点というのが、町においても把握されていると思います

ので、そういった町民の課題、問題点等、網羅しながら今後十分考えていただくように

よろしくお願いいたします｡ 

  次、２番目です。３９ページの下の段になるんですけど、メンタルヘルス研修講師。

事業にあったかなと思うんですけども、このちょっと内容についてお聞かせ願いたいと

思います。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 メンタルヘルス研修の内容でございますが、臨床心理士によりますスト

レスの対処法とかそういったもの２日間で４回の講義で行っております。 

○里川委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 そしたら、対象者はどういう方に対してですか。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 対象は全職員であります。 

○里川委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 こういう形でいろんな環境の中で、今ストレス対策と言われますように、あ

るとは思います。しかしながら、それを改善の方向へ向けてという形の中で、今後これ

重要かなとは思うんですけども、实際改善の方向へ向かうような形の中で、またその辺

も含めながら、内容も精査しながら、また進めていっていただきたいと思います。 

  それと、４４ページ、宝くじまちの音楽会開催業務ということで、これにつきまして、
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町制６５周年を記念してということで、この中で一流のプロとの共演ということで書い

てあるんですけども、その一流と言われる人の、その、どういう方を指すんですか、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

○里川委員長 小城町長。 

○小城町長 今もう２４年度になっていくわけですけども、相手の関係にもよります。当

初は７月中ということでしたけども、この間、たまたまそういう関係でお願いしたら、

一流というのは大体今、宗次郎と岩崎宏美ということでございます。その予定で宗次郎

と岩崎宏美、日程を調整いたしまして、その日程が恐らく来年の２５年の１月ぐらいに

なるんじゃないかなということをこの間おっしゃってましたけども、そういうことで岩

崎宏美と宗次郎ということでございます。 

○里川委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 プロというのがやっぱり皆さんにとっては一番わかりやすいかなと思うんで

すけども、一方においてはやはり地域においてセミプロというか、やっぱり音楽に精通

した方もおられると思うんです。そういう方というのも視野に入れてというのがあるん

ですけど、確かにいろいろ難しい面があるんですけども、ちょっとその辺のことを、プ

ロということを考えた場合において、やはり音楽に精通した地域の方も何らかの形で共

演していただいたらどうかなとちょっと思いましたので、質問させていただきました。  

  それと、４５ページのいかるがホールのマルチビジョン、先ほども映像コンテンツの

中においてマルチビジョンとの何か連携みたいあるような感じで言われてたんですけど

も、８４０万という高額で、これの、今、いかるがホールにどういうんですか、大型の

何か９面のマルチスクリーンがありますですね。ＢＳとかＣＳとかいう形で。余り申し

わけないんですが、見たことがないんです。それで、どんな頻度で映されてるんかどう

かというのがちょっと申しわけないんですけども、また、更新等の工事というのは、初

めてなのかなと。ハード的な面においてはどこまで工事されるんか。ソフトでの内容な

のかということで、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○里川委員長 。 

○ 長 いかるがホールの町民ロビーに設置しておりますマルチビジョンに

つきましてはホール開館以来１５年を経っておりまして、１５周年を契機といたしまし

て、新しいものに更新させていただくというふうに考えているところでございます。更

新の内容なんですけれども、現在、先ほど委員もおっしゃいましたとおり、９面のマル
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チビジョンというか、ブラウン管形式で、ちょっと旧式の形式がございますけれども、

それを液晶パネルの薄型のやつにしていきまして、省エネタイプのものにやっておきま

して、活用していこうというふうに考えておるところでございます。以上です。 

○里川委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 だんだん技術が進歩してきまして、１５年前と今とは違うということで、当

然そういう形でされるんかなということで、確認ちょっとしたいと思いましたので質問

させていただきました。 

  それと、４７ページの交通安全対策費ですね。交通安全施設の整備工事。 

○里川委員長 交通安全はまだ説明されてない。 

○飯髙委員 すみません。 

○里川委員長 まだ、あります。はい、飯髙委員。 

○飯髙委員 會津八一の歌碑の建立除幕式ですか。記念品の金額があげられてるんですけ

ども、この個数ですね、個数とひとつ当たりの金額ですか、ちょっと確認をしたいと思

いますので。 

○里川委員長 。 

○  先ほどの部長の説明の中にもございましたとおり、會津八一先生の

歌碑の寄贈を受けますことから、その建立除幕式をとり行ってまいりたいというふうに

考えております。そうしたことから、記念品といたしまして、現在計画しておりますの

はお茶わんを１，０００個作成しながら、それを新たな斑鳩町の物品としても活用して

まいりたいというふうに考えております。単価といたしましては、１，４００円強ぐら

いの単価を予定しているところでございます。以上です。 

○里川委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 これ、お配りする人数ですね。対象人数。 

○里川委員長 小城町長。 

○小城町長 一忚、會津八一の歌碑の建立のときに招待をさせていただきます。その関係

の記念品と、そして、残った分は販売、物品販売をしていくということで、何人という

限定はなかなかできませんので、招待者、その記念品ということで、ひとつ。 

○飯髙委員 はい、わかりました。 

○里川委員長 よろしいですか。 

  ほかに。小野委員。 
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○小野委員 先ほどいかるがホールのマルチビジョンのことでいろいろ質問されてました

ですけど、１５年経過しているということで、私がいかるがホールのことを口出しかけ

たら、もう町長もご存じやと思うんですけど。あのカラオケのね、あれも当時、１５年

前に出た設備であったと思います。その中でいろいろ町長にもお願いして、通信カラオ

ケの中のバージョンアップっていうんですかね、それも契約してもらって、今いきいき

歌謡とか長生会、定期的に毎月小ホールをお借りして、あの機械をお借りしてレッスン

というんですか、それもやっていただいている思うんですけどね。あのどういうんです

か、あれももう１５年経過してるしね、それから、それと、バージョンアップしてもら

ったんだけど、やはりちょっと遅れるというか、ちょっと今より違うものが入ってくる

んやね、一般にこう使われてるものと違うやつがね。だから、不自由を感じてるし、最

初に契約したんとだんだんまたつながっていってるような感じでもみんな言うてはるか

らね。そこらちょっともう一度検討していただきたいなと思いますので、また機械、そ

のものも大分古くて、見にくい状態になってるし、いろいろ配慮してもらって使いやす

いようにもしてもらってるのは知ってますねんけど、もうちょっとまた力貸したっても

らえたらなと思いますしね。その点もお願いしたいんですけど。 

○里川委員長 小城町長。 

○小城町長 今マルチビジョンの関係からまたこのカラオケの関係もでましたけど、財政

がうまくいくんでしたらまああれですけども、当面はちょっとまあそういう関係で、そ

の機械を見て、これでもうあれでしたら、またそれは将来的には買いかえるということ

も大事であろうと思います。今すぐいうことで、小野委員さんは非常にそういうカラオ

ケに精通をされてますから、あれ、いかるがホールでされるときも、第一興商かどこか

ら皆借ってきて、そういうものをされてますから、この町のやつは１５年になって、古

いわけですけども、そういう点でもうしばらく辛抱していただいて、機械の関係等につ

いては、精査をしながら継続をしていきたいと思っています。 

○里川委員長 ほかに。伴委員。 

○伴委員 何点か質問させていただきます。 

  最初に３８ページの８節の報償費の中の功労者表彰記念品、これは昨年のやつにはな

かったんですが、確かこれ多分、町の功労者の何か記念品の金額やと思いますので、昨

年のうて、ことしこれ出てきとると。これは何ででんねやろ。毎年渡してくれてるんや

と思いまんねんけど。 
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○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 功労者表彰記念品に関するご質問でございますが、町の文化祭のときに、

町民の表彰する方にお配りする記念品でございます。昨年まで複数年分まとめて購入し

ておりまして、その在庫がなくなったので、今回は新たに購入させていただくというこ

とでございます。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 なら１点確かめさせていただくと、同じ物でいかはるわけでんな。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 従前から銀杯でございましたので、今回も銀杯を購入する予定でござい

ます。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 わかりました。その次に、ちょっと４０ページ、地域交流館の件は総務委員会

でまた報告していただくということで先ほど答弁もいただいて私も承知しておるんです

が、ちょっと土地のことでちょっとお聞きしたいんですわ。土地に絞ってちょっと質問

させていただきます。１７の公有財産購入費ですねけど、これたしか、昨年４，０００

万という金額で出していただいたものが４，２２０万ですか、これなってる、この関係

についてちょっとお願いします。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 昨年公簿面積により、公簿が６０５平米ということで、４，０００万円

を予算計上させていただいておりました。町の基金を活用して購入するということで、

減額補正をさせていただいたところでありますが、今回、その土地のほうにつきまして

社会資本整備総合交付金を活用して購入するということになりましたので、平成２４年

度のほうで購入をする予定であります。それと。 

○里川委員長 西本総務部長。 

○西本総務部長 当初予算を計上しておりました面積より实測をしてみると、ふえました。

そのため、实測で土地の売買を行うということで金額がふえたものでございます。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 何ぼ、实際測ってくれはったらふえましたやろ。 

○里川委員長 小城町長。 

○小城町長 いずれにしても、以前から公簿で買うとかいう話あったとき、公簿というよ
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りも实測をしたら、实測のほうが多いということで、これから、何年か前ぐらいから、

もう实測ということでなってきてると思います。公簿面積はもう必ずその今言う６００

平米から、实測したらそれだけの分あったと。公簿の面積で予算化をしましたから、そ

れで２２０万ふえたということでございます。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 それは理解できますねん、公募と实測と、まあようある話ですわ。实際、これ

２２０万になってるんで、何ぼ实際測ったらふえてるかだけ、ちょっともしわかれば教

えていただきたいんですけど。 

○里川委員長 西本総務部長。 

○西本総務部長 約１６０平米ふえたいうことになります。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 今、１６０平米ふえて、これ計算すれば２２０万で大体この土地の単価という

のはわかると思いますねんけども、ちょっと計算する手間もあれですんで、实際坪何ぼ

の土地ですか。 

○里川委員長 坪単価というのか、平米単価というのか。 

○伴委員 平米単価でも結構です。 

○里川委員長 どんなふうに出てますか。黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 平米単価約５万５，０００円でございます。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 私の思っているのは、これたしか農地で市街化区域やったというので、それで

間違いないですか。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 はい、そのとおりでございます。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 大体これぐらい、市街化区域の農地はこれぐらいかなと、わかりました。 

  次の質問です。４１ページのこのふるさと納税のこれが、ちょっと昨年よりふえて、

予算計上されてますねんけど、やっぱり結局ふるさと納税の今の状況、ちょっと数字の

状況をちょっとお聞きしたいんですが。 

○里川委員長 。 

○  ふるさと納税の町外からいただいております現状です。２月１日現
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在の数字で申しあげますと、町外から６４件、９０万８，０００円をご寄附いただいて

いるところでございます。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 それでいきますと、これたしか３，０００円、１件当たりしてくれてはったと

思う、これ今回でいけばこれ何ぼになる、６０件分ですか、ことし６４件で来年度は６

０件と、こういう感じで、かなりちょっと、ことしの实績より下がるような感じで思っ

てはるのか、ちょっとその辺お願いしたいんですが。 

○里川委員長 。 

○  予算を編成しました時期と、今直近の数字ですんで、その時期には

大体６０件ぐらいいただければなというた感じで予算計上させていただいておりますの

で、下がるという意味ではございません。ふえていただければ、どんどん結構かなと思

いますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 消極的でのうて、積極的にやっていただきたいと思います。 

  最後１点、４３ページの上から何個目かな、本庁舎設備診断業務委託料。これはどん

なことをしてくれはるわけですか。 

○里川委員長 。 

○  本庁舎の設備の診断業務委託料なんですけれども、これにつきまし

ては本庁舎建設から２６年を経過しておりまして、照明設備や空調設備、自家発電や昇

降機など、これから修繕の時期を迎えてくるところでございます。そうしましたことか

ら、その修繕計画の基礎資料とするための資料を第一段階として調査してまいりたいと

いうふうに考えていて、２１万円を計上させていただいているところでございます。  

  以上です。 

○里川委員長 はい、よろしいですか。 

  あの、まだもう尐し質疑もあると思いますが、お昼ですので、ここで１時まで休憩と

させていただきます。 

（午前１２時０１分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○里川委員長 それでは再開いたします。 

  引き続きまして、第２款総務費についての質疑をさせていただきます。 



－ 46 － 

  辻委員。 

○辻委員 ちょっと１点だけすみません。４０ページの総務管理費の中で、女性リーダー

研修、一番上ですね、研修講師委託料ということで、１２万８，０００円。多分、今回

初めてだと思うんですけども、この内容についてちょっとお願いします。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 住民ニーズが多様化する中、育児や介護に限らずあらゆる分野において

きめ細やかな、さらに女性ならではの感性を生かした事業を展開していくことは非常に

重要であります。こうしたことから、組織の中の中核を担っていただくとともに、職場

の活性化及び行政サービスの質の向上を図るため、当該研修を計画したものであります。

なお、研修は人材育成等研修に精通した業者に委託し、企業などの女性の活躍事例や、

仕事と家庭の両立策などの内容を検討をしております。 

○里川委員長 よろしいですか。 

  ほかに、委員皆さんのほうでございますでしょうか。小野委員。 

○小野委員 ４０ページの地域集会所施設整備補助金、２，３９８万５，０００円。昨年

度はどんなものやったかはちょっと記憶にないんやけどね、今度は補助規定も変えられ

て、多くされてる、率が高うなってるんですけど、件数もやっぱり申請してくるってい

うんですか、いつもあれ９月、１０月ごろに申請を受け付けておられる、その件数もふ

えて、金額も大分多くなったんだなと思うんですけど、昨年の金額ちょっと持ってない

のでわからないので、それと比較してどれぐらいふえてるかなと、件数と金額、ちょっ

と示してください。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 金額につきましては、昨年１，９３１万４，０００円でございます。昨

年の件数なんですけども、ちょっと資料も今持ち合わせてなくて、後ほどお答え申しあ

げます。 

○里川委員長 ことしの件数もわからない。黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 ことしの件数でございますが、５件でございます。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 これぐらいの差だったら、率、補助率を上げられたからこれぐらいふえるん

かなとは思うんですがね。補助率も上げてもらって、皆さんがいろいろと申請してこら

れるいうのはいいことなんですけど、实態として、なかなかどういうんですかね、自分
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らで用意するお金のことでいろいろ立ち消えになったりした、今までケースあります。

何かいい方法はないのかなと思っていますので、補助率上げたからいって、件数がふえ

るんでもないんかなと思うんですけど、それは今後いろいろ精査していただければあり

がたいなと思いますので、ちょっとそういうことだけ申しあげておきます。 

○里川委員長 ほかに委員さんのほうから。伴委員。 

○伴委員 ４１ページの上から３つ目、需用費の印刷製本費、これ昨年から１００万ほど

金額が大きくなってるんです。これたしか、広報いかるがのそういうようなもんかなと

思うんやけど、これ１００万円ほど上がってんのは何ででっしゃろ。 

○里川委員長 。 

○  第２目の文書広報費の需用費のところの印刷製本費の件でございま

すが、これにつきましては、広報紙の印刷製本費となっておりまして、部長の説明の中

でも古紙の上昇が見込まれることから、平成２３年度の忚札価格の平均をとりまして、

それで上昇率を見ました中で計上させていただいたものでございます。以上です。  

○里川委員長 ほかに、委員さんのほうでよろしいですか。ないようでしたら、私も尐し

だけ聞かせていただきたいことがございます。 

  予算書３８ページにございます報償費の中に、産業医に対しての謝金っていうのがあ

るんですが、先ほど説明も聞かせていただきました。その当然産業医が入っていただく

ということはいいことなんですが、３６万というわりかた、どうとらえていい数字なん

か、中途半端な数字なんかなと思ったりもしながら、かかわり方ですね、産業医さんお

願いするにしても、どんなふうに産業医さん、関わっていただくのか。この予算で見た

らちょっと、わかりにくいなと、関わり方がね、何か見えにくいので、その点について、

まず教えていただけますでしょうか。 

○里川委員長 西本総務部長。 

○西本総務部長 産業医３６万、年間でお支払いさせていただきます。月３万円でござい

ます。産業医といいますと、ひとつは労働安全衛生法に基づく設置義務がございまして、

５０人以上の事業所では設置をしなければならないと、このようになっております。通

常は、職員の健康相談等があった場合にご相談申しあげることもありますし、また、職

員の健康診断で、例えば復職の関係、職員が休職してたり、病気休暇をしてたりして、

復職するときに、産業医の先生にお願いをいたしまして、診察を受けまして、復職可能

かどうかの判定をいただいていることもございますし、また年１回、先生にご講演、職
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員に対して研修をしていただいております。健康に関する研修をしていただいておりま

す。また、あと例えば今回、県へ職員を派遣するとかいうようなことがございますと、

事前の健康診断等ございます。これを産業医の先生にお願いをして、受診、健康診断書

の発行をしていただいたり、こういったことで関わっているところでございます。 

○里川委員長 この産業医っていうのは、どんな先生でもいいっていうわけではなかった

ですよね。特定の先生だと思うんですけれども、町内の先生にお願いされてるんでしょ

うか。西本総務部長。 

○西本総務部長 町内の町医師会のほうにお願いをいたしまして、産業医の資格を持って

おられる先生の中から推薦をいただいて、そして町が任命をさせていただいているとい

うところでございます。 

○里川委員長 わかりました。ちょっと関わり方がよく見えてこなかったんですが、まあ、

今で大体わかりました。もうひとつは４１ページの財政管理費ですね。この中で、先ほ

どの説明にもありました公会計制度にかかわる財務諸表の、これ書類作成指導助言業務

委託料となってまして、この勉強をせなあかんと。いろいろ指導していただいてするに

しても、これを委託するっていうたら、どんなとこに、だれがこれ委託したらやってく

れはんのかっていうのがよくわからないので、この委託先ですね。委託先はどういうと

ころになるんでしょうか。 

○里川委員長 。 

○ 企画財政課長 財務関係のただいまのご質問の委託先なんですけれども、これにつ

きましてはトーマツというところに委託させていただいているところでございます。こ

れは当初が、県のほうでいろいろ勉強会やっていただいたんですけども、県のほうが打

ち切られたと。ただ、これら財務諸表をつくる中ではいろいろと進めていかなければな

らない部分もありますし、対忚も相当業務量も多いことから、そういったものをひとつ

ひとつ丁寧に指導いただいているところでございます。そういった専門の業者さんがお

られますので、そういったところにお願いして实施していただいているところでござい

ます。以上です。 

○里川委員長 何かね、その専門の業者さんいうのが、もうひとつピンとこないんですけ

ど、まあわかりました。トーマツさんっていうところがやっていただいてるんですね。 

  そして、５５ページなんですけれども、統計調査費ですね。ここの調査にあります２

４年度では就業構造基本調査と住宅土地統計調査ってあるんですけれども、こういう調
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査っていうのは、どの程度の割合でやっておられるのか。私最近では、ここ本当につい

最近やったと思うんですが、就業形態っていうんですか、就業形態の調査があって、私

それに答えたなって、それ、そんな何年も前の話じゃなかったけど、またこの就業構造

基本調査、似たようなんがまた来てんのかなと思ったりしたんですけども。こういう調

査っていうのは、この調査項目自体は周期っていうんですか、何年に１回とかやっては

んのか。今度、就業構造基本調査は、その２、３年前に私書いた覚えがあるんですけど、

そのときの分とまた内容が違うのか。内容が違うんやったら、同じような内容でこんな

調査、手間かけて調査するっていうのが、調査の出所が違うのか、調査のあれが、管轄

が所管が違うのか、何かこうちょっと腑に落ちない点がありますので、ちょっと教えて

いただきたいなと思います。 

○里川委員長 。 

○  それぞれの調査につきましては５年ごとに１回調査されることとな

っております。就業構造基本調査につきましては、实際は２５年が基準日になっており

ますが、現在のその雇用情勢ですね、雇用形態であったり、女性の雇用状態であったり、

そういったものを５年置きに調査されまして、そのあり方について調査した中で国の施

策に活かしていかれるというふうに聞いているところでございます。また、住宅土地の

ほうなんですけども、これにつきましては、住環境の改善であったり、そういったもの

を見る中で、５年ごとに調査をされていって、経年ごとっていったら、５年ごとの移り

変わりですね、そういうなんを見ながら、国の施策の中で活かされていくものと考えて

いるところでございます。以上です。 

○里川委員長 就業構造ってなったら、まあお一人ずつそういう年齢層の方に対象数が多

いとは思いますが、ただ、住宅土地統計調査にしても、結構な手間かかるんじゃないの

かなと思いながらも、調査員の数が余りにも違うんで、たった５人でこの住宅土地統計

調査なんかしはるんかと思ったらね、ちょっと大変なんちゃうかなと思いつつも、ほか

の調査とどうなんやろと思って、それは５人ぐらいで調査していただくので、報酬こん

なぐらいでこれで十分いけるのかなと思うんですが、調査方法なんかどないなってるん

ですかね。 

○里川委員長 。 

○  住宅土地統計調査につきましては抽出調査となっておりまして、全

国で２１万戸を抽出しまして、その斑鳩町にある調査区もその中で割り振られてくると
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いうふうに考えておりますので、現時点ではどんだけの調査というのはつかめてないん

ですけども、抽出調査となっています。 

  また、就業構造の基本調査につきましても、これにつきましても抽出調査となってお

りまして、５１万世帯、こちらは５１万世帯の方を、１５歳以上の世帯員とする５１万

世帯を抽出調査されます。そこで斑鳩町の調査区に割り振ってこられますので、そうい

った関係で国勢調査とかそういった大がかりなものではないんで、抽出調査の中で推計

されていくというふうに聞いているところでございます。以上です。 

○里川委員長 で、抽出調査で、斑鳩で何戸とかなったら、その抽出を今度は町のほうが

抽出をされるんですか。 画財政課長。 

○  一定その調査区というのが国のほうから示されてまいりますんで、

それに忚じた形でここで何軒、ここで何軒というのが振り分けられてくると。そのため

に、参考としてこうですよっていうことで、国に斑鳩町のほうが情報を提供するという

ような形になってまいりますんで、国のほうで、最終的には国の調査でございますので、

国のほうで決定されてくると、調査区全体の中で何ぼっていうのは。ただ、その基礎的

な資料は国のほうで前もって準備調査というものがありますんで、そこで調整していく

というふうな形になっております。以上です。 

○里川委員長 わかりました。そうしましたら、ちょっと議長のほうからも質疑があると

いうことをお聞きしておりますので、許可したいと思います。嶋田議長、どうぞ。 

○嶋田議長 ４０ページ、１８節備品購入費４００万公用車と、これについてちょっと教

えていただきたいと思います。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 現在のトヨタカローラ、選挙カーなんですけども、老朽化によりまして、

それの買いかえとしまして、トヨタのハイブリッドカーエスティマを考えております。 

○里川委員長 嶋田議長。 

○嶋田議長 買いかえで、そしたら１台で４００万ということですか。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 はい、４００万でございます。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 選挙カーのほうを廃車をしまして、現段階あるトヨタフィールダーを選

挙カーのほうにしまして、出張等多ございますので、荷物のたくさん載りますハイブリ
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ッドカーのトヨタのエスティマを購入する予定でございます。 

○里川委員長 嶋田議長。 

○嶋田議長 要は１台で４００万購入されるということですね。 

  それから、４５ページの１４節ですか、パソコン使用料２，６６７万５，０００円、

これについては庁舎内のパソコン全部の使用料と考えていいわけなんですか。  

○里川委員長 。 

○  これにつきましては、職員が財務会計とか住民系のシステムの中で、

職員１台庁舎の中で管理して業務で使っている部分がございます。そのパソコンと考え

ていただいたら結構かなと思います。 

○里川委員長 嶋田議長。 

○嶋田議長 そしたら、基本的には庁舎内、また町の付属のところのパソコンの使用料と

考えていいわけなんですね。 

○里川委員長 。 

○ 財政課長 出先機関のほうにも財務系のパソコンを置いてる部分もございます

ので、そういったものの管理の中で入ってる、一部入ってる部分もございます。ただ、

担当課のほうで担当課のシステムで要るやつのパソコンにつきましては、担当課のほう

で予算計上をさせていただいているところでございます。 

○里川委員長 嶋田議長。 

○嶋田議長 そしたら、それはただ単なるパソコン使用料であって、ソフト使用料だとか

そういうふうなことは入ってないと思うんですけれども、例えばパソコンフリーズした

とか、例えば何かトラブルあったときのメンテというのはどうなってるんですか。 

○里川委員長 。 

○  パソコンのメンテナンスにつきましては、一忚パソコンのその機械

上の発生する不具合につきましてはその契約しているところでちゃんとメンテナンスを

受けるような形になっております。ただ、何かの拍子で不注意で落としてしまったりと

か、そういった場合については、事情によってはそのメンテナンス対象にはならない部

分もございますが、通常の範囲内で起こる修繕につきましてはメンテナンス、いわゆる

保守の中で修理していただけるような契約となっているところでございます。 

○里川委員長 嶋田議長。 

○嶋田議長 そしたら、例えばですよ、ここをもうちょっとこういうふうに使い勝手いい
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ように変えたいねんとか、そういうふうな場合は、専門の知識がある職員さんであれば、

変えられるかもわかりませんけれども、一般的にはそういう場合はどのようにされてお

られるんですか。 

○里川委員長 。 

○  現在、リースという関係上、使用貸借の契約状況になっております

ので、それをむやみやたらに、そのどういうたらいいんですかね、こういうふうに個々

が変えていくっていうような形にはなっていかないのかなと。ただ、ソフトを使う中で、

自分に使いやすいソフトを使った中で、例えば表であったり、表の計算であったりとい

った部分は個々で対忚できるような形になっております。また、町全体のシステムとし

て改修を要る場合には別途システム改修料という形で契約をしているところでございま

す。以上です。 

○里川委員長 嶋田議長。 

○嶋田議長 そしたら、例えばですよ、その各課でパソコン専門の臨時職員さんを雇うと

か、そういうことはしておられないわけなんですか。町の附属関係のとこで、パソコン

専用の臨時職員さんを雇っておられると。ほかの業務は何もせんと、その業務だけ１日

毎日来てやっておられると、そういうふうなとこあるとお聞きしてるんですけども、こ

の庁舎内に関しては、そういう各課でパソコン専用の職員を、臨時職員を雇ってるとい

うことはないんですか。 

○里川委員長 。 

○  そういったことはございません、斑鳩町では。ただ、斑鳩町では、

企画財政課のほうがＯＡの関係上、そうしたシステムの関係であったり、不具合の関係

というのはいろいろとご相談いただいた中で対忚してもらっているところでございます。 

○里川委員長 嶋田議長。 

○嶋田議長 わかりました。斑鳩町ではないということなんですけれども、ある部門では

そのパソコン専門の人を臨時職員を雇っておられるというふうなことをお聞きしており

ますのでね、その確認だけさせていただきました。 

○里川委員長 よろしいですか。小野委員。 

○小野委員 もう終結しようとしてはるけど、１点だけ。ちょっと聞き忘れたことという

か、提案したいことを忘れてました、ここ折ってましたので。今、ここまで来たらわか

りました。５５ページ。監査委員費ですね。この報酬というのは、私は以前から代表監
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査委員さんの報酬が尐ないんじゃないかなということもいろいろ感じてましたし、申し

あげたこともあったと思うんですがね。これは議選の監査委員は別として、そのままで

もいいかなと思うんですが、今の代表監査委員、すごいいろいろと報告しているときに

も、やはりこの役場へ出向いての監査と、それといろいろ仕事柄、そういうので自宅い

うか、それから事務所で、いろいろ検討している様子がその監査報告書の中にもきちっ

とうたっておられたんですしね、これは条例改正のこともくると思うんですが、なかな

か監査委員さんからは言い出しにくいやろし、もう尐し費用を、報酬額を上げていくよ

うなことで考えていってもらいたいなと。その代表監査委員さんの職務っていうのは、

ものすごく、あれから、お金で計れるようなものと違いますねんけど、検討してもらう

ことはできないもんかなということで、ちょっと。 

○里川委員長 それについていかがでしょうか。西本総務部長。 

○西本総務部長 監査委員さんの報酬につきまして、値上げをということでございます。

業務の内容等を勘案する中で、やはりそういう声もあろうかと思いますけども、１９年

４月に一忚改正をして値上げをしていますけども、今の時世、全体的に人件費の抑制と

いいますか、社会的な視野もございまして、なかなか値上げはしにくいのかなというふ

うに思っているところでございます。特別職の非常勤の報酬の方につきましても、我々

職員の給与と同じように、やはり社会的な見方というものがあろうと思いますので、今

後の検討課題ということでしてまいりたいとこのように思っておりますので、今の時点

ではご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 そしたら、１９年の４月には幾らから幾ら上がったのか。それと、報酬とい

うものに対するいろいろな社会的な見方ということで部長もおっしゃってますけどね、

報酬ですから、生活給でも何でもないから、別にということになってくると思いますが

ね、やはりできる限り値上げしていく方向で検討してもらいたい。条例改正云々の話も

出てきますけどね、それで、それとか、こういう余り好ましくもないんだろうけども、

需要費とかのほうでいろいろこうできるっていうかね、多分、事務所の中のいろんなも

のを使ってやっておられるんじゃないかということもありますしね、そこらでカバーで

きるような予算の組み方をやってもらえへんのかなということで、ちょっと幾らから幾

らまで上がったのか、１９年４月に。 

○里川委員長 どうですか。その前の分っていうのは数字わかりますかね。 
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  暫時休憩します。 

（午後 １時２５分 休憩） 

（午後 １時２８分 再開） 

○里川委員長 それでは再開いたします。 

  休憩中に調査していただきましたことをご答弁お願いいたします。 

  西本総務部長。 

○西本総務部長 平成１９年４月１日に改正をいたしました監査委員の報酬でございます。

改正前は識見を有する者の中から選任された監査委員につきましては、月額３万６，２

００円から月額６万円に、また、議員の中から選任された委員につきましては月額２万

６，１００円から日額８，０００円に改正をされております。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 １９年４月いうことは私もおったような気がするんですが、条例改正のとき

に。いろんな配慮も今後ともしていってもらいたいなとそのように思います。 

○里川委員長 ほかに、もうございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○里川委員長 ないようですので、これをもって第２款総務費に対する質疑を終結いたし

ます。 

  続きまして、第８款消防費について説明を求めます。西本総務部長。 

○西本総務部長 それでは、第８款消防費につきましてご説明を申しあげます。 

  座らせていただいてご説明させていただきます。 

  まず、一般会計予算書の１３ページをごらんいただきたいと存じます。 

  第８款消防費につきましては、本年度、総額３億４，７５８万８，０００円を計上い

たしております。前年度と比較いたしまして１６５万９，０００円、０．５％の増額と

なっております。 

それでは一般会計予算書１０４ページをごらんいただきたいと思います。 

  １０４ページの第１項消防費でございます。はじめに第１目常備消防費についてであ

りますが、西和７町で構成している西和消防組合の運営負担金としまして、第１９節負

担金及び交付金で２億９，４２３万８，０００円を計上しております。前年度と比較し

まして、６５６万２，０００円、２．３％の増額となっております。予算の財源内訳は

すべて一般財源となっております。 
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  次に１０４ページから１０５ページの第２目非常備消防費についてであります。今年

度は２，７６２万５，０００円を計上しております。前年度と比較して１９０万１，０

００円、７．４％の増額となっております。予算の財源内訳はすべて一般財源となって

おります。主な予算の内容といたしましては、日ごろから町民の安全と安心、生命、財

産を守っていただいている町消防団の活動等に要する費用と自衛消防団の支援、県防災

ヘリコプター運営協議会、及び県防災行政無線運営協議会、消防操法大会への出場に対

する負担金などとなっております。 

はじめに、町消防団の運営では、１，９０５万８，０００円を計上しております。そ

の内訳は１０４ページの第１節報酬のうち、消防団員の報酬等１，０８９万４，０００

円、第１１節需用費のうち消耗品費１０２万４，０００円、１０５ページの第１９節負

担金補助及び交付金のうち、分団運営費などの負担金５２８万円などとなっております。

次に、自衛消防団の支援では、１０５ページの第１９節負担金補助及び交付金で自衛消

防団補助金１００万円を計上しております。 

次に、県防災ヘリコプター運営協議会及び県防災行政無線運営協議会への負担金では、

１０２ページの第１９節負担金補助及び交付金で、県防災ヘリコプター運営協議会負担

金１０２万円、県防災行政無線運営協議会負担金２２万２，０００円を計上しておりま

す。また消防操法大会への出場としまして、１０５ページの第１９節負担金補助及び交

付金で操法大会出場負担金５００万円を計上しております。消防団員の技術向上と士気

の高揚を図るために開催されます消防ポンプ車の操法大会に本町消防団員が出場をして

まいります。 

  次に、１０５ページから１０６ページの第３目消防施設費についてでございます。本

年度は１，１５１万３，０００円を計上しております。前年度と比較して１，４２５万

９，０００円、５５．３％の減額となっております。減額となった主な要因は、消防第

３分団ポンプ車の更新完了によるものでございます。予算の財源内訳はその他で１１万

２，０００円、一般財源で１，１４０万１，０００円となっております。主な内容とい

たしましては、消防コミュニティセンター、法隆寺消防センターなどの消防施設に係る

維持管理に要する費用と消防施設設備に対する補助金などとなっております。  

  次に、１０６ページの第４目水防費でございます。水防出動等に要する費用として前

年度と同額の２６万５，０００円を計上いたしております。予算の財源内訳はすべて一

般財源となっております。予算の内訳は第１節報酬で、水防手当９万６，０００円、第
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８節報償費で水利調整報償金５万円、第１１節需用費で消耗品費１万９，０００円、食

料費１０万円となっております。 

  最後に第５目災害対策費についてであります。本年度は１，３９４万７，０００円を

計上しております。前年度と比較して７４５万５，０００円、１１４．８％の増額とな

っております。増額となった主な要因は地域防災計画の見直しと衛星携帯電話及び発電

機の設置の取り組みによるものでございます。予算の財源内訳はすべて一般財源となっ

ております。主な予算の内容といたしましては地域防災計画の見直し、地区別防災訓練

の实施、災害物資の備蓄、防災情報メールの配信、衛星携帯電話及び発電機の設置に要

する費用となっております。 

  はじめに地域防災計画の見直しとしまして、１０６ページの第１３節委託料で、本町

の地域防災計画の見直しに要する費用５００万円を計上しております。東日本大震災で

は想定を超えた災害が発生しましたが、平成１１年、計画の見直しから既に十数年が経

過しているこの地域防災計画につきまして、国・県の防災計画との整合性を図りながら、

時代に即した全般的な見直しを行ってまいります。 

  次に、災害物資の備蓄では１０６ページの第１１節需用費のうち消耗品費で５５８万

６，０００円を計上しており、賞味期限を迎える非常食の補充、毛布の備蓄、避難所の

間仕切りや敷きマットなどの災害物資を計画的に備蓄してまいります。 

  次に、防災情報メールの配信では、１０６ページの第１３節委託料で、職員招集メー

ル配信システムを防災情報メール配信システムへ統合する費用として、１３６万４，０

００円、１０７ページの第１４節、使用料及び賃借料で防災情報メールシステム使用料

として１００万８，０００円を計上しております。 

  次に、避難所施設の充实では１０７ページの第１８節備品購入費で、衛星携帯電話及

び発電機の設置費用として６９万円を計上いたしております。 

  以上で、第８款消防費につきましての説明とさせていただきます。 

  よろしくご審議賜りますようお願い申しあげます。 

○里川委員長 説明が終わりましたので、第８款消防費について質疑をお受けいたします。

いかがでしょうか。小野委員。 

○小野委員 ここで聞かせてもらうのはどうかなとは思いますが、１０６ページ、上下水

道部長もいますので。決算のときに、消火栓の管理費負担金というのが、これが消火栓

のメンテというか、点検、上下水道部のほうで発注しておられるということだった、こ
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の費用だと思うんですがね、あのときに、抽出検査だということでお答えいただきまし

たが、そしたら、それに対してどのような検査というか、されてるのかということで、

やはり一番大事なものですので、費用が安いからとかそういうものじゃなくて、もしも

のことの消火栓の点検ですから、十分にそれは検査をしていただきたいし、数がたくさ

んあるからとかいうそんな問題ではないと思いますので、それで、これだけの負担金を

消防費から出させてもらってるということですので、決算のときにはちょっとややこし

いていうたら失礼やけど、何か十分にできてないような感じを受けましたので、その点

についてどういうような改善をされているのか、お答え願いたいと思います。 

○里川委員長 谷口上下水道部長。 

○谷口上下水道部長 決算のときにご指摘いただきまして、私、点検の内容等に対しまし

て、清掃、グリスぬり、ペンキぬり、そしてふたの設置状況とバルブの閉開の状況等の

確認ということで、成果といたしましてはチェックリストで提出いただいたという答弁

をさせていただいておりました。しかしながら、今回それにあわせまして、ちょっと仕

様を変更を加えまして、作業の状況や作業の完了の状況がわかるよう、写真を含めて提

出していただくと。全部で５９８栓、今回予算に計上しておりますけども、それプラス

写真の添付ということ、それに合わせまして、同時に道路上の作業になりますので、や

はり安全面に配慮した形で調整を図っているということでご理解いただきたいと思いま

す。以上です。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 そうしたら、あと同じく、防火水槽、各町に設置されている防火水槽、それ

の水量の点検、これは消防団の方にお願いしているということですが、その状況につい

てもなかなかちょっとはっきりしないところもありましたので。ただ、それで消防団の

方もそうして点検されてるので、その消防団の方に聞いたんですがね、もし防火水槽が

漏水してあって、尐し減ってた場合に、どのような処理するのということで聞かせても

らったら、何かちょっとあいまいなとこもあるんやね。消火栓から引っ張るという、消

火栓から引っ張るというのは、それは非常時のときは消防団が消火栓開けることはこれ

はもうしようない、というか、やってもらわないかんいうことになりますけどね。そう

いう平生のときに水量を補充するのは、その消火栓から入れるというのは、ちょっとど

うかなと私は思うんですよ。それらに対してのマニュアルっていうんですか、仕様が、

役場の担当と消防団と、消防運営委員会というのも行っておられますから、きちっとし
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たペーパーか何かで、そういう指示を出してあるのかどうかと。それをしてほしいとい

うこともお願いしてたと思いますが、その点についてはどのように改善されましたか。  

○里川委員長 西本総務部長。 

○西本総務部長 確かに以前、防火水槽の水位の点検について小野委員よりご指摘をいた

だいたことがございます。その後、消防団とのそのマニュアルづくりということもご指

摘いただいて、認識をしているところでございます。ただ、まだマニュアルについては

できていないというのが現状でございます。なお、消防団のほうには、その後、水位等

の確認も再度認識をしていただいておりまして、防火水槽の点検につきましては、毎月

１日、１５日の消防器具の点検の際に、巡回に回っていただく際に、防火水槽の点検も

あわせてしていただいているところでございます。また、そのときに漏えいがあった場

合には、過去にもあったんでございますけども、町のほうに言っていただきまして、町

のほうで確認をいたしまして、水を抜いて再度、防火水槽の中のその漏えいの部分につ

いて修理を行ったり、そういったこともしてきておりますので、そういった流れでマニ

ュアルづくりをしていきたい、このように思っております。また、水の補充につきまし

ては、確かに消火栓のほうから水を出すというようなことも過去にはありましたけども、

防火水槽の工事等行いますと、やはり水につきましては近くの方に水道料金を払って、

そこから水を入れさせていただいているということもしておりますので、そういった形

でできましたら、住民の方にもご協力いただいてやってまいりたいと、このように思っ

ております。以上です。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 そういうぐあいにやっていくのはわかりますねんけどね、そしたら、１日・

１５日の機械点検のときに、その明くる日にでも消防団のほうから異常なしという報告

を１回ずつ受けておられるのか、そして、それを必ず消防団の機械係の班長から全部見

ましたとか、どこどこの報告のそのする方法を、マニュアルというのか、それを確立し

てくださいと私は言ってるんですよ。だから、漏水してあってもどういうぐあいに話し

たらいいのか。その私があの当時聞いた人には、「その水はどうしてんねや」って言う

たら、「いや、消火栓から入れてるがな」とかいうそういうことを言われた幹部の人が

おられたからね、「おかしい」と、それは。だから、私が言っているのは、その総務の

ほうからきちっとそれらの形を言うてもらって、点検をしてもらって、はじめて生きて

くるんやから、そこらで責任問題というか、漏れてたけど伝えてなかってんとか、いざ
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っていうときにもしあってね、そういうことがあったらいかんので、私は口を酸っぱく

して言うてるんですよ。点検はどないしてますかいうことを。ただ点検してるかしてな

いかと、そんなんじゃないんですよ。点検した後にどういうぐあいにやっていくように

できてるんですか、組織としてできてるんですかということを言うてるんだから、その

報告を必ず受けるというようなね、そういうことをするなり、こちらの窓口はだれだと

いうことが、そういうことにしとかなければ、これは非常時のときの分ですから、何の

ためにそうして消防団の人にその点検、機械点検もしてもらってるんやから、忙しい中

で、そして何か所もある防火水槽を見に回ってもらってるんやから。だから、生きた連

絡をしてもらいたい。その水が減ってるというのを発見したら、どういう形ですぐに出

していくんか。それでまあ部長が近所の方から水道代を払って、それは職員がするんで

すか。消防団の人にはそういうことはしてもらわなくてもよろしいんでしょうかね、そ

の点もはっきりしといてください。 

○里川委員長 西本総務部長。 

○西本総務部長 水道料金につきましては、もちろん町のほうから支払いをさせていただ

くということで、町のほうからお話をさせていただきにまいります。 

  それと、今おっしゃいましたように、各回、巡回に回ったときの、その都度の報告、

これから必ず受けていくように、また、消防本団ともご相談申しあげまして、受けてい

くようにしたいと考えております。また、マニュアルづくりにつきましても、できるだ

け早く本団とご相談の上、詰めてまいりたい、作成してまいりたい、このように考えて

おります。以上です。 

○里川委員長 よろしいですか。辻委員。 

○辻委員 １０５ページですね、操法大会の出場負担金で５００万組まれてますけども、

これは先ほどポンプ車ということで聞いてますけども、これは県大会だけの予算か、例

えば県大会で優勝されたら全国大会というのがこう筋ですけど、それらを見据えての予

算組みか、県大会やったら県大会の、大会の時期についてお聞きしたいと思います。  

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 県大会の出場に係る予算でございます。で、県大会の日程なんですけど

も、ことしの９月の５日ということに決まっております。 

○里川委員長 辻委員。 

○辻委員 以前、これ何年か前にされたときは県大会、全国大会を見据えた中で予算組み
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されたという経緯も多分あったと思うねけど、一忚県大会だけの予算ということで、も

し、県大会に優勝されれば全国大会までまた補正を組むというか、感じですか。 

○里川委員長 小城町長。 

○小城町長 私が就任してから３回目の出場となるわけですけども、大体前回も５００万、

今回も５００万、全国大会を見据えた予算は全く組んでいません。県大会の５００万と

いうだけでございます。 

○里川委員長 よろしいですか。 

  ほかに、委員さんのほうでございませんでしょうか。伴委員。 

○伴委員 １０７ページの上の防災情報メールシステム使用料ですが、これ防災情報メー

ルに今登録されている町民の方というか、登録されている方の数、人数はどれぐらいな

んでしょうか。 

○里川委員長 西本総務部長。 

○西本総務部長 防災情報メールの登録者数は、昨年１２月末現在で１，８１１件でござ

います。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 以前お聞きした人数より大分ちょっとこうふえてきてるんかなというような思

いは、今の数字、１，８１１であれば思うんですが、これ、結局これ非常にいいもんや

と思うんですわ、私は。特に、町内に住んでおられる方のご家族の方が遠方に、お子さ

んとか住んでおられる、そういう遠方の方に、まあお子さんが住んでおられるんであれ

ば、まあいやあ、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんがどうやんねやろ

というような安否確認に、普通の電話ではなかなか通じない、そういう状況も災害のと

きは起こると思うんですね。だからやっぱりそういうような形でやはり広報いいますか、

こういう使い方があるんやということで、やっぱりちょっと広報に力入れてほしいとい

う思いがありますんで、ちょっとこれは要望しておきます。以上です。 

○里川委員長 ほかに、委員さんのほうで何かございますでしょぅか。 

ないようでしたら、ちょっと私のほうからお尋ねをしたいことが２点だけあるんです

が。实は、国のほうでは復興の特別会計っていうのが新たにつくられまして、そして、

被災地へ支援する、それから全国防災に関してという形である程度こう予算がとられて

ると。先ほどの総務部長の全般的な説明のときには、その防災・減災の資金を使って、

小学校などの耐震改修などをするというようなこともおっしゃっておられましたけれど
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も、防災・減災で使おうとされている金額というのは結構な金額があるんですね。その

ハード面でそういうふうな形で学校の耐震とかに使うっていうこともあるんですけれど

も、今後こういうときにはこういうふうに避難訓練しましょうとかいうような形を、こ

ういう防災・減災の交付金などを利用して、各学校とかあんなとこでいろんな避難訓練

とかはされてるとは思うんですけれども、いよいよ火災とかだけではなくて、地震があ

ったときにはどうするとかいうことを役場の中だけでとか、特定の団体だけで考えるの

ではなくて、町民皆さんにもいろいろ考えていただけるような、何かやっぱりこの新年

度ではやっていくべきではないかなと。そういうことにお金がかかる分については一定

交付を受けることができるんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですけれども、

そういう何か町としての新年度に向けてのその考え方っていうのが１点。 

  それと、今回の一般質問でも出ておりました消防の広域化計画、この消防広域化につ

きましては、奈良市と生駒市が参加をしないということを表明されていると。この広域

化の会議が県のほうで行われたときに、奈良市も生駒市も出席をされまして、そして自

分たちが参加をしない、そのことの理由も明らかにされまして、ちゃんと首長さんが出

席をされてそう表明をされている状況があるんです。ところが、残念なことに、西和消

防が所在をしております王寺町、所在地の町長さんが責任者となるというような取り決

めもあるようですので、西和消防に関しましては王寺町ということになってると思うん

ですけれども、残念なことに王寺町さんは出席をされておりません、その会議に。私は

非常に残念だなというふうに思っておりますが、今後、その広域化につきまして、西和

消防管内でいろんな議論をしていただいて、そして、そういう全体会議があるときに、

王寺町が西和消防の所在地の責任者としてやっぱり出席をしていただいて、きちっとそ

の７町で話し合ったことなどをやっぱりきちっと声を出していっていただきたいという

ふうに私は思ってるんですけれども。そこがきちっといってないのかな。非常に王寺町

が欠席やいうのを見て、その資料を見させていただいて、私は残念で仕方がなかったん

ですが、今後この新年度からの取り組み方として、この辺に関しましても、町はどんな

ふうに考えておられるか、この２点についてはちょっとお聞かせいただきたいというふ

うに思います。 

○里川委員長 小城町長。 

○小城町長 １点目の関係等については、特に斑鳩町の場合は皆様方に自治会単位で協力

いただいていますけれど、今現在、１８の自主自治体っていうんか、そういう形。これ
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やっぱり国も県もできるだけ自主防災組織というのか、自治会単位でやってくれという

ことですから、特にやっぱり私が今この１８からやっぱり２０何ぼをそういうふうにふ

やす努力を、今年度はやっぱりやっていくことが一番大事であろうと、ほぼ考えており

ますし、この広域化の問題につきましては、２月２２日に西和消防組合会議がございま

してですね、私のほうからこういう関係等について消防長はじめ管理者あるいは副管理

者がよっぽど注意をしながらやってほしいということも申しあげましたし、将来的に考

えたら、この西和消防というのは、退職者が平成３０年には１６名が退職されるという

ことも聞いています。今現在、退職の関係も非常に金額が１，０００分の９０から１，

０００分の何ぼですね、ことし２４年度から上がりましたから、そういうことも踏まえ

る中で、よっぽど管理者、副管理者が注意をしてほしいということで、消防長から２月

２７日に財政的なそういう会議があるというのが今おっしゃった関係で、管理者が出席

したか、しないか私は知りませんけども、そういうことのことを考えますと、私はやっ

ぱりこういう発言をしながら、将来を見据えた西和消防のあり方いうものをやっぱり考

えてほしいということを十分申しあげてますので、あとは管理者、副管理者がまとめて

いただいて、最終的に参加するのか、参加しないのか、これはもう一忚話をしてもらわ

ないといかんし、それ以外には幹事会というのがございますから、幹事会では相当そう

いう関係の書類も出てますので、この間、その書類も出されました。言うてから書類を

出されたんですけども、やっぱりそういう点についてはやっぱり真剣に考えなかったら、

やっぱりこの管理者が王寺町の保井町長ですから、副管理者は平群町の岩崎町長ですか

ら、そういうことを考えますと、やっぱり正副の管理者がやっぱりしっかりをしていた

だかなかったら、我々組合の関係等については議長も出ておられますけども、やっぱり

そういう点について消防長はよくご理解をされてますけども、まだやっぱり流れですか

ら、奈良県の流れですから。結局、奈良市、生駒市、これもおかしいのは、奈良市が会

長なんですよ。会長の奈良市が脱退するというのは、いかに県がそういうことを考えた

ら、奈良市が脱退し、生駒市が脱退するということは、会長であり副会長は郡山の市長

だと思いますけども、そういう点についてもやっぱり十分今の広域連合の問題もそうい

うことでございましてですね、そこらのところをやっぱり十分考えていかなかったら。

ただ一元化や一元化やと言われたかて、我々にとっては国保でも一元化っておっしゃる

けども、本当に国のほうは都道府県でやれというとるわけです。それを結局は一元化を

しまんねんと言うて言われたかて、私は国保の理事長でありながら、全くそんな話聞い
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たことないし、そういうことのあり方というものをやっぱり考えていかんと、ただひと

つひとつやっぱり、この広域化というのは、いいのか悪いのかということをやっぱり考

えていかなかったら、やっぱりお金の問題ですから。私のほうかて今申しあげているの

は、広域化問題よりも西和消防その組合そのものが、交付税算入がやっぱり５０％、こ

ういうひとつの魅力があったから、皆さん方広域化をした、この西和消防をしたわけで

すけども。しかしやっぱり、今もう現在６２％ですから、もうこれ以上もうやっぱり要

りませんし、基金を取り崩すいうたらもう基金ももうそんなに今はございませんから、

やっぱりそういう点で、今年度は６２％になってますから、そこらのことを十分考えて

いかなかったら、ただ組合会議や、組合会議やていうだけで、ただ何も発言もしない、

あるいはそのことになってたら、いつまでもこのままでいっとったらですね、何ぼでも

負担金はやっぱり３億以上になっていくと私は思ってますし、今、２億９，０００万ほ

どですけども、これも十分やっぱり考えていかなければなりませんから、今、里川委員

長がおっしゃるように、王寺の管理者あるいは、副管理者の平群の町長さんが、やっぱ

りもっと資料をやっぱりまた幹事会でも配っていただいて、そういう判断資料というも

のをやっぱりつくっていただきたいと思っております。 

○里川委員長 今、町長はきちっとご認識いただいているというふうに、私は承知をいた

しました。ですから、重要なことです。私たち自治体にとって将来に重要なことを話し

合う場に、そこに出席しないというような、そういう態度が私は問題があるのではない

か、ですから、７町でいろいろ協議をしていただき、そしてまた全体の会議のときには、

西和消防の代表として、きちっとその会議に出席をしていただき、話し合った内容につ

いてもご発言を、そういう会議でしていっていただく、それがやっぱり責任者としての

務めではないかというふうに思いますので、また、町長はご認識をお持ちですので、ま

た他の町の首長さんにいろんなことを言っていただくのも大変かとは思いますが、町村

会の会長もしていただいておりますし、また、そういうご助言のほうも、できるだけ町

長のほうからしていっていただきたいというふうにお願いをしておきます。  

ほかによろしいですかね。小野委員。 

○小野委員 すみません、またちょっと思い出したことがあって。１０６ページの１９節、

消防施設整備事業等補助金ということで、町内自治会の支援をするということで、一般

質問にもありましたけど、それの盗難とかいろんな話のことも質問されてたというふう

に思うんですが。まず、その私も昨年地元の自治会させてもらってて、この整備をしよ
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うということで、その制度に基づいてやりかけたんです。担当の方に一忚自治会内、自

治会の近くにある、そういうのがどういう形で設置されたのかとか、中のホースがね、

昭和か何かの大分前のが入ってたから、全部入れかえるっていう申請を私のときにさせ

ていただいて、今年度補助金をいただいて入れかえた、１５本入れかえたんです。その

ときに、担当の、うちの自治会の担当の人が前もってこちらへ相談に来てくれたときに、

錦ケ丘の近くでミニ開発があって、多分そのミニ開発のところでこういう格納庫を申請

されたんだと思うんですがね、それがどこが管理するのかということが、こちらは、町

のほうではつかんでないんですよね。そのミニ開発の方たちが自治会に入会していただ

いてないし、自治会外かなというような感じで、新しい分だから補充する必要ないから、

そのままにしてますねんけどね。あの、自治会の中にある、しかも自治会が管理をして

いるという個数をつかんでる自治会というのは尐ないと思います。補助金出しておられ

るから、その補助金出されるときには、どの場所ということで資料残ってるんやと思う

ねんけど、古いそういう格納庫なんかはいろんな形がありますんで、どれだけ補助金が

出てるのかとかいうて、その实際問題、どこの自治会のものというのが、わかりにくい

んです、明確にできないです。自治会のエリア自体がはっきりわからないしね。だから、

それらの整理っていうのも必要やと思いますし、それから、その鍵、鍵というのもやは

り心配なんですよ。かけといたら非常時にだめかなということで。それで、かけてなか

ったら、盗難についてもやっぱり心配です。ということで、自治会を預かってる人たち

っていうのは物すごく思案するところだと思いますが、ちょっとその消防の関係の方っ

ていうか、その方からちょっと漏れ聞いたことなんですがね、やはり施錠しておいて、

いざという場合はそれをつぶすんだと。やっぱり非常時に備えてあるもんだから、誰で

もあけられないといけないけど、また潰れるような、バールでばっとこう入れれば開く

ような格納庫だと思うんですが。そういうことを自治会のほうへも伝達してもいいんじ

ゃないかなと思うんですが、そういう考えとか、この一般質問で、いろいろ盗難がある

ので、どうしたらええもんかというようなことも聞いておられた議員さんがいましたの

でね。そこらのこと、西和消防の専門家というかね、それから、に、相談して、そうい

うことをアドバイスされるつもりはないのかね。それと、果たしてこの、今これ消防施

設整備ということで、新設も含めてのこの昨年度に比べて倍以上申請があったみたいで

すので、やはり防災意識が皆高まってるという。そしたら、それを今度は管理していく

ので、管理方法についてもいろいろと研究してもらって、一般質問のそういうふうなん
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を受けての、今の段階でも結構やから、どのように思っておられるのか、一度ご披露願

えますか。 

○里川委員長 西本総務部長。 

○西本総務部長 消防の格納箱の関係でございます。確かに鍵をかけたら緊急時には間に

合わないということで。ただ、今おっしゃいますように、鍵をかけてて、仮に緊急時に

何かあって、その鍵を壊してこじあけるというようなことになっても、これはやむを得

ないものかなというふうに考えております。その際には、後でまた格納箱の新設等が起

こってまいりました際には、補助対象としていくように考えていきたいとこのように思

っております。なお、これはちょっと私も住民の方から聞いた話ですけども、格納箱の

かぎをかけても、何かけっ飛ばせばかぎが開くとかいくようなこともお聞きをしている

ところでございますので、そういった方法もあるのではないのかなと。公の場でいうの

は何か、気が引けるんですけども、そんなことも聞いているところでございます。  

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 そのとおりだと思うんです。だから、私どもの自治会も古くなってたから、

その鍵の存在自身が、うちらのその施設の幹事さんのところで引き継いでたと思うんで

すけど、どっかで紛失。だから、その方たちは忘れたんじゃなくて、施錠をするのをね、

やっぱり非常時のことを考えてかけなかって、そのままずっと引き継いできたと。だか

ら、伝え方としては、施錠はしてくださいと。でまあ、非常時の場合はどうかできます

というようなことをちょっとアドバイスしたってもらうということでね。部長が何、け

飛ばしたらというのは、盗難には遭いますよという意味かもしれませんけどね。やはり

あれの管理方法としては施錠が大原則やいうことだけ言うてもらえたらね、その非常時

のこと考えて開けてあんねんというのは、もう防げると思います。それをわかっていて、

盗難に遭うということはね、これはしようないことやと思います。しようない言うたら

おかしいけどね。それでこそ盗難予防にもなるんやと思いますねけどもね。そういうの

を窃盗する者にとってみたら、どんな施錠してあっても、どないしてあっても、車もそ

うなんですね、きちっとできてあってもだめなんですから、一忚そして、私が今言わん

とするのは、非常時のことを考えて施錠してないという自治会もあるので、ぜひ施錠し

てほしいということ、そういうことで統一してほしいと。それから、自治会のエリアと

いうのも線引きできないんだから、自治会が管理している格納箱いうのは、それがナン

バリングしているのでもないし、図面でこちらに届いてるのもないしね、わかりにくい
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と思うねんけどね、そういう整理っていうのはできないんですかね。 

○里川委員長 西本総務部長。 

○西本総務部長 基本的には地元で管理をしていただいているところでございますので、

やはり町としてそこまで調べますと、やはりまたいろいろ、あと難しい問題も出てこよ

うかと思います。やはり自分たちの町は自分たちで守るという意識の中で自治会の方々

が管理していただけるのが一番なのかなというふうに思っております。 

  それと、先ほどの格納ボックスの件ですけど、一般質問のご答弁でも申しあげました

けども、一忚格納箱のところに盗難防止装置付というような表示をして、盗難の抑止効

果をねらっている自治会もございます。自治会の中でそういう工夫をしていただいてい

るところもございますので、そういったことも自治会の方にはご教授といいますか、教

えていきたいと、このように思っております。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 その後半はそんで結構やと思います。自治会の総会とか、そういうときにも

また言うてもらえたらいいと思います。 

  あの設置っていうのは、どういう形で設置されてるのかいうのが全然わからない、そ

ういう格納箱。それで、その自治会のエリアどうのこうので線引きがわからないとこの

辺にぽつんと古いのがあって、そしたら、管理にもちょっと困るんやと。そしたら、こ

れはどこどこのやろと。だから、申請して補助金もらって、補助金というのは２分の１、

何ぼかの自治会の経費も要るんですけどね。１年交代で預かっているなら、別に私のと

きはあんまり使いたくないという自治会長もいておられるし、なかなかそれが整理がで

きていかないんだなという思いがするから、一忚、現在あるところをチェックして、こ

れはどこどこやという、どこどこのもんですという話に、町のほうから、多分、何年か

前に補助金、おたくの自治会で補助金で設置されたもんですからということを、という

のは、自治会よっては全然それを引き継いでないんですよ。そういうとこがあるから、

一度整理していただけたらありがたいなと思うんですが、それぐらいのことは何とかで

きるんじゃないかなと思いますねんけど。ちょっと検討してください。それだけお願い

します。 

○里川委員長 ほかに。飯髙委員。 

○飯髙委員 今のに関連して。消防施設ということは、今いろいろと議論されているとこ

ろであるんですけれども。格納箱の鍵については、格納箱の下に磁石で設置するという
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とで、原則的にはなってるかなと思います。また、格納箱のその位置ですか、確認する

とかいうことに対しては、やはりそれは自治会でやっていただいて、確認することによ

って防災意識が高まり、より多くの人に地域の人が知っていただくと。そういうことが

今足りていないという实情がありますので、今、自治会長あてに文書を発行するという

ことになっておりますので、その中にそういった背景も書きながら、まずは自治会でそ

ういう守る、守り手となる人がやっぱり役に立ってしていただくということが、今後大

事かなと思います。いろいろと防災に対してはあるんですけども、そういう形でまず地

域の人が守っていかるという格好で、その文書に明確に書いていただければいいかなと

思います。 

  それともう１点よろしいですか。 

  防災計画の見直しですね。これも僕は以前に言うたんですけども、やはり計画の見直

しをする際に、専門的な方、またそれに精通するような方と同時に、やはり東日本の震

災を見ますと、やっぱり女性の目線でのやっぱり防災というのは今後必要になってきま

すので、それと同時に、今回予算上げられているのは、恐らく、これ平成１１年から作

成されて、それ１０数年、２、３年なるんですかね、やっぱり全然形が違うし、職員さ

ん見た場合において、もしか煩雑な感じのドキュメントになってると思いますので、や

はりその辺を見やすく、だれが見てもわかりやすいように、やっぱり専門的なノウハウ

というんですか、やっぱり任された方に対しての、それがちゃんと行き届いた形ででき

るようにお願いしたいんですけど。 

  その中で、今回、５００万上げておられます。その中にちょっと報酬というのが４万

入ってるんですけども、これは何かアドバイスか何かかなと思ってるんですけども、こ

れ４万というのはどうですか。 

○里川委員長 黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 ご質問、災害対策費の報酬でございますか。 

○飯髙委員 概要に、地域防災計画の見直しということで、委託料が５００万、その報酬

として４万入っているんですけども、その４万というのは、どういう。 

○里川委員長 西本総務部長。 

○西本総務部長 すみません、４万円といいますのは、防災計画を策定するにあたりまし

ては防災会議をもたなければならないということになっております。その防災会議で出

席される民間の方がおられる、委員として出席されますので、その方の報酬を組ませて
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いただいているところでございます。 

○里川委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 ちょっと金額が低かったので、ほかの報酬かなと思いました。以上です。 

○里川委員長 ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○里川委員長 ないようですので、これをもって、第８款消防費に対する質疑を終結いた

します。 

  ここで大変申しわけございません。吉野委員のほうから、午後からの欠席の連絡が入

りましたので、署名委員を追加させていただきます。 

  追加させていただく署名委員には飯髙委員、よろしくお願いいたします。 

  それと、第２款総務費のところでご質問のありました集会所の申込件数ですね、今年

度２４年度はどうなんやということの比較として、２３年度はどうやったかということ

を委員のほうからお尋ねになっておられたと思いますが、それについて答弁をすると申

しておりますので、許可をしたいと思います。 

  黒﨑総務課長。 

○黒﨑総務課長 平成２３年度地域集会所施設整備費補助金の申請の件数でございますが、

３件でございます。以上です。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 余りその件数はこだわってなかったんですがね。推測でいえば、大体それぐ

らいなのかなと。件数はそうふえてないと、だけど補助率を上げたので、予算として上

がった、そのように解釈をさせていただいてます。それでよろしいんですかね。 

○里川委員長 多分まだその十分ご理解いただけてない点もあったかとは思いますけれど

も、まあできるだけ自治会さんのほうにも補助率がそうやって上げさせていただいてい

ることとか、そしてまたいろいろなこと、常に情報をどんどん発信していっていただき、

やはり利用していただける制度というふうにしていっていただきたいというふうに思っ

ておりますので、また、よろしくお願いいたします。 

  それでは、続きまして、第１０款災害復旧費、第１１款公債費、第１２款予備費につ

いて、あわせて説明を求めます。西本総務部長。 

○西本総務部長 それでは、第１０款災害復旧費、第１１款公債費及び第１２款予備費に

つきまして、あわせてご説明を申しあげます。 
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  はじめに第１０款災害復旧費についてであります。一般会計予算書の１３６ページか

ら１３７ページとなっております。第１０款災害復旧費では災害の発生に伴い、早急に

各施設の災害普及に対忚できるよう、名目といたしまして、１，０００円ずつをそれぞ

れの費目に計上いたしております。 

  続きまして、１３７ページの第１１款公債費についてであります。はじめに、第１目

元金についてでありますが、今年度は８億６，５１４万６，０００円を計上しておりま

す。前年度と比較して、１，８６５万６，０００円、２．２％の増額となっております。

増額となった主な要因は、平成１３年度に発行した臨時経済対策事業追加事業分などに

係ります元金償還は、完済をしましたために減額となりますものの、平成２１年度に発

行しましたまちづくり事業やＪＲ法隆寺駅周辺整備事業の元利償還が開始することや、

平成２０年度発行しました臨時財政対策債の元金償還が平年度化することなどによるも

のであります。予算の財源内訳は国庫支出金で６，８６０万円、県支出金で８５７万５，

０００円、合わせて７，７１７万５，０００円、その他で２，６５７万８，０００円、

一般財源で７億６，１３９万３，０００円となっております。 

  次に、第２目利子では、本年度は１億６，５５８万６，０００円を計上しております。

前年度と比較して、１，４７８万７，０００円、８．２％の減額となっております。予

算の財源内訳は国庫支出金で３４４万９，０００円、県支出金で４３万１，０００円、

合わせて３８８万円、その他で３４８万７，０００円、一般財源で１億５，８２１万９，

０００円となっております。町債の活用につきましては、世代間の負担の公平を図りな

がら、本町の行政課題を克服していくためには、特例債であります臨時財政対策債の活

用も含めまして、その活用はやむを得ないものと考えておりますが、後年度確实に財政

負担が生じますことから、将来にわたる財政負担を見きわめながら、その対忚を図って

まいります。 

  １３８ページをお開きいただきまして、最後に第１２款予備費でございます。不時の

支出に備えるため、３，０００万円の計上をいたしております。 

  以上、一般会計予算の説明とさせていただきます。 

  よろしくお願いを申しあげます。 

○里川委員長 説明が終わりましたので、第１０款災害復旧費、第１１款公債費、第１２

款予備費について質疑をお受けいたします。 

  何かございますか。ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○里川委員長 ないようですので、これをもって第１０款災害復旧費、第１１款公債費、

第１２款予備費に対する質疑を終結いたします。 

  続きまして、議案第１２号、平成２４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算につい

ての審査に入ります。 

  理事者の説明を求めます。西本総務部長。 

○西本総務部長 それでは、議案第１７号のご説明をさせていただきます。 

  まず、議案書を朗読させていただきます。 

  議案第１７号 

       平成２４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算について 

  標記について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、別紙のとおり提出し議会

の議決を求めます。 

  平成２４年３月１日提出 

                            斑鳩町長 小 城 利 重 

  お手元にお配りしております特別会計予算書に基づきましてご説明をさせていただき

ます。まず、特別会計予算書の３５ページをお開きいただきたいと思います。  

  予算総則でございます。特別会計予算書の３５ページでございます。 

平成２４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算 

  平成２４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計の予算は次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０６万円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」

による。 

                            平成２４年３月１日提出 

                            斑鳩町長 小 城 利 重 

  それでは、予算書の３７ページをお開きいただきたいと存じます。 

  この特別会計予算の概要について説明をさせていただきます。まずはじめに、歳入予

算であります。第１款繰越金としまして、前年度からの繰越金３０５万８，０００円を

計上いたしております。次に、第２款諸収入につきましては、預金利子等で２，０００

円を計上いたしております。 
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  続きまして、３８ページの歳出予算でございます。第１款総務費といたしまして、財

産区の維持管理に要する費用４３万３，０００円を計上いたしております。次に、第２

款予備費といたしまして２６２万７，０００円を計上いたしております。 

  以上をもちまして、斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算の説明とさせていただきます。

何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申しあげます。 

○里川委員長 大字龍田財産区特別会計予算について説明が終わりましたので、これに対

する質疑をお受けいたします。 

  委員の皆さんのほうで何かございますでしょうか。小野委員。 

○小野委員 この特別会計というのもいろいろ難しい問題もあると思うんですがね、それ

まあ財産管理費として大体同じように４０万そこそこ必要だということなんですけど、

この今のある予算がなくなるときがでてくると思うんですがね、そのときのことを考え

たら、何か転用するということも検討していって、例えば、いろんな住民のための場所

に使うとか、それとか遊休土地ではないんですね。まあ町の財産っていうのもないんで

すね、財産区の財産ですから。そう簡単にはいかないのかなとは思いますねんけど、何

か検討していかなければいけないように思うんですが、どうなんですかね。 

○里川委員長 西本総務部長。 

○西本総務部長 下司田池でございますけれども、今現在、水利権につきましては４名の

方が持っておられて、４反の田を賄う水利となっております。現在ではそのうちほとん

どの方が田んぼとして植えておられない、いわゆる休耕状態になっておられますが、１

件だけはお植えになってるというふうに聞いております。そういった中で、あと６年ほ

どでこの会計も繰越金が底をつくというようなことでございますけども、その後の管理

費用につきましては、今、町がその下司田池を何をするということでもなく、そういう

水利を持っておられる方がおられますので、やはりこの後はこの財産区の財産を処分を

して、また収入を得ていくという手段しかないものかなというふうに考えているところ

でございます。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 その１件の、もうその耕作地はもう完全に放棄というか、水利権を放棄され

てるんじゃないんですか。４件とかあると、ただ、今休耕されてるということで、その

権利は存続してるんですかね。だから、その４件ですか、農地の方にあれだけの池が必

要なのかなと。別に水利を求めて、その水利権が、最初のときの契約にありますので、
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それはもうないねんというような簡単にはいかないかわかりませんけど、別の方法で水

利を出して、確保して、それで、というようにされたほうが、早く転用とか、もっと住

民のためにいきにいく、それができるんじゃないかなと。今、水利権残ったまま財産処

分っていうのはちょっと難しいんかなと思うんやけど、どういうことが想定できるのか、

ちょっと私には今わかりませんけど。まあ以前その水利権と称して使用権利を出して、

いろいろ問題も起きたという経緯もありますしね。そういうことが、ちょっと勘違いの

ないようにきちっと水利権のある方にも話をしとかないかんし、財産権じゃ絶対ないし

ね、水利権ですから。だからそれについても早く肩の荷、あれが脱げるるような工作も

とっていってもいいんかなと思うんですが。６年ほどですね、６、４、２４やもんね。

このまま同じような経費になるし、だから、それらの経費についてもこれからどないし

て捻出していくんかなということも考えると心配になってきたんでね。まあ早急に、い

ろいろ検討して方針、これから水利権のことを交渉するにしても５年や６年すぐに経っ

てしまいますしね、こうして予算審査さしてもらうにつけても、決算のときも何か心配

ですので。早急にちょっと対忚できるようなことを、立ち上げてもらいたいなと、その

ように思いますけど、どんなもんですかね。同じ答えしか出ないかもしらんけど。 

○里川委員長 池田副町長。 

○池田副町長 今質問者がおっしゃいますように、この財産区の管理についてはもう以前

から非常に重要な検討課題となっております。ただ、今財産区であります。この前裁判

で和解で解決したのは、堤塘部分が町の財産になっております。買収してそれやってお

ります。あれを仮にあの今池を転用するとなったら、やはり近所の方のやっぱりご意見

もあるんですわ。やっぱり近所の方、例えば公園にしたらやかましいと言われる方もお

られます。以前、池で魚釣りやってこれもやかましいと、町に言うてこられました。ま

た、ある自治会、違う自治会ではあの池はそのまま置いてくれと。火事いったときの防

火水槽にもう絶対なる、普通の防火水槽６トン槽よりあの池のほうが安全だという自治

会の方もおられます。そこらの意見調整もあるんで、町としても今、ままで来てますけ

ども、非常に重要だということは認識しておりますんで、ちょっと今もう尐し時間をい

ただきたいと思います。いずれにいたしましても、仮にあれをいったん売却するとなり

ましたときにも、やはりいったん町に一部買うということに、直接、例えば第三者に売

るんかってなってきますんで、もうそのときに第三者に売りますよと、財産区としてね。

ほんで、水利権もいっしょに、そのとき解決してくださいよという方法もあるし、いや、
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それは町の財産区ですので、いったんやはり町有財産にして、それから処分して行くと、

そういう格好には将来的にはなってこようかと考えておりますので。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 いろんな意見が出てくると思うんですよ。あれだけのものですから、まあお

っしゃるように防火水槽というような感じでおっしゃる自治会もありますし、公園にし

たら公園に、まあ騒音がうるさいと。だけど、また公園にして子どもたちを遊ばせたい

と、そういう子ども模擬議会でもいろいろそういう場所が欲しいという子どももいます

し、それは全体的なことを考えていって、やっぱり決断くだすべきだと思うしね。皆さ

んの意見を聞いたら、もうあのまましかできない。あのままで、そのまま過ごされるは

ずがないんでね。財産区にしたときも、そんな状態でしたからね。そやから、やはり危

ないからということで、財産区にして、その費用を捻出して堤塘敷を処分したと。だけ

ど、その中で水利権をまあ言うたら、ちょっと私としたら、誤解されて、そういう釣り

堀のほうに貸しておられた。そのことでそれの立ち退きに、まあ言うたら莫大な費用が、

こちらから払わされた、水利権で、それようで、まあ言うてみたら、ある程度の費用を

もらっている人は知らん顔ですしね。全くそれはちょっと本末転倒いうか、何か勘違い

だというふうに私は思ってます。だから、今回そうして解決してきた中で、さあその次

ということで、いろんな周辺の人の意見を聞くというのは、それは重要なんです。だけ

ど、そのことばっかり聞いてたら、なかなか事業としてできないと思いますので、そこ

らはちょっとある程度のことも辛抱してもらわないかんとこもあるし、その折衷案とい

うのは絶対に全員が賛成することは絶対にありませんから、ある程度の英断をして環境

づくりをやってもらいたい、そのように思います。よろしくお願いしておきます。 

○里川委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○里川委員長 ないようですので、大字龍田財産区特別会計に対する質疑を終結いたしま

す。 

  これをもちまして、総務部・会計室所管に係る予算についての審査を終わらせていた

だきます。 

  ここで２時５５分まで休憩といたします。 

（午後 ２時３４分 休憩） 

（午後 ２時５５分 再開） 
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○里川委員長 それでは再開いたします。 

  ただいまより、住民生活部所管に係る予算審査を行います。 

  まずはじめに、第２款総務費について説明を求めます。乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 それでは、第２款総務費のうち住民生活部が所管いたします予算の概

要につきましてご説明を申しあげます。 

失礼いたしまして、座って説明させていただきます。 

予算書の３９ページをお開きいただきたいと思います。第２款総務費、第１項総務管

理費、第１目一般管理費のうち、第１３節委託料の無料法律相談委託料についてでござ

いますが、奈良弁護士会に委託を行う中で、引き続き年３６回開設をいたしまして、住

民の方々が抱える諸問題について、弁護士によります問題解決について対忚することと

いたしております。その必要経費として１３７万６，０００円を計上いたしております。 

  次に、予算書の４７ページをお開きいただきたいと思います。第１項総務管理費、第

８目交通安全対策費でございます。交通安全施設、交通安全指導など交通安全対策の全

般につきましては、都市建設部建設課で所管いたしておりますけれども、自転車等の放

置防止に関する事業につきましては、環境対策課が所管しているところでございます。

環境対策課としての予算額につきましては、第１１節需用費のうち８，０００円、第１

３節委託料４４万２，０００円と合わせまして４５万円でございます。本年度におきま

しても、ＪＲ法隆寺駅周辺の放置禁止区域内におきまして、放置防止指導員を配置し、

町民の良好な生活環境を確保し、町の美観を維持するとともに、町民生活の安全の保持

を図ることとしております。 

同じページの第９目自転車等駐車場運営費でございます。本年度予算額は１，１５５

万７，０００円を計上いたしております。前年度と比較いたしまして５万３，０００円、

０．５％の減額となっております。予算の財源内訳はすべてその他となっております。

自転車等駐車場の運営につきましては、適切な施設の維持管理に努めるとともに、利用

者の利便性を図りながら、引き続きその運営を行ってまいります。 

  続きまして、予算書の５１ページから５３ページにかけましての第３項戸籍住民基本

台帳費についてでございます。第１目戸籍住民基本台帳費でございますが、本年度は４，

５１２万７，０００円を計上いたしております。前年度と比較して、２，２９７万７，

０００円、３３．７％の減額となっております。予算の財源内訳は国庫支出金が７万８，

０００円、県支出金３万６，０００円、合わせて１１万４，０００円。その他で１，０
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１４万１，０００円、一般財源が３，４８７万２，０００円となっております。主な予

算の内容につきましては、住民記録や戸籍システム等の機器の委託料が３９４万４，０

００円、電算ソフト等の使用料及び賃借料１，１２８万６，０００円などとなっており

ます。窓口業務の遂行にあたりましては、親切丁寧な対忚に心がけており、個人情報の

取り扱いには細心の注意を払いながら万全を期して事務の遂行にあたっているところで

ございます。また、本人確認を行うなど、虚偽申請の防止にも努めております。  

また、町の施設でございます西公民館、東公民館、生き生きプラザ斑鳩の３施設で行

っております住民票の写し等の交付につきまして、住民の皆様の利便性を図るため、引

き続き实施をしてまいります。 

  以上、第２款総務費のうち、住民生活部の所管に係ります予算の説明とさせていただ

きます。何とぞよろしくご審議をいただきますようお願いを申しあげます。 

○里川委員長 説明が終わりましたので、第２款総務費について質疑をお受けいたします。 

  いかがでしょうか。飯髙委員。 

○飯髙委員 交通安全対策ということで、工事費が安全施設整備の工事ということで上が

っておるんですけども、交通安全に。 

○里川委員長 放置自転車だけです。 

○飯髙委員 自転車等の駐車場運営ということでされてるんですけど、過日の一般質問で

も申しあげましたように、やはり自転車の事故がふえてるということで、啓発もひとつ

の大事な手かなと思います。こういう中におきまして、また駐輪場においての啓発をし

ていただければいいかなと思うんですけども、いかがでしょうか。 

○里川委員長 藤川都市建設部長。 

○藤川都市建設部長 交通安全の教育ということで、で、その啓発につきまして、また、

どういった形でそれを掲示するかといったこともあるとは思いますけども、担当課とま

た調整をしながら、取り組むよう検討してまいりたいと思います。 

○里川委員長 よろしゅうございますか。 

  ほかに。小野委員。 

○小野委員 部長の説明をちょっと聞き漏らしたんかわかりませんけども、５１ページの

戸籍住民基本台帳費ですが、２，２９７万７，０００円、比較で減になっとるんですが、

何か大きなものが要らなくなったっていうか、昨年度にはこういうものをしたのでとい

うことでなくなったというのがあるんだったら、ちょっと教えてほしいんですけどね。 
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○里川委員長 清水住民課長。 

○清水住民課長 昨年と比べて比較して２，２９７万７，０００円減っておりますのは、

システムの改修がことし２３年はございましたが、その分が来年度はないということで、

それで減になっております。内容につきましては、平成２４年度につきまして、外国人

登録法がなくなりまして、住基法の中に入ってしまいますので、そのシステムの改修で

ございます。 

○里川委員長 よろしいですか。 

  ほかに、委員さんのほうで何かございますでしょうか。伴委員。 

○伴委員 ５２ページの１４の使用料及び賃借料のこの電算機使用料、先ほど今、課長答

弁された、これ、関連してるんか。これもやっぱりこれ、昨年から金額が半分以下にな

ってるんですが、これも同じような感じで小さなっとるわけですか。 

○里川委員長 清水住民課長。 

○清水住民課長 この分につきましては、ソフト使用料がちょっと減っておりますので、

その分が減になっておりますので。 

  電算機使用料、住基ネットの分でございます。それが減っておりますので。  

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 今、課長の答弁で、住基ネットの分が減って、昨年２１９万３，０００円のも

んが、これ１０５万ぐらいになってますわな。これ、ちょっとようわかりまへんねん。  

○里川委員長 清水住民課長。 

○清水住民課長 失礼いたします。住基ネットのほうがリースが切れまして再リースのほ

うが入ってまいりますので、それで減っております。１年間だけ再リースを行いますの

で、その分で１００万減っておりますので、よろしくお願いいたします｡ 

○里川委員長 ほかに委員さんのほうで何かございますか。小野委員。 

○小野委員 先ほどの飯髙委員の関連で、４７ページの８目の１３節、これは民生やね。

放置防止指導業務委託料っていうことで予算計上されてますが、防止指導業務っていう

のはどういうものなのか、ちょっと具体的に教えてもらいたいと思います。 

○里川委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 放置自転車の放置防止指導業務につきましては、条例で定められて

ます自転車等の放置禁止区域内での巡回指導、その禁止区域内に自転車をとめようとさ

れる方について、ここは禁止区域内なので駐車は禁止ですという指導と、もうひとつは
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既にとめられている場合、ここは放置禁止区域ですという警告札を取りつける作業を１

日２時間、週３日行っております。それをシルバー人材センターに委託しております、

その委託料であります。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 会符っていうんですか、あれをつけるのはわかるんですがね。その方たちが

パトロールされとるときに、例えば、放置しようというんですか、とめようとしとる方

に、何かその腕章とかそういうものを、シルバー人材センターにということじゃなく、

何かそういうことで注意されて、そういうトラブルがあるとか、そういう心配もあると

思うんですが、それらのついての手当はどのようにされてるんですかね。 

○里川委員長 小城町長。 

○小城町長 これはもう朝７時から２時間ということで、週３回、法隆寺駅前の禁止区域

等、そして、特にごみの関係等シルバー人材さん、ごみを拾いながら点検をされるとい

うことで、非常に効率はいいと思いますし、またそういう服装をされていますから、や

っぱり私は唯一この沿線でこの法隆寺のＪＲ駅前がきれいなのは、やっぱりそういう２

時間でもそういうことをされてると。三郷でも王寺でも、なかなかできませんねんとい

うことで、いい方法おまへんかということも聞きますけども、うちの場合は、やっぱり

そういう点では非常にきれいでありがたいなと思っております。これはシルバー人材の

方が週３回、２時間と、今、栗本課長が答弁したように、そういうことでございますの

で、これもひとつよろしくお願いします。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 町長、そうはどうのこうのじゃなくて、私が心配してるのは、例えば通勤の

方が、そこへぱっと自転車置いて、急いで乗りにいこうとしてるのに、いや、ちょっと

困りますよと、この方たちが見つけて言われたときに、トラブルが起きないのかなって

いうのが心配なんですよ。注意することに対して勇気を持つというのはいいことなのか

ね、それをもうすぐにそういう方やということがわかるように、そういう服装って、町

長は今「服装」と言うてもらってるけど、環境の何か服装なんかわかりませんけど、わ

からないけど、そういう委託を受けてる、急いでる人に限ってあんたに言われる筋合い

ないやろというような絡み方もするかもわかりませんしね。そんなことに対しての何か

トラブルがあったとかいうような報告とか、そんなんはないんですかね。 

○里川委員長 小城町長。 
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○小城町長 小野委員ご心配のように、今２人１組ですから、２人で回ってますから、相

手方がおっしゃっても、そういう点ではやっぱり違法のとこですから、そういう点につ

いてはやっぱり勇気ある処理をしていかなかったら、必ずおっしゃるのは、こういう問

題起こったらどうされますかと、我々一生懸命こうして、まあ言うたら、地域を守ろう

としてやっとるのに、向こうから一方的にいかれた場合はどうですかと、いうことにな

りますけども、やっぱりそういう点についてはやっぱり禁止区域ですから、そこらひと

つこれからもその方々の２人１組でやっていきたいと思います。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 私がなぜこのようなことを心配するのかいうのは、気が弱いっちゅうことも

ありますけどね。安協でね、今もしていただいてるんやと思いますけど、迷惑駐車のあ

れを夜貼りに歩いてるときに、何か団体で歩いてるんですよ。何か悪いことしてる、貼

ってるような感じで、みんながその安協のメンバーが思ってるときがあるんですよ。だ

から、その迷惑駐車されてる人が悪いんやけど、それを貼るということが、何かこう後

ろめたいじゃない、何か悪いことしてるような、こそこそ貼ってるような感じもするか

らね。なかなか大変な委託だと思いますし、不幸にもトラブルに巻き込まれられたら、

いろいろ問題もあるし。安協で貼っていって、もしトラブルがあったらパトロールカー

もその日は回ってくれてました、今はどうなんかはしりませんけど。だから、もし、そ

ういう迷惑駐車の貼っていってトラブルになったら、すぐに呼んでくれということも言

うてもらえてたんですがね。こういうことをやっていただけることにはありがたいんで

すが、できるだけトラブルに巻き込まれないような対忚だけはお願いしたいなとそのよ

うに思います。以上です。 

○里川委員長 ほかにございませんか。 

ないようでしたら、ちょっと私のほうもお尋ねしたいと思います。 

  今問題になっておりました４７ページの放置防止指導ですけれども、これにつきまし

てはもう長いことやっていただいてますし、ごみを实際拾いながら回っていただいてい

るのは、私はもうずっとお見かけしております。それにあわせまして、法隆寺の駅がき

れいになってからああいうふうに回っていただいていて、随分前に比べたら放置自転車

の台数が減ってきてるんじゃないかなという印象は、私あるんですけど、实際的には現

状どうなんかなと。放置自転車の数がどんな状況かなっていうのが私自身はつかめてな

い、ただ、自分が勝手に感じてるだけなんで、实数としてはどうなんでしょうね、傾向
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は。教えていただけたら。栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 放置禁止区域内での移送台数につきましては、平成２４年１月、２

月末現在で２７台、平成２２年度の１年間の实績で３６台ということで、これ、平成９

年度から实施しておりますけども、当初から比べると随分尐なくなっているところであ

ります。 

○里川委員長 はい、本当にやり始めたころは、もうすごい多くて、車一杯に積んでとか

あったけども、本当に減りました。でも、これやめたらまたあかんねやろうと思います

んで、続けてこういうふうにやっていっていただいて、ごみも本当に拾っていただいて

るんで、駅前が、町長先ほどおっしゃられたように、きれいと思いますので、続けてく

ださい。 

  それと、同じページにあります自転車等駐車場の運営業務委託。これは斑鳩町の身体

障害者の協会のほうへこれまでから委託をしてきたと思うんですが、時間給換算をした

りする中で、町の臨時職員さんの賃金を下げたりしたりして、この委託料もいろいろ下

げるたら、いろんな話になって、私たちはそういうことはしたらあかんということもず

っと申しあげてきたわけなんですけれども。今回、ちょっと委託料若干減ってるんです

けれども、そういう賃金の関係とか、委託の仕方とか、そういう点では若干減額にもな

ってることもありますので、この際ですので、確認をしときたいんですが、ここで働か

れる方の、労働する方の条件としては悪くなっていないんでしょうね。今どんな条件で

働いておられるんでしょうか。栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 まず、予算が平成２３年度と比べて若干減ってる件につきましては、

平成２３年度につきましては閏年で３６６日、平成２４年度は３６５日で計算をしてお

りますので、その分が減尐をしております。 

  斑鳩町身体障害者福祉協会に委託をしております。１日８時間勤務で１日当たり５名

の従事者で勤務をしていただいております。委託料で契約をしておりますけども、その

積算につきましては、時間単価を７５０円に設定をいたしまして、８時間の５名の３６

５日、それとあと、営業時間が午前６時から午後１０時まででございますけども、その

後、残務整理、夜間金庫にお金を納める残務整理の期間を３０分間１名見ておりまして、

合計１，１０８万７，０００円の委託料というふうになっております。 

○里川委員長 臨時職員さんの賃金も、私たちはできるだけやっぱりしっかり働いていた

だきたいし、そして、賃金を下げるっていう、暗に下げるっていうような考え方にする
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と、やっぱり人材が集まらないという話も以前からしてきました。身体障害者福祉協会

のほうにおきましても、障害があっても頑張って働きたいと思う方たちが、長時間働く

のは大変だけれども、半日交代でもできるだけ多くの方に働いていただけるよう、賃金

体系とかも十分考慮しながら、今後も進めていっていただきたいなというふうに思って

おります。 

  それと、５２ページのところで住民票などを西・東公民館や生き生きプラザのほうで

も発行しているということで説明がありましたけれども、私たちは３郵便局で発行して

いるところから、この西・東公民館、生き生きプラザへの発行へ変更していったという

経緯があります。そのときに一番心配したのは利便性の問題なんですが、住民さんの利

便性はどうなんだろうか、そういうふうにして大丈夫なんだろうかということを心配し

ながらも、その後を見ながらと思ってました。 

  で、なんですけれども、西、東、生き生きプラザでの利用の状況っていうのは、３郵

便局で発行しているときと比べてどんな状況なんでしょうか。清水住民課長。  

○清水住民課長 郵便局で発行してますときと比べますと、やっぱり減でございます。何

でかと申しますと、郵便局に行かはったお実様が相続とかのときに、もう郵便局で戸籍

をそのままとられるんですわ。郵便局の、だからその窓口で隣にございますので、それ

で発行するいうことで、それでちょっとやっておられたんですけども、公民館にまいり

ますと、そういうことはしても丸々の住民票発行とか、印鑑証明の発行だけになります

ので、それで減にはなっております。 

○里川委員長 私たちはそれを心配していたんですけれどもね。できるだけそうやって本

庁以外で利用される場合、利用しやすい状況のために、ここにお金をかけてやっていっ

てるということであれば、利用状況を見る中で今後縮小するのではなくて、そういうこ

とができる場所を広げるという考え方に立って、財政状況もありますけれども、高齢化

社会に向けて、いろいろ問題があって、デマンドバスとかそういう話も出てますけれど

も、いろんな方が高齢化に向けて足がないという中で、不便だとか、いろんなことがあ

りますが、今後もこういう問題もあわせて十分に町としては検討していっていただきた

いということをお願いだけしておきます。 

○里川委員長 ほかに。小城町長。 

○小城町長 この関係等については、議会のそういう皆さん方からですね、郵便局は廃止

をしたほうがええやないかというご意見等いただいた中で検討してきて、中央公民館と
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か、東・西、あるいはこういうことになってきたのでございますので、なるほどそれは

郵便局はお金を払いますから、それだけの手数料を払いますからね、やっぱりそういう

点についてはやっぱりそういういろんなことがありますけども、やっぱり議会の中でや

っぱりそういうひとつこういうこともあるから、費用対効果を考えたら、もうやっぱり

できたらこういう中央公民館や、東、西とか、そういうとこに手を広げたほうがいいん

じゃないかという、ひとつの案を参考にさせていただいてやってるということでござい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○里川委員長 それはもちろんわかっているんですけれども、費用対効果の。でも、それ

とあわせて利便性ということにも私は心配をしておりましたので、今後の動向も見る中

で高齢化社会に向けての検討課題というような形で、このままでいいのだろうか、もう

尐し広げなければならないのだろうかというような状況を、また検討していかなければ

ならないということ、考えておいていただけたらなというふうに思っております。  

ほかに、委員皆さんのほうで何かございますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○里川委員長 ないようですので、これをもって第２款総務費に対する質疑を終結いたし

ます。 

  続きまして、第３款民生費について説明を求めます。乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 それでは、第３款民生費につきましてご説明を申しあげます。 

  失礼させていただいて、座って説明させていただきます。 

  まず、予算書の１３ページをお開きいただきたいと思います。 

  第３款の民生費につきましては、本年度は２５億７，７１７万６，０００円を計上さ

せていただいておりまして、前年度の予算額と比較いたしまして、９，７８８万８，０

００円、３．９％の増額となっております。 

  それでは、各科目ごとにご説明を申しあげます。 

  予算書の５６ページから５８ページをお開きいただきたいと思います。 

  第１項の社会福祉費の第１目社会福祉総務費でございます。本年度は３億３，４０１

万２，０００円を計上しております。前年度と比較して５４６万５，０００円、１．

７％の増額となっております。予算の財源内訳は国庫支出金で９，１２４万３，０００

円、その他で３６万８，０００円、一般財源で２億４，２４０万１，０００円となって
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おります。主なものは職員に係ります人件費、国保特別会計等への繰出金及び社会福祉

協議会等への補助金でございます。地域福祉の推進役であります社会福祉協議会と連携

し、地域福祉の向上に向け取り組んでまいります。 

  また、５７ページから５８ページにかけまして、第２８節の繰出金では、国民健康保

険事業特別会計に対する繰出金として、基盤安定繰出金、職員給与費等繰出金、出産育

児一時金繰出金、財政安定化支援事業繰出金の制度上の負担割合に忚じて支援する法定

繰出金、１億９，１６９万６，０００円のほか、その他一般会計繰出金として平成２２

年度における介護納付金に係る赤字分を支援する法定外繰出金１，６１７万１，０００

円、合わせて２億７８６万７，０００円を計上いたしております。 

  次に、５８ページでございます。第２目国民年金事務取扱費でございます。本年度は

８９０万円を計上いたしております。前年度と比較して９万６，０００円、１．１％の

増額となっております。予算の財源内訳は国庫支出金で５６５万５，０００円、一般財

源で３２４万５，０００円となっております。職員の人件費と電算ソフト使用料などを

計上いたしております。国からの委託を受けて、第１号被保険者の資格関係届や保険料

免除などの手続のほか、年金の受給や納付の期間に関する窓口相談などに努めておりま

す。 

  次に、５８ページから５９ページの第３目老人福祉費でございます。本年度予算額は

６，９８２万６，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較して、９６万

３，０００円、１．４％の減額となっております。予算の財源内訳は県支出金で１０６

万円、その他３４６万３，０００円、一般財源で６，５３０万３，０００円となってお

ります。安定した高齢者福祉の实施のため、敬老会の開催や介護保険制度によらない施

策などについて、この目により予算を計上するものでございます。第１９節負担金補助

及び交付金では三室園組合への負担金や老人クラブへの助成など、３，７３３万２，０

００円を計上しております。また、第２０節の扶助費では養護老人ホームへの入所に係

る措置費１，１７２万６，０００円のほか、在宅寝たきり老人介護手当の支給、高齢者

優待券の交付、ひとり暮らし高齢者に対するサービスの費用を計上いたしており、引き

続き、高齢福祉事業に取り組んでまいります。 

  次に、５９ページから６０ページの第４目老人憩の家運営費であります。本年度予算

額は１，９４１万３，０００円を計上いたしておりまして、前年度予算と比較いたしま

して１５７万４，０００円、８．８％の増額であります。予算の内訳は、その他で３万
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３，０００円、一般財源で１，９３８万円となっております。高齢者の憩いの場や、レ

クリエーションの場である老人憩の家の運営に係る経費であります。焼却場の廃止に伴

いまして、燃料費及び光熱水費を増額して計上いたしております。 

  次に６０ページから６１ページの第５目医療対策費であります。本年度は１億７，５

２４万６，０００円を計上いたしております。前年度と比較して１，０５１万９，００

０円、６．４％の増額となっております。予算の財源内訳は県支出金で４，３５７万２，

０００円、その他で４７万６，０００円、一般財源で１億３，１１９万８，０００円と

なっております。医療費助成につきましては、県の補助を受けながら、高齢者、子ども、

障害のある人、ひとり親家庭などそれぞれの対象者に対して医療費の自己負担分を助成

し、経済的な負担の軽減と受診機会の確保に努めております。子ども医療費の助成では

平成２２年度において、その対象を中学生まで拡大するとともに、所得制限を撤廃し、

一部負担なしで实施しているところであり、本年度は前年度と比較して１，０００万円

増の９，５００万円を計上いたしております。また、心身障害者医療費の助成、重度心

身障害者老人等医療費の助成では、県基準に加えて身体障害者手帳３級、療育手帳Ｂ１、

Ｂ２保持者まで拡大した上で、一部負担なしでの实施で行っております。その他の福祉

医療制度におきましても、県基準と同じであっても一部負担なしで助成を行っていると

ころでございまして、これまでの助成件数、助成単価等实績を勘案して予算を計上いた

しております。 

  次に、６１ページの第６目人権対策費でございます。本年度予算額は６７万円７，０

００円を計上いたしております。前年度予算額と比較して６万２，０００円、８．４％

の減額でございます。予算の財源内訳は、県支出金で２５万１，０００円、一般財源で

４２万６，０００円となっております。部落差別をはじめ女性や高齢者、障害者、外国

人等に対するさまざまな差別や人権侵害は根強く残っており、昨今は特に、児童への虐

待がクローズアップされているところでございます。県の啓発連絡協議会と連携を図り

ながら、引き続きあらゆる差別の撤廃や人権侵害に対する取り組みを進めてまいりたい

と考えております。 

  続きまして、６１ページから６２ページの第７目あゆみの家管理運営費でございます。

本年度予算額は４１万６，０００円を計上いたしており、前年度予算額と比較して４，

０００円、１．０％の減額であります。予算の財源内訳は、その他で３６万２，０００

円、一般財源で５万４，０００円となっております。あゆみの家の警備や施設維持など
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管理運営に係る経費を計上いたしております。 

  次に、６２ページから６４ページの第８目障害福祉費でございます。本年度予算額は

３億９，３１９万７，０００円を計上しております。前年度予算額と比較して６，３４

４万９，０００円、１９．２％の増額となっております。予算の財源内訳は、国庫支出

金で１億７，１８６万円、県支出金で８，５９１万８，０００円、合わせて２億５，７

７７万８，０００円、その他で６６６万３，０００円、一般財源で１億２，８７５万６，

０００円となっております。この目は、障害者自立支援法に基づくサービスの給付が過

半を占めており、第２０節の扶助費で支出する腎臓疾患に係る人工透析や心臓疾患によ

るペースメーカー植え込み手術等に対する更生医療費や居宅介護、施設入所支援などの

サービス利用者に対する介護給付・訓練等給付費の支出の増加が目全体の増加の主な要

因となっております。障害福祉の施策においては、平成２４年度から県からの権限移譲

により、身体障害者と知的障害者の相談員を設置、また、難病患者等に対するホームヘ

ルパーの派遣を開始することといたしました。さらに障害児通所サービスと児童デイサ

ービスについて、法体系を児童福祉法に一本化したことで、福祉型児童発達支援と医療

型児童発達支援等に再編成し、町が实施することとなり、必要な予算を計上いたしてお

ります。第１３節の委託料では、障害者の日中の創作的活動や生産活動の機会を提供し、

社会との交流促進等を行う地域活動支援センター事業や、障害者の外出を支援する障害

者移動支援事業、障害者やその家族からの相談に忚じ、必要な情報の提供及び助言を行

う障害者相談支援事業、及び高齢者や障害者団体に対するリフト付バスの運行事業の委

託料などを計上いたしております。第１９節の負担金補助及び交付金では、地域活動支

援センターの運営に対します他市町村への負担金や王寺周辺広域休日忚急診療施設組合

に設置しております自立支援認定審査会に要します費用の当町負担分、及び西和７町で

設置しております西和７町障害者自立支援協議会の当町負担金を計上いたしております。

引き続き、自立支援法の制度内容の周知等、必要な情報提供を行うとともに、さまざま

な相談に対忚しながら、障害者の自立支援、社会参加の促進支援に努めてまいります。  

  次に、６５ページから６６ページの第９目ふれあい交流センターいきいきの里管理運

営事業費でございます。本年度予算は３，３３５万５，０００円を計上いたしておりま

して、前年度予算額と比較して、７１万８，０００円、２．１％の減額でございます。

予算の財源内訳はその他で６３１万８，０００円、一般財源で２，７０３万７，０００

円となっております。ふれあい交流センターの臨時職員の賃金や施設の維持管理等に要
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する経費を計上しているものでございます。引き続き利用者の皆様が楽しくご利用いた

だけるよう、その運営に努めてまいります。 

  次に、６６ページの第１０目介護保険事業繰出金でございます。本年度予算額は２億

７，７８３万７，０００円を計上しておりまして、前年度予算額と比較して２，７９０

万２，０００円、１２％の増額となっております。予算の財源内訳は、すべて一般財源

となっております。この目は、介護保険事業特別会計への繰出金であります。介護保険

の給付に係る町の法定負担分、１２．５％に当たる介護給付費繰出金２億２，１９９万

２，０００円のほか、地域支援事業費の町負担分、また職員の人件費や事務費に係る経

費としての繰出金でございます。 

  次に、６６ページから６７ページの第１１目総合保健福祉会館管理運営費でございま

す。本年度予算額は３，２４８万円を計上いたしておりまして、前年度予算額と比較い

たしまして７６万円、２．３％の減額でございます。予算の財源内訳は、その他で１０

１万７，０００円、一般財源で３，１４６万３，０００円となっております。これは、

管理運営に要します経費が主なものでございます。開館いたしまして３年半がたち、保

健・福祉の拠点として、小さな子ども様からお年寄りまで多くの皆様にご利用をいただ

いております。また、生き生きプラザ斑鳩の敷地内の木々や草花が来館する方々に心地

よく感じられるよう、地域住民の方々にガーデニングボランティアとして登録をいただ

きまして、植栽管理をしていただいております。また、植栽管理の知識を深めていただ

くために、講習会の講師謝金等を予算計上いたしております。今後も、この施設が町民

の皆様に気軽にご利用いただける施設として、その運営に努めてまいりたいというふう

に考えております。 

  次に、６７ページの第１２目後期高齢者医療費でございます。本年度は、２億７，８

５２万２，０００円を計上いたしております。前年度と比較して、１，３５６万１，０

００円、５．１％の増額となっております。予算の財源内訳は、県支出金で３，１５６

万３，０００円、一般財源で２億４，６９５万９，０００円となっております。増額と

なっている要因につきましては、奈良県後期高齢者医療広域連合から示された療養給付

費負担金の増によるものでございます。後期高齢者医療制度の医療給付に要する費用に

係る町の法定負担分を広域連合に納付するほか、この制度に係ります町の事務経費、広

域連合の運営にかかる経費の負担、そして低所得者に対する保険料の軽減措置に係る補

てん分を後期高齢者医療特別会計に繰り出すものとなっております。 
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  次に、６８ページの第１３目旧老人保健医療給付費であります。老人保健特別会計に

つきましては、法令の規定によりまして、平成２２年度をもって廃止され、新たな医療

の給付はございませんが、なお整理が必要なものも想定されることから、平成２３年度

以降は一般会計で執行しておりまして、本年度は、医療給付費や医療費支給費などの費

用１１万８，０００円を計上いたしております。予算の財源内訳は、国・県支出金で４

万３，０００円、その他で５万６，０００円、一般財源で１万９，０００円となってお

ります。 

  続きまして、６８ページから７０ページの第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費

でございます。本年度予算額は２,２６９万５，０００円を計上いたしております。前

年度予算額と比較して２２６万４，０００円、１１.１％の増額となっております。予

算の財源内訳は、国庫支出金で１９６万６，０００円、県支出金で１５９万３，０００

円、合わせて３５５万９，０００円、一般財源で１，９１３万６，０００円となってお

ります。この目は、児童福祉事務に係る職員の人件費と、保育園や学童保育室の運営、

子ども手当等以外の事務に係る費用を計上しているものでございます。保育園保育料の

算定における控除等の取り扱いに係る電算システムの変更に要する経費により増額とな

っております。また、つどいの広場や一日里親会の实施に係る経費を計上したほか、幼

児２人乗り自転車購入の助成について、前年度当初予算より増額させていただいている

ところでございます。 

  次に、７０ページから７２ページの第２目保育園費でございます。本年度予算額は３

億９,０４３万１，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較して７，５

２１万５，０００円、２３．９％の増額となっております。予算の財源内訳は、国庫支

出金で２，９４８万２，０００円、県支出金で１，４４１万３，０００円、合わせて４，

３８９万５，０００円、その他で１億２，３６２万円、一般財源で２億２，２９１万６，

０００円となっております。この目の主な内容は、保育士などの保育所職員に係ります

人件費と臨時保育士の賃金及び広域入所委託料等でございます。町立保育所の入園予定

児童の増加に伴います保育士等の増員を図りながら、これまでどおり、乳児保育や延長

保育、一時預かりなどの特別保育事業を取り入れ、また、電話相談や園庭開放、家庭支

援講座等を通して、地域での子育て支援事業の充实も努めてまいります。また、たつた

保育園の給食調理・洗浄業務の委託料として９１５万６，０００円を計上いたしました

が、より安心で安全な給食を实施するため、栄養士を新たに１名配置することといたし
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ました。さらに広域入所委託料として９，２５６万６，０００円を計上し、勤務時間、

勤務先等の都合で、他市町村への保育への入所の希望に対忚できるよう努めてまいりた

いと考えています。 

  次に、７３ページの第３目学童保育運営費でございます。本年度予算額は２，２０２

万１，０００円を計上いたしておりまして、前年度予算額と比較して９０万８，０００

円、４．３％の増額となっております。予算の財源内訳は、県支出金で６３６万円、そ

の他で１，２４８万１，０００円、一般財源で３１８万円となっております。共働き家

庭が一般化する中、多くの児童が利用しておられる学童保育室の運営経費を計上してい

るものでございます。平日は、放課後から午後６時３０分まで、土曜日や夏休み等の学

校休業日には、午前７時４５分から午後６時３０分まで開室し、保護者の皆様のニーズ

に対忚しながら、児童の健全育成に努めております。 

  次に、７３ページから７４ページの第４目子ども手当（仮称）子どものための手当事

業費、子ども手当支給事業費でございます。本年度予算額は、５億１，８０２万８，０

００円を計上しており、前年度予算額と比較いたしまして１億１９３万６，０００円、

１６．４％の減額となっております。予算の財源内訳は、国庫支出金で３億６，４４１

万８，０００円、県支出金で７，７４１万８，０００円、合わせて４億４，１８３万６，

０００円、その他で４，０００円、一般財源で７，６１８万８，０００円となっており

ます。現行の子ども手当の支給に関する法律は、本年３月３１日をもって期限となるた

め、４月以降に子どものための手当を支給するよう、現在、児童手当法の一部を改正す

る法律案が国会に提出されているところでございます。子どものための手当では６月分

から所得制限が設けられることとなっているところでありますが、法改正の見込みが不

透明とされており、当初予算では、ほぼ現行と同様に算定したものでございます。なお、

平成２４年２月分から５月分を平成２４年６月に支給することとなっており、２月、３

月分が現行の子ども手当、４月、５月が新しい子どものための手当となるものでござい

ます。 

  最後に、７４ページの第３項災害救助費についてでございますが、本年度予算額は２，

０００円を計上いたしましたが、万が一の災害の発生に備え、早急な対忚が図れるよう

に名目予算となっております。 

  以上で､第３款民生費の説明とさせていただきます。何とぞ、よろしくご審議を賜り

ますようお願いを申しあげます。 
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○里川委員長 ご苦労さまでした。ただいま説明が終わりましたので、第３款民生費につ

いて質疑をお受けいたします。辻委員。 

○辻委員 まず、５７ページの民生費の福祉費で負担金補助金で、社会福祉協議会の補助

金が４３３万かな、去年より増額している主な内容についてお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○里川委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 社会福祉協議会への補助の増額ということで、主なものといたしまして

は、まず人件費がございます。局長を兼務しております常務理事が退職する一方で、新

規の嘱託職員を採用することの予算を計上させていただいているものであります。また、

包括支援センターから１００％人件費を出しておりました事務局次長につきまして、そ

の半分に当たる金額を今回は法人の直接の会計から出させていただくということであり

ます。また、リフトバスに対忚する職員につきましても、交代をするということで、そ

の差額分が増加しているということでご理解をいただきたいと思います。 

○里川委員長 辻委員。 

○辻委員 事務局長が今度退職されるということで、また、後任についてはまた適切な人

材を配置をよろしくお願いしたいと思います。 

  続いて、５９ページの高齢者優待交付事業ですけども、一忚、考え方として、いろい

ろ今バスカードがこれだと思うんですけども、バスカードについてはなかなか利用しに

くい方もかなりいろいろおられるということを聞いてますし。交通機関のそばにあると

こは利用できますけども、今後、今、町長が言われましたように、デマンドバスですか、

それらの今後の検討もされてる中で、この高齢者優待、私ももうちょっとしたらもらえ

ますけども、欲しいなという気もありますけども、一忚、これらも一緒に、これからの

高齢者福祉の中で、福祉の後退はあり得ないということで言われてますけども、今後や

っぱり高齢者福祉もこんだけ財政逼迫の中で、できたらやっぱり尐子化対策のほうに力

を入れてもらう中で、またこの高齢者福祉についても今後やっぱり見直しを検討するべ

きではないかなということで、私は思っておりますけども。またその辺、またいろいろ

今後の施策もありますけど、私の個人としてはこれからの高齢者、私も高齢者にはいり

ますけど、今後の高齢者施策について、やっぱり今後、やっぱり財政の範囲内で、やっ

ぱり有意義な高齢者施策を進めてほしいということで、これはもうまた今回はすぐに返

答はできませんけど、まだ、追々また協議させていただいて、いうように、これはもう



－ 89 － 

要望でさせていただきます。以上です。 

○里川委員長 ほかに委員の皆さんのほうで、何かございますでしょうか。 

  小野委員。 

○小野委員 今のリフトバスの運転手が交代するっていうような表現、課長されてたけど、

それで金額がちょっと変わるということをおっしゃいました、どういうシステムになっ

てるんですか、バス運転手として雇ってはるのか、どういうことなのか。ちょっと具体

的におしえてくれますか。システムでどういう。 

○里川委員長 乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 リフトバスの運行につきましては、そのシステムそのものは、従前、

今年と来年と変わるということではございません。その運転手がことし一人採用させて

いただいて、今運転している者については社会福祉協議会のほうの事務を中心に当たっ

ていただくということになりますので、今度採用させていただいた人がそのバスの運転

手を主にするということになりますので、運行そのものについては変わらないというこ

とでございます。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 それで予算の、差がついてくるということで理解していいのか。 

  それじゃ、続いてちょっと質問してよろしいですか。 

○里川委員長 はい。 

○小野委員 また、町長は、またカラオケかということですが、カラオケです。６６ペー

ジのこれはどこの、ふれあい交流センターいきいきの里の管理運営費の中の１４節です

かね、カラオケ通信の使用料とそれから機器使用料、それとその次のページ６７ページ

に総合福祉会館ですね。そこの同じく１４節になるんですが、カラオケ回線の使用料、

これ金額並べてみたら、何かいきいきの里のほうがほぼ倍になってるんか、両方ともね。

だから、これはどういうあれでなるのか。その機種が違うのか、どういうことなんです

か。 

○里川委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 合計の金額で、いきいきの里のほうが多いということにつきましては、

いきいきの里につきましては、カラオケの部屋が２室といいますか、２つございまして、

生き生きプラザのほうは１つということでございます。 

○里川委員長 小野委員。 
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○小野委員 最近、そのいきいきの里のほうへ行ってないんですが、以前は１室にカラオ

ケの部屋があったと思うんですがね、それで最初から２つあったんかな。それで、これ

は同じような機種で、ちょっとこちらではわからないかわからんけどね、先ほどちょっ

と、あこのいかるがホールのことでちょっと町長にまたお願いしたいんですけどね、機

種が違うんですよ、あそことね。だから、むこうのそういう費用っていうのもちょっと

今手元にないのでわからないんで。私は、こちらのほうの機種を全般的に奈良県なんか

は、その機種がたくさん、ほとんどのカラオケ喫茶などはこの機種なんです。いかるが

ホールのはいろんな事情があって、関東方面の、奈良県でも１か所か２か所、併用して

も使ってるものはあるんですけど、これらの金額を検討してもらって、また町長、機種

の変更も思い切って、先ほどいかるがホールでちょっと答弁もろうててんけど、予算の

範囲内で考えるということで、そこらも一忚検討の課題でぜひお願いしたいなと。この

２台を入れて、２セットというんですかね、そのカラオケの機械が入れてあったら、こ

れ倍ほどかかってるということやしね、まあワンセットいったら、今、あこで支払いし

てはんのはどれぐらいなのかはちょっとわからないですがね。それらをちょっと検討し

てもえたらありがたいと思います。これはいろいろ勉強するほうの、町長、一緒に考え

てください。 

  それと、これはどのページと言うたらわからないんですがね、ちょっと保育所の運営

のことで、ちょっと疑問がありますので。というのは、入園式っていうのが、例えば０

歳児ですか、０歳児で誕生日が来て１歳になって、入園、年度の途中で入園してる、そ

の子どもがそのままずっと年長まで行く間に、入園式というものを経験できないんです

ね。できないと思うんです。というのは、今度の入園式にも、年尐っていうのか、どう

いう表現したらいいのかな、年尐で新しくそこへ年尐に入ってきた子ども、年尐で新し

く新入園児だけが入園式に参加できる。多分。それで、ちょっとそれはもう既に０歳児

のときに誕生日が来て入園してると。だから、新たに入園式に行くというのはおかしい

とかね、いう判断か何か知らないんですがね、まあはっきり言うて、私の孫がそうなん

ですよ。もう０歳から行っていて、今度年長になるんですけど、入園式というのは参加

してないんです。できないんです。だから、今通知出してるのが、新たに入園される子

どもと親が入園式に参加している。そういう形になってると思うんですが。そのスペー

スの問題もあって、たくさん、常時そうして入園式にみんな参加してもらうということ

ができないのかわかりませんけど、その子どもにしてみたら、卒園式には出たけど、入
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園式には自分の入園式には出てないということが起きてくるんです。それらについて、

担当として、何も聞いてないのか、その点はわからないですか。 

○里川委員長 小城町長。 

○小城町長 これはもう０歳児、７カ月になって、３歳未満児をとっておりますから、３

歳、年尐の方が入ってくるっていうのは入園ということで、それは小野委員がおっしゃ

るように、そういう矛盾は生じてくると思います。ただ、やっぱりその入園を３歳、年

尐でするのかしないのか、そういうことも、これからのやっぱり検討項目になってくる

んじゃないかと。やっぱりその３歳未満児で、生まれて７カ月以後、町はやってますか

ら、そういうことの関係等は出てくるんじゃないかと。そこはひとつまたこれから、今

後の調整をしていかなきゃならないと思っております。 

○里川委員長 小野委員。 

○小野委員 ３歳児未、え、何ていう、３歳未満、３歳児で、一忚制服というあの形で、

それから登園していくんです。もう０歳児のときから登園はしているんやから、そのと

きに新たに入園式というのもおかしいなという考え方も出きるんですがね。やっぱり制

服にかわった時点でのね、その入園式に新たな気持ちで参加さしたっていただければ、

例えば、保護者にしてみても、保育園に入園したという、入園式のときに写真も一緒に

撮れるということもあるしね。できたら、工夫して、そういう３歳児になったときに入

園式に参加してもらうというようなやり方に、人数がふえて、てんやわんやになるんや

と思うんですけどね、だけど、できたら、その子どもにしてみたら、入園式という、そ

の写真が一切ないので、考えたってもらえたらなと思って、お願いしておきます。結構

です。 

○里川委員長 ほかの委員さん、ございますでしょうか。伴委員。 

○伴委員 ６０ページの一番下から２番目の子ども医療費助成金、それでまたうち、町単

独事業費なんですが、私はこの制度は非常にいい制度で、ひとつ斑鳩町は非常に暮らし

やすいなと、非常にそういう声もよく聞いてますし、私もそういう気持ちでおるんです

が、今年度、町単独事業費が、これは１，５００万ほど２３年度に比べて今回の予算で

金額が上がってると。それで、耳に入るに、悪い話として、やはり、家の、まあ言うた

ら、お子さんのおられるところで、薬の袋が積み上げられてるような、そんな話も耳に

するんですわ。せやから、これは非常にいい制度で続けていただきたい。そういう思い

から、まあちょっと質問させていただきますけど、そういうまあ言うたら、ほとんど軽
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度で、普通やったらお医者さんに行かない方もお医者さんに行って、そしてちょっと薬

飲んで、あともう置いてはんのかなというような、そういうケースになってくると思う

ねけど、その辺の何か啓発というか、何かそういうことの対策、こういうのに対してち

ょっとご意見いただきたいんですが。 

○里川委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 今年度、２４年度の新年度予算で、子ども医療費が約１，０００万

近く増額をしておりますけども、その増につきましては、子ども医療費につきましては、

２２年の４月より中学３年生まで助成を引き上げておりまして、その当初は自己負担分

を支払った後、その領収書を役場の窓口へ持ってきていただいて、その後に返すという

形です。それで、明くる年の２３年１月からは受給資格証を医療機関の窓口に提示して、

自己負担を支払った後に、あらかじめ申し込んでいただいているその口座に町が助成金

を振り込むという形、自動償還ですかね、それを制度を採り入れました。そのことも当

然増になった要因のひとつではあるかと思いますけども、当然、中学３年生まで無料に

なったいうことで、早目に、お母さんとしては子どもさんの病気の予防という形で病院

に行かれる場合もございますので、こういう増になったんではないかと考えております。

当然、重複受診とか、そういったことにつきましてはいろいろな機会を取り上げまして、

そういう啓発も行っておりますし、広報によりましても、その医療費等につきましては、

そうした重複受診もひとつの要因にもなっておりますので、そうしたことにつきまして

は今後も啓発をしてまいりたいとは考えております。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 今課長から答弁いただきましたように、いい制度なんで、気持ちよく使ってい

ただくというような格好で、今後ともまた啓発していただきたいと、こう思います。  

  続きまして、６４ページの下から３つ目、在宅難病患者委託生活支援事業、これは２

２万６，０００円だと。この２２万６，０００円で、どのような支援事業をされるわけ

ですか。 

○里川委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 従前より、この障害福祉費におきまして、難病患者の方々に日常生活用

具の給付事業をやっておりました。昨年あたりでは、实際、支給ケースはないんですけ

れども、そういう制度をつくっておりました。今回、新たにこの４月以降ですね、難病

患者の方々にもホームヘルプサービスを始めようということで、要綱なども制定をいた
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しまして、この４月からホームヘルプサービスを開始しようと思っております。ホーム

ヘルプサービスに係る費用として２０万円、日常生活用具の給付として２万６，０００

円、合わせて２２万６，０００円を計上させていただいたところでございます。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 今のこのホームヘルプサービスですか、これを受けようとするのは、その障が

いのお持ちの方から申し込みが多い、役場のほうにさせてもらうと、こういう形から始

まるわけですか。 

○里川委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 現在は、この難病患者の方につきましては、もちろん年齢や要件で介護

保険や障害者自立支援法を適用される方はそのサービスを利用していただくんですけれ

ども、それ以外の方ということになりますので、ご本人、あるいは一緒に生活をされて

いる方から役場のほうに申し込みをいただくというのが原則とさせていただきます。  

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 新しい事業ということなんで、その辺も啓発・広報よろしくお願いします。 

  続きまして、６７ページのちょうど真ん中あたりの製氷機保守点検業務委託料、これ

の生き生きプラザですか、に、これ氷のやつを置いていただいたと。これはどういうケ

ースのときに、この氷のこの機械のこれ活躍する場面ってどんなんでっしゃろ。 

○里川委員長 西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 今、生き生きプラザの中で喫茶コーナーがございます。その中で製

氷機というのを開館当初から置いて利用はしていただいてるんですけれども、喫茶の中

で。それが２０年からもう３年半たちまして、それの点検をしていかなければいけない

ということで、点検業務の委託料としてあげさせていただいております。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 今のお話でしたら、これはリースとかそういうのでなく、もうこれは役場の買

い取りで、この機械はあると考えさせてもうてよろしいですか。 

○里川委員長 西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 はい、そのとおりでございます。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 わかりました。その次、すみません。７０ページの一番下の報償費、保育園の。

これ、医師のこの謝金っていいますか、これがぐっと金額５２万から９６万に、２４年
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度上がってるんですが、これはお医者さんが回数がふえた、それともお医者様の人数が

ふえとるわけですか。 

○里川委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 主な理由といたしましては、あわ保育園の入園児童が今回ふえるという

ことで、それに伴います内科の健診あるいは歯科の健診、これにかかっていただく医師

の人数をふやそうというものでございます。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 今のお答えでしたら、あわ保育園だけで結局、まあ言えば、これ４４万円ほど

ふえると、こう考えさせてもうてええわけですね。 

○里川委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 たつた保育園につきましては、面積などで入園児がちょっともうこれ以

上入らない状態になっております。今回申し込みが多くなって、できるだけ待機児童を

出さないという方向のもとで、あわ保育園のほうで入園していただこうということにな

りますので、そういうことでございます。 

○里川委員長 伴委員。 

○伴委員 わかりました。ちょっとこの質問に関連しますが、７２ページの一番上の広域

入所の委託料、これは結局、今おっしゃってました待機児童を出さないというような形

で、まあいやあ、これは結局、ちょっと部長の説明でも、これは結局、保護者の方の希

望でこうなってきてるわけですか、これも金額が結局、これ４，０００万ほどふえてる

んですかね、来年度のやつ。これに対して、なぜこうなってるんか。待機児童の関係で

なってるんか。それとも希望で、結局やはりお仕事の関係、そんな格好でまあ言えば広

域入所がこういう形になってきてるのか、そのあたりちょっと教えてくれませんか。 

○里川委員長 小城町長。 

○小城町長 もうこれは伴委員さんがおっしゃるように、広域入所っていうのは、自分が

勤めてる、通いやすい、そういうとこへ行きますから、王寺のとこに、リーベルの関係

で５階に、黎明保育園とかそういうことが委託で入ってますから、そういうところは非

常に便利ですから、王寺の駅へ行って、もうそのまま自分が勤務できますから、だから

そういうとこ、あるいはまた斑鳩からほかへ、斑鳩の人は郡山で勤務する人は郡山のそ

ういう保育所になってくるとか、そういう形もございます。割と広域入所の中では、王

寺の関係は非常に多いわけでございまして、三郷もありますけども、大体この金額がふ
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えてるというのは、王寺のその黎明保育園ですかな、そこを希望されるということで、

いっておられます。そういうことでございます。 

○里川委員長 ほかに、委員さんのほうでございますでしょうか。 

 ちょっとないようでしたら、私、お尋ねしたいというのか、お願いしたいことがあり

まして。いきいきの里ですね、ふれあい交流センター。６５ページ。この運営につきま

しては、別にこの数字的なものというのは別段質疑をしようということではないんです

けれども、ただ、この施設を利用している立場として、ちょっとご検討をお願いできな

いかと思うのは、とにかくよそのお風呂も私使うんですけれども、とにかく、ここ滑り

やすいんです。いきいきの里のお風呂はね。よく滑ります。私も何度か滑りそうになり

ました。子どもはきれいに滑って、よその風呂でやったらこけへん子でも滑ってね、頭

打ってます。先日、あれいつやったかな、女性風呂のほうでこけて救急車呼んではりま

すよね、いきいきの里でね。救急車も来てもろて、したということもあったと思います。

あれもこけはったんですわ。ですから、ちょっと入浴剤、天然のお風呂、天然の温泉じ

ゃなくて、入浴剤とかを使っている加減もあるのか何なのか。掃除をするときの工夫っ

て、工夫の仕方って何かあるのか、床の滑り、もうちょっと何とかできる方法ないのか

なっていうのがね、私はもう冬場は結構使わせていただいているから、いつもおっとな

りながら、自分もなってるんですよ。おっとなるんですよ、よその風呂ではならないん

ですけどね。先般、实際こけはって救急車で運ばれた人もありましたし、子どもがすて

ーんってこけて後頭部打ってるのも見ましたんで、ちょっと工夫できないかなって。確

かに滑りやすいです、床が。その辺はどうなんでしょうか。ちょっと何か工夫する方法、

財政的に厳しいですからね、やりかえようとかそんな話ではなく、何かこう滑らない方

法を考える余地はないんだろうかというふうに私は思ってるんですけれど、その点につ

いていかがでしょうか。乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 滑りやすいという状況が、例えば床の素材がそういう滑りやすい素材

なのか、あるいは水がよくぬれている状況なのか、あるいは委員おっしゃったように入

浴剤の関係とか、掃除の仕方とかいろいろな状況が重なっているのか、その辺がちょっ

とわかりませんので、それはちょっと調べさせていただいて、どういう対忚ができるの

か、ちょっと研究させていただきたいと思います。 

○里川委員長 財政のこともありますので、私は余りむちゃなことは言おうとは思ってな

いんですが、使いやすい安全なお風呂になるような、何か工夫できるものがあれば、そ
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ういうふうにしてほしいなというふうに思っております。 

  それと、６９ページにあります保育システム改修業務委託料っていう形であがってま

すね。そして、その改修業務が入ったら、これまた保守業務とあわせていつも上がって

くるんですが、これも結構な金額になるんですが、この改修っていうのは多分、年尐扶

養控除の関係なのかなと思いつつも、ちょっと確認をさせていただきたいなと思ってお

尋ねをするわけなんですが。これ、システム改修せんとあかんのはなぜでしょうか。  

植村福祉課長。 

○植村福祉課長 委員長がおっしゃいましたように、年尐扶養控除等をあったものとして

計算するというシステムの改修でございます。 

○里川委員長 そういうふうにせざるを得ないということで、またシステム改修でいつも

私申しあげてます、お金かかるなあと、何かこのシステムの改修はいつも結構な高額な

お金かかると。この高額なんですけれども、いつも何か何百万いうような単位できます

けど、これって補助っていうんですか、こういうことになったけれども、このシステム

をやっていく上において、これいつも言うてます、小さい町やったら、こんなもん町単

独でお金出してたらやっていかれへんということをいつも申しあげておりますが、これ

については、何らかの国なり県なりから助成の制度はあるんでしょうか。 

○里川委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 国・県の案分はわからないですけれども、今、県の担当部局からは１０

分の１０補助があるというふうに聞いております。 

○里川委員長 １０分の１０やけど、その前に予算の範囲内でという言葉はついてるんで

すか、ついてないんですか。植村福祉課長。 

○植村福祉課長 この保育システムに関しては予算が上限というふうには聞いておりませ

ん。 

○里川委員長 わかりました。それなら尐し安心しました。１０分の１０と言いながら予

算の範囲内でってついてたらね、もう無茶苦茶低い率になるんでね、私ちょっと、何か

ほんまだまされてるような気によくなるもんですから、１０分の１０ということであれ

ば、よかったなと思います。 

  それと、先ほど７３ページのところで子ども手当の説明をしていただきました。また、

子ども手当、そして子どものための手当というふうに、またここが変更があって、また

変更があって、元々の公約とはまた全然違うようなことになってしまってるわけなんで



－ 97 － 

すけれどもね。これ、申請漏れ、全国で１０月から変わったいうことで、申請漏れがあ

って、そして担当も大変やったと。全国で１１％、斑鳩町では３％程度やったというこ

とを聞いてるんですけどもね。その後、この辺の整理はされたのか。そしてまた、この

新システムとなる子どものための手当になったら、またそのお知らせ、ほんで申請、ま

たその皆さん方に出して、役場のほうがもう本当に大変やなと、職員さんらが大変やな

と、いつも気の毒やなと思ってるんですけどね、そやけど気の毒やけど、そういう権利

のある人にはちゃんと受けてもらわなあかんのでね、そこも私心配してますし、制度変

わったら、でまた今度制度では所得制限もかかってきますので、この辺の周知もせなあ

かんやろうけれども、まず、３％が未申請だったという状況が今現在どうなっているの

か。そしてまた、新制度に向けて所得制限などもかかってきたら、制度が、受けれる制

度がまた変わってくるということもあります。そういう対策、対忚の仕方っていうのは、

新年度、いよいよまた福祉課また大変ですけど、どうされるんかなっていうの、それに

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

○里川委員長 小城町長。 

○小城町長 まず、さきのその子どものための手当とかそういうことは今言ってますけど

も、自公は児童手当の関係にしていきたいということで今調整をしてます。ただ、民主

党政府はとにかくその子ども手当ということで、マニフェストに書いてますから、それ

を何とかしたいと、こういうことで、今３党が協議していますけども、まだ一致したこ

とではないし、自公は所得制限を設けるというところもございますし、これからまだ時

間はかかるんではないかなと。そういう点で、委員長がおっしゃるように、なかなかで

き得ないものを、また市町村にこれを手当てが決まったら、するから、職員にとっては

今３％うちは残ってますけども、職員一生懸命やってですね、これも超過勤務手当を出

さんないかんというような状況になっておりますから、そこらもひとつ大変なことでご

ざいますので、今の状況はそういうことでございまして、決まりましたら、また我々手

続きをするがため、職員が頑張っていただかなかったらと、思っております。 

○里川委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 ２月の中旪ごろで未申請が３％だったということにつきましては、担当

のほうより個別に案内等を差し上げる中で、現在、残り２５名、まだ申請はされてない

んですけども、残り２５名まで減らしているというのが状況でございます。  

○里川委員長 そしたら、大変だろうと思いますが、せっかく権利をお持ちですので、知



－ 98 － 

らなかったと、郵便物も出していただいてるんですけれども、つい育児の忙しさに紛れ

て奥に入ってしまっててうっかりという場合もあるやのように思います。それは本人の

責任もあるんですけれども、せっかくのことですので、またご努力をお願いします。そ

して、新制度となりましたら、一忚この予算書ではこういうふうに上げられております

が、町長の答弁にもございました。担当としては、ふらふらふらふらされてる中で、じ

ゃあ市町村どないすんねんという話あると思いますけど、決まりましたら、でも住民さ

んにお知らせして、サービス受けてもらわんとあきませんので、大変また、本当にまた

大変だろうと思いますが、よろしくお願いしときたいと思います。 

○里川委員長 議長、どうぞ。 

○嶋田議長 すみません、１点だけちょっとお聞かせ願えますか。５７ページ、１８節備

品購入費１００万、公用車、これについてちょっと説明のほうお願いいたします。 

○里川委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 国保医療課が所有しております軽四の車ですけども、耐用年数、走

行距離もいっております、耐用年数いいますか、来年５月に車検切れとなりますので、

そのために購入するものでございます。 

○里川委員長 嶋田議長。 

○嶋田議長 そしたら、今の軽四を耐用年数もきたから、新たに軽四を購入するというこ

とですね。 

○里川委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 そのとおりでございます。 

○里川委員長 嶋田議長。 

○嶋田議長 わかりました。先ほどは何かカローラ廃車して４００万の高級車を購入する

というふうな説明ありましたんで、それのよしあしは別にしまして、そういう場合には、

本来なら委員会に報告があってしかるべきであろうと私自身は思っております。  

以上です。 

○里川委員長 そういうご意見もございますので、できるだけ委員会に随時、委員会の開

催は限られてますけれども、ご報告などを丁寧にしていただきたいというご要望です。 

  ほかに、委員皆さんのほうで何かございますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○里川委員長 ないようですので、これをもって第３款民生費に対する質疑を終結いたし

ます。 

  続きまして、第４款衛生費について説明を求めます。乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 それでは、第４款衛生費につきましてご説明を申しあげます。 

  失礼いたしまして、座って説明させていただきます。 

  まず、予算書の１３ページをお開きをいただきたいと思います。 

  第４款の衛生費でございますが、本年度は１０億９，５２９万８，０００円を計上さ

せていただいておりまして、前年度の予算額と比較いたしまして、１億５，７９１万１，

０００円、１６．８％の増額となっております。 

  それでは各科目ごとにご説明を申しあげをさせていただきます。 

  予算書の７４ページをお開きいただきたいと思います。予算書の７４ページから７６

ページでございます。第１目の保健衛生総務費についてでございます。本年度予算額は

１億５，４９４万円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして、７１

４万円、４．８％の増額となっております。予算の財源内訳はその他で６９万円、一般

財源で１億５，４２５万円となっております。職員の人件費の関係で１億１，９０２万

７，０００円。それから、王寺周辺広域休日忚急診療施設組合交付金・分担金として１，

９８６万１，０００円。西和衛生試験センター組合分担金として１，３４２万１，００

０円の計上が主なものでございます。 

  次、７６ページから７７ページでございます。第２目の感染症予防費についてでござ

います。本年度予算額は９，４１１万円を計上いたしております。前年度予算額と比較

いたしまして６１万４，０００円、０．６％の減額となっております。予算の財源内訳

は県支出金で１，４１２万９，０００円、一般財源で７，９９８万１，０００円となっ

ております。子どもから高齢者まで感染症の発生と蔓延及び罹患後の重症化を予防する

ため、各種予防接種を实施してまいります。高齢者インフルエンザ予防接種委託料でご

ざいますが、接種費用が５，０００円から４，０００円になりましたことから、前年度

予算額と比較をいたしまして、２５３万円、１１．８％減額の１，８９２万円を計上い

たしておりまして、引き続き無料で实施してまいります。また、日本脳炎予防接種につ

きまして、昨年５月から経過措置の接種対象者が２０歳未満までとなったことから、前

年度予算額と比較いたしまして、２１５万円、１７．０％増の１，４７９万２，０００

円を計上いたしております。新年度からは生後６週から２４週までの乳児を対象に、ロ
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タウイルス胃腸炎を予防するため、町単独事業としてロタウイルスワクチン接種費用の

一部助成を行ってまいります。助成額は接種費用の２分の１で、７，０００円を上限と

いたしております。 

  次に、７７ページから７８ページでございます。第３目の母子衛生費でございます。

本年度予算額は３，１３６万４，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比

較いたしまして、３１４万２，０００円、１１．１％の増額となっております。予算の

財源内訳は国庫支出金で４４万８，０００円、県支出金で７４７万５，０００円、合わ

せまして７９２万３，０００円、その他で５，０００円、一般財源で２，３４３万６，

０００円となっております。新年度からは町単独事業として、県の公費助成とならない

一般不妊治療費と不育治療費の一部助成を行います。一般不妊治療費の助成は１００万

円を、不育治療費の助成は５０万円を予算計上いたしております。また、妊娠期におい

ては妊婦の定期的な健康管理を行うため、妊婦一般健康診査の公費負担を引き続き１５

回助成をいたしまして、みずからの健康管理に留意し、安心して出産に臨むことができ

るよう支援してまいりたいと考えております。出生後には新生児訪問や乳幼児訪問指導

を通して、子育てに係る情報提供や育児相談を行い、育児不安の軽減に努めてまいりま

す。また、健診や各種教室等を通して、食べることの大切さを親に教えるとともに、歯

科衛生士による歯の指導を行うなど、子どもの健やかな成長、発達を支えていくために、

健康教育の充实に努めてまいります。 

  次に、７８ページから７９ページ、第４目健康増進事業費であります。本年度予算額

は３，６７３万５，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまし

て、９８万２，０００円、２．６％の減額となっております。予算の財源内訳は国庫支

出金で３０８万３，０００円、県支出金で１４２万８，０００円、合わせて４５１万１，

０００円、その他７７８万１，０００円、一般財源２，４４４万３，０００円となって

おります。本年度も引き続き女性特有の乳がん、子宮がん及び大腸がん健診の節目の対

象者に対して無料クーポン券を発行し、受診率の向上に努めてまいります。昨年に引き

続き生活習慣の改善等により、日本一の健康寿命の県を目指すための奈良県健康づくり

モデル事業を实施してまいります。健康づくりを積極的に推進するために、町医師会、

町歯科医師会と連携をとりながら、栄養士会、食生活改善推進員など関係団体や運動普

及ボランティア団体などと協働して、保健センターサポーター養成講座や心の健康づく

り講演会、糖尿病や歯周病疾患などの生活習慣予防教室を行うなど、地域の健康づくり
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に取り組んでまいります。また、思春期の子どもの健康についても、学校、ＰＴＡと連

携しながら、親子で健康づくりを考える機会としてまいります。 

さらに本年２月に策定いたしました斑鳩町食育推進計画に基づきまして、食に対する

知識を普及、啓発するために、６月の食育推進月間に合わせまして、食育に関する講演

会や教室などを实施し、食育の推進に努めてまいります。 

  同じページの第５目狂犬病予防費でございます。本年度予算額は３７万７，０００円

を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして、２万２，０００円、５．

５％の減額となっております。予算の財源内訳は、すべてその他でございます。狂犬病

予防法に定められております狂犬病予防注射につきましては、本年度におきましても奈

良県獣医師会と連携しながら、町内５か所の会場で集合注射の实施を計画しております。

また、依然として犬の散歩時などのふん放置や放し飼いなど、ペットの飼い方の、飼い

主のモラルが問われておりますが、狂犬病予防集合注射の会場をはじめ、さまざまな機

会を通して、マナー向上に向けての啓発に努めてまいります。 

  次に、７９ページから８０ページの第６目火葬場費でございます。本年度予算額は２，

０９１万９，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして、８

１３万５，０００円、２８％の減額でございます。予算の財源内訳につきましてはその

他で４００万３，０００円、一般財源で１，６９１万６，０００円となっております。

斑鳩町町営の火葬場につきましては、平成９年３月の稼働開始後、定期的な保守点検、

補修を行いながら、今日まで適切な運営を行っておりまして、本年度におきましても火

葬業務委託料として７９９万１，０００円、火葬炉設備保守点検委託料として、６９万

３，０００円を計上するなど、引き続き良好な稼働、運営を心がけてまいりますととも

に、周辺地域の環境整備に努めてまいります。 

  次に、８０ページの第７目の環境対策費でございます。本年度予算額は２４６万３，

０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして、６３万円、２０．

４％の減額でございます。予算の財源内訳といたしまして、国庫支出金として２５万円、

その他で２３万１，０００円、一般財源で１９８万１，０００円でございます。地球温

暖化をはじめとした環境問題への正しい認識と地球環境負荷を低減するための生活様式

のあり方を考え、行動を起こすきっかけづくりとして、環境教室や地球温暖化防止関連

の講習会の開催を計画をしております。そのために必要な講師謝金、地球温暖化防止事

業委託料等を計上いたしております。また、地域での環境保全活動のリーダーとなる環
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境保全推進委員を引き続き各自治会に配備させていただいて、地域レベルでの環境保全

活動を支援するとともに、環境保全推進委員研修会、連絡会議などを開催をいたしまし

て、人材の育成に努めることとしておりまして、円滑な活動を支援するため、活動助成

金として、３４万５，０００円を計上いたしております。 

  次に、行政みずからの積極的な取り組みとして、事務事業が与える環境負荷への低減

を図るＩＳＯ１４００１、環境マネジメントシステムの運営につきましては、平成２４

年１月末に４期目のＩＳＯへの登録が認められているところでございます。本年度にお

きましても、ＩＳＯ登録団体として、さらにシステムの運用を強化し、地球環境への負

荷低減に努めるとともに、本年１２月に行われます１年次定期審査の審査手数料として、

３５万９，０００円を計上しているところでございます。 

  次に、８１ページでございます。第２項清掃費、第１目清掃総務費でございます。本

年度予算額は１，３９５万４，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較

いたしまして４４２万１，０００円、４６．４％の増額でございます。予算の財源内訳

といたしましては、その他で８４万円、一般財源で１，３１１万４，０００円でござい

ます。職員の人件費の増が主な理由でございます。「自分たちの住む町は自分たちで美

しくする」をテーマに、いかるがの里クリーンキャンペーンとして、町内一斉清掃を实

施するとともに、美化活動を通じて、地域のつながりを深め、一体となって美化意識の

向上を図ることを目的とした自治会内美化キャンペーンを本年度も实施することとして

おりまして、土砂等の処理手数料として１８４万６，０００円を計上しているところで

ございます。 

  次に、８１ページから８５ページ、第２目塵芥処理費でございます。本年度予算額は

６億１，４８９万４，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較をいたし

まして１億６，７１３万１，０００円、３７．３％の増額でございます。可燃ごみの処

理委託への移行によります積み替え施設の整備事業や、現衛生処理場解体計画策定業務

などが主な増額の理由でございます。 

  予算の財源内訳といたしましては、地方債で８，０１０万円、その他で６，０８４万

６，０００円、一般財源で４億７，３９４万８，０００円でございます。本年４月より

可燃ごみの焼却処理を廃止いたしまして、委託業者によります処理に移行するに当たり、

可燃ごみをはじめ資源物等の積み替え、運搬の効率化を図るために可燃ごみ積み替え施

設整備事業を本年度から２カ年の継続事業で進めてまいります。そのための設計業務委
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託料６５５万５，０００円、工事施工監理業務委託料１５０万円、工事請負費で７，７

５０万円を計上いたしております。また、現衛生処理場の解体撤去を進めていくにあた

り、本年度では環境調査を含めました解体計画を策定することとしており、その業務委

託料として５８０万円を計上いたしております。当町の課題でございました焼却施設の

老朽化に対する対忚につきましては、業者委託によります処理への移行で解決を見ます

が、今後は、処理施設を持たない町として、さらなるごみの減量化への取り組みは不可

欠でございます。このことから可燃ごみの詳細な組成を知り、さらなる分別や資源化の

推進に役立てるため、ごみ質検査の实施を計画しており、その調査委託料として７８万

３，０００円を計上いたしております。 

  また、これまで埋め立てていた陶磁器、ガラス類の再利用を推進していくため、引き

続き町のイベントなどで「くりかえし使ってくれてありがとうき(陶器)市」を開催する

とともに、割れるなどして再利用できなかった陶磁器、ガラス食器をリサイクル処理し、

その処理業務委託料として６６万円、また回収した陶磁器、ガラス食器を選別するため

の業務委託料として６４万３，０００円を計上いたしております。 

  次に、バイオマス利活用の推進でございます。平成２４年２月２６日に国から公表さ

れました斑鳩町バイオマスタウン構想を推進していくため、平成２３年３月に斑鳩町バ

イオマス利活用推進協議会を設置しておりまして、本年度におきましても委員の報償費

として１９万円を計上いたしております。また、剪定枝葉・草類リサイクル業務委託料

として１，６５０万円、生ごみの堆肥化業務委託料として７４１万５，０００円をそれ

ぞれ計上するとともに、廃食用油のさらなる利活用の推進を図るため、ボイラー用燃料

としての利用を試行することとし、その試行に必要な燃料費として１６８万円を計上い

たしております。 

  次に、資源物、廃棄物の処理でございます。廃棄物の処理委託料といたしまして、１

億８，０２１万２，０００円を計上いたしており、うち本年度より処理を委託いたしま

す可燃ごみの処理委託料は１億４，５９７万７，０００円の計上をしております。また、

びん類、缶類その他プラスチック類などの資源物のリサイクル処理委託料として３，０

４２万３，０００円を計上いたしております。 

  次に、ごみ減量化・資源化の推進に対する各種奨励事業でございます。家庭生ごみ減

量化の促進に関する奨励金として５８万１，０００円、資源物集団回収事業の奨励金と

して８１１万４，０００円を計上するとともに、地球に優しい生活推進協議会、通称エ
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コるがに対します活動補助金として１０万円を計上いたしております。なお、衛生処理

場での焼却処理廃止に伴い、周辺自治会からの平成２４年度以降の新たな補償要望は受

けておりませんが、これまで出ておりました要望で、未实施の関係につきましては平成

２４年度以降で対忚することといたしております。 

  次に、８５ページから８７ページにかけまして、第３目し尿処理費でございます。本

年度予算額は１億２，５５４万２，０００円を計上いたしております。前年度予算額と

比較いたしまして１，３５３万９，０００円、９．７％の減額でございます。鳩水園の

補修費の減が主な要因でございます。予算の財源内訳は国庫支出金で２５６万８，００

０円、県支出金で２５６万８，０００円、合わせて５１３万６，０００円、その他で６

８９万６，０００円、一般財源で１億１，３５１万円でございます。本年度におきまし

ても鳩水園の設備機器の補修を計画的に進め、安全かつ良好な稼働に努め、当該施設の

適切な維持管理並びに運営を行っていくこととしております。そのために必要な修繕料

３，０１６万円、施設管理・運営業務委託料として２，０２０万円などを計上いたして

おります。また、河川の水質汚濁防止を目的としております浄化槽設置者に対します助

成につきましても、引き続き助成を行うこととし、浄化槽設置者に対し、適正な維持管

理が行われるよう、さまざまな機会を活用いたしまして、啓発に努めてまいりたいと考

えております。 

  以上で第４款衛生費の主な説明とさせていただきます。 

  何とぞよろしくご審議をいただきますよう、お願いを申しあげます。 

○里川委員長 ご苦労さまでございました。 

  第４款衛生費についての説明をお受けいたしましたところで、本日の審査を終了いた

したいと思います。 

  あす９日午前９時から本日の続きから引き続き、予算決算常任委員会を行いますので、

定刻にご参集をお願いいたします。 

  それでは、本日はこれをもって散会といたします。 

  ご苦労さまでございました。 

（午後 ４時４２分 散会） 

 


